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  進   憲 司  財政課長 

  日比谷 光 輝  広報課長 

  真 下   聡  情報政策課長 

  武 藤 充 輝  総務課長 
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  坂 田 賢 司  契約管財課長 

  増 田 密佳子  税務課長 
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  矢 島 孝 幸  アカデミー推進課長 

  堀 越 厚 志  観光・都市交流担当課長 

  野苅家 貴 之  スポーツ振興課長 

  木 村   健  福祉政策課長 

  瀬 尾 かおり  高齢福祉課長 

  木 内 恵 美  地域包括ケア推進担当課長 
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  渡 部 雅 弘  生活福祉課長 

  阿 部 英 幸  介護保険課長 

  中 島 一 浩  国保年金課長兼高齢者医療担当課長 

  篠 原 秀 徳  子育て支援課長 

  奥 田 光 広  幼児保育課長 

  永 尾 真 一  子ども施設担当課長 

  大 戸 靖 彦  子ども家庭支援センター所長 

  熱 田 直 道  生活衛生課長 

  田 口 弘 之  健康推進課長 

  小 島 絵 里  予防対策課長 

  内 宮 純 一  新型コロナウイルス感染症担当課長 

  大 塚 仁 雄  保健サービスセンター所長 

  村 田 博 章  みどり公園課長 

  松 永 直 樹  施設管理課長 

  五木田   修  保全技術課長 

  大 畑 幸 代  整備技術課長 

  宇 民   清  教育総務課長兼真砂中央図書館長 

  宮 原 直 務  教育推進部副参事 

  木 口 正 和  教育センター所長 

  大 武 保 昭  選挙管理委員会事務局長 

７ 事務局職員 

  事務局長    小 野 光 幸 

  議事調査主査  下 笠 由美子 

  議事調査主査  小松崎 哲 生 

８ 本日の付議事件 

  (1) 付託議案審査 

   1) 議案第58号 文京区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に 

           関する条例の一部を改正する条例 
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   2) 議案第59号 文京区職員定数条例の一部を改正する条例 

   3) 議案第60号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

   4) 議案第61号 公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例 

   5) 議案第50号 令和５年度文京区一般会計補正予算 

   6) 議案第51号 令和５年度文京区国民健康保険特別会計補正予算 

   7) 議案第52号 令和５年度文京区介護保険特別会計補正予算 

   8) 議案第53号 令和５年度文京区後期高齢者医療特別会計補正予算 

  (2) 付託請願審査 

   1) 請願受理第２号 適格請求書等保存方式（インボイス制度）の実施延期を国に要望 

             することを求める請願 

   2) 請願受理第５号 「文の京」自治基本条例の抜本的な見直しの検討を求める請願 

   3) 請願受理第16号 消費税率５％への引き下げとインボイス制度の導入中止を求める 

             請願 

   4) 請願受理第30号 場外馬券売り場（後楽園オフト）の撤去を求める請願 

   5) 請願受理第31号 核兵器禁止条約の批准を求める請願 

   6) 請願受理第32号 パレスチナ全域での即時停戦と早期に平和の実現を求める請願 

   7) 請願受理第33号 イスラエルに国際司法裁判所（ＩＣＪ）暫定保全措置遵守を求め 

             ること及び日本政府によるＵＮＲＷＡ拠出金停止を撤回すること 

             に関する請願 

  (3) 理事者報告 

   1) 「文の京」総合戦略（案）について 

   2) 令和６年度組織改正について 

   3) 区ホームページの全面リニューアルについて 

   4) 文京区男女平等参画推進計画の推進状況評価について 

   5) 文京区男女平等センター改修工事に伴う休館について 

   6) 令和６年度職員定数の変更について 

   7) （仮称）文京区公契約条例骨子案について 

   8) 大韓民国ソウル特別市松坡区との交流について 

   9) 文教シビックセンター改修基本計画に基づく令和６年度実施予定工事等について 
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  (4) 一般質問 

  (5) その他 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

午前 ９時５９分 開会 

○高山委員長 おはようございます。 

 ちょっと定刻より１分ほど早いのですが、皆様おそろいいただきましたので、総務区民委

員会を開会いたします。 

 まず、委員等の出席状況ですが、委員は全員出席いただいております。理事者につきまし

ては、関係理事者に御出席をいただいております。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○高山委員長 次に、理事会についてですが、必要に応じ、協議して開催したいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○高山委員長 本日の委員会運営についてですが、協議事項が１件、これは委員外議員の発言

に係る申出について協議をいたします。 

 その後に、付託議案審査８件、うち条例案が４件、予算案が４件。付託請願審査が７件、

うち６月定例議会からの継続分が２件、９月定例議会からの継続分が１件。 

 続いて、理事者報告９件、この理事者報告は、部ごとに報告を受け、質疑は項目ごととい

たします。 

 なお、付託議案審査に関する項目については、その議案審査の際に理事者報告を受けるこ

とといたします。 

 その後に、一般質問、その他、本会議での委員会報告について、委員会記録について、令

和６年５月の閉会期間中における継続調査について、それから閉会、以上の運びにより、本

日の委員会を運営したいのですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○高山委員長 ありがとうございます。 

 各委員及び理事者の皆様には、質問、答弁など簡潔明瞭に行い、本委員会が円滑に運営さ

れるよう御協力をお願いいたします。 

 なお、議員・理事者ともに資料はデータのページ番号を指定することとなっております。
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下にＰの通し番号がある場合は、そちらを御指定くださるようお願いいたします。 

 かなり分量が多くなっていますので、事前にお願いしているとおり、ググれば分かる事実

の確認とか、以前聞いた同じ質問を繰り返すとかということは、紳士的なマナーとして省略

していただいて、いつも一般質問、途切れ途切れになっちゃったり急いだりで残念なので、

なるべく早く仕上げたい。例えば今日でいえば、報告事項の頭ぐらいまで、何とか頑張りた

いなと思っていますので、くれぐれも皆さん、御協力をお願いいたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○高山委員長 それでは、協議事項１件に入ります。 

 協議事項に入る前に、教育推進部より、令和５年11月24日における本委員会の答弁の一部

について、訂正発言の申出がありましたので、これを許可したいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○高山委員長 それでは、宮原教育推進部副参事。 

○宮原教育推進部副参事 前回の本委員会におきまして、石沢委員より御質問のございました

区立小・中学校空調機につきまして、平成15、16年、普通教室に設置し、本年度中の工事後

にも残る台数について、中学校は３校で６台とお答えしておりますが、正しくは３校で25台

でございました。おわびして、訂正いたします。失礼いたしました。 

○高山委員長 それでは、協議事項に入りたいと思います。 

 まず初めに、委員外議員の発言に係る申出について協議いたします。 

 文京子育てのたかはまなおき議員より、議案第50号、令和５年度文京区一般会計補正予算

について、委員外議員発言申出書のとおり、委員外議員として発言を行いたい旨の申出があ

りました。 

 つきましては、これを了承する旨、お諮りいたしますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○高山委員長 それでは、申出書のとおり、たかはま議員の委員外議員としての発言を承認す

ることといたします。 

 なお、発言時間については１分以内とし、発言のタイミングについては、当該議案に対す

る態度表明が終了した後に行うことといたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○高山委員長 続いて、付託議案審査に入ります。 
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 まず、議案第58号、文京区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例です。 

 それでは、提案理由の御説明をお願いいたします。 

 大川企画政策部長。 

○大川企画政策部長 おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいま議題とされました議案第58号、文京区行政委員会の委員及び非常勤の監査委員の

報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を御説明いた

します。 

 議案集データの５ページと総務区民委員会資料第１号をお開き願います。 

 本案は、区議会議員の議員報酬月額並びに区長、副区長及び教育委員会教育長の給料月額

の改定に伴い、行政委員の報酬を改定するため提案するものでございます。 

 改正条例の内容につきましては、総務区民委員会資料第１号に記載の新旧対照表のとおり、

行政委員の月額報酬の額を改正するものでございます。 

 施行期日は、令和６年４月１日でございます。 

 よろしく御審議の上、原案どおり御決定賜りますよう、お願い申し上げます。 

○高山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、御質疑をお願いいたします。御質疑のある方、挙手願います。 

 石沢委員。 

○石沢委員 おはようございます。 

 この行政委員会の委員及び非常勤監査委員の報酬の改正条例ということで、ちょっと確認

したいんですけれども、この改正内容というところで、区長、副区長及び教育長については、

報酬等審議会の答申が出て、改定するということになっていますけれども、この行政委員と

非常勤の監査委員の報酬というのは、こういう答申が出て引上げということになっているの

か、どういった形で今回こういう提案になっているのかというのを確認したいと思います。 

○高山委員長 進財政課長。 

○進財政課長 行政委員の方々につきましては、報酬審の諮問事項ではないため、これまで慣

例で改正をすることとなっております。具体的には、議員の方に係る改定率を参考にしまし

て、例えば平成25年度以降でいいますと、今回で６回目になりますけれども、改定というふ

うになっております。 

○高山委員長 では、いいでしょうか。はい。 
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 それでは、各会派の態度表明をお願いいたします。 

 自由民主党さん。 

○山田委員 この議案第58号ですけれども、地方自治法により定められている行政委員会は、

庁から独立した期間でもあり、やはり高い適正能力というんでしょうか、専門性や識見を備

えた方々になってもらっていただいております。11月の議会のときには、区長、そして副区

長、また議員の改定がございました。それに伴って、今回は議員の率に合せた改定というこ

とで、より業務が遂行できるように、そしてまたこれからもこういった人材の確保に努めて

いくという意味で、自民党はこの議案に対しては賛成いたします。 

○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 自民党さんもおっしゃいましたように、秋の報酬審の答申には含まれていません

けれども、慣例のとおり議員の報酬に合せて改定を行う、0.976ですか、ということであり

ますので、この議案第58号、賛成をいたします。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党、議案第58号、賛成いたします。 

 先ほどの質疑の中でも、報酬審にはないけれども、６回目の慣例により今日まで適切な改

定を適切な状況の中でやってきたということが確認できましたので、この改定にも賛成いた

します。 

○高山委員長 日本共産党さん。 

○石沢委員 今回、区議会議員や区長、副区長、教育長の報酬改定に合せて、慣例で改正して

いるということになりましたけれども、私たちは、区長や教育長、そして副区長並びに私た

ち議員を含む特別職についての給与改定については、反対の態度表明をさせていただきまし

た。それで、そういった立場から、行政委員の皆さんについても、今、聞きましたけれども、

慣例でそれに合せて引き上げられているということを確認しました。それで、新旧対照表を

見ても、旧のところでは、報酬額についても一定の報酬は確保されているのではないかとい

うふうにも思います。 

 ですから、以上を踏まえて、現時点での報酬改定は必要ないという考えから、この議案第

58号には、日本共産党は反対をいたします。 

○高山委員長 審査結果を申し上げます。 

 賛成が６、反対が２、よって原案を可決すべきものと決定いたします。 

 続いて、議案第59号です。 
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 議案第59号については、報告事項２「令和６年度組織改正について」と報告事項６「令和

６年度職員定数の変更について」が関連するため、先にその報告を受けることといたします。

その後、議案第59号の提案説明を受け、一括して質疑を受けることといたします。 

 それでは、報告事項２「令和６年度組織改正について」の説明をお願いいたします。 

 横山企画課長。 

○横山企画課長 それでは、資料第４号、令和６年度組織改正について、御覧ください。 

 まず、１ページ目でございます。 

 こちら、企画政策部は企画課でございます。こちらにつきましては、本年度策定に向けて

進めております公共施設等総合管理計画につきまして、次年度についてはその運用、マネジ

メントを行っていくといった必要があることから、建築の課務担当主査を１名増員いたしま

す。 

 続きまして、総務部総務課でございます。 

 こちらは、ふるさと納税の返礼品等についての取組を進めるなどの対応に向け、ふるさと

納税担当の主査を新たに設置いたします。 

 続きまして、１ページ目下段になりますが、区民部地域活動センターにつきましては、役

職定年等の調整に当たりまして、こちら所長のポストにつきましては、現在、課長級となっ

ているところを係長級のポストに改めることといたします。 

 なお、こちらは、職員の役職の関係の調整になりますので、各地域における地域活動セン

ターの役割は引き続き全うできる体制を維持してまいります。 

 続きまして、２ページ目を御覧ください。 

 福祉部の福祉政策課でございます。こちらは、昨年度設置をいたしました地域共生社会推

進担当の組織を拡充し、担当を係に変更するものでございます。 

 続きまして、２行目、３行目にございます生涯福祉課及び介護保険課につきましては、そ

れぞれ施設の整備等を促進していく必要があることから、施設担当の主査をそれぞれ１名増

員するものでございます。 

 続きまして、３ページ目を御覧ください。 

 子ども家庭部です。まず、１行目になりますが、児童相談所の令和７年度の開設に向けま

して、児童相談所開設準備担当部長を今回新規に設置をいたします。 

 次に、表では２行目と３行目になります。子育て支援課のところになりますが、こちらに

つきましては、子どもの権利条例や、今般実施しております区独自の給付事業などの対応が
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ありますとともに、子育て支援計画と併せて、子ども・若者計画など若者支援についての検

討をするなど、業務を整理し、推進していく必要があることから、子ども施策推進担当課長

を設置し、また併せて、子ども施策推進担当の課務担当主査を２名増員するものでございま

す。 

 続きまして、幼児保育課になりますが、こちらにつきましては、待機児童対策のために行

っておりました新規の私立認可保育所等の新設が一定落ち着いてきているといったような状

況、また誰でも通園制度の対応など運営面での支援を図るといった必要がきておりますこと

から、現在あります保育施設整備担当１名を廃止いたしまして、保育施設支援担当として、

課務担当主査を２名増員するものでございます。 

 また、増加しております保育所等の保育の質の向上に向けまして、指導・検査体制を拡充

するために、現在あります保育施設検査担当のポストを１名増員し、検査担当を４名体制と

いたします。 

 続きまして、子ども家庭支援センターにつきましては、次の児童相談所と併せて御説明を

いたしますが、まず令和７年度の児童相談所開設に向けた新たな組織として、児童相談所開

設準備室を設置し、課長のポストにつきましては、これまでの児童相談所準備担当課長を廃

止し、児童相談所開設準備室長を設置いたします。 

 また、係長級につきましては、子ども家庭支援センターに配置されております２名の児童

相談所準備担当を廃止し、児童相談所開設準備室に記載のとおり４つのポストを新設いたし

ます。 

 これによりまして、児童相談所関連につきましては、さきに御説明しました部長級が１名

増、課長級については増減はなく、係長級は差引き２名の増となるものでございます。 

 では続きまして、４ページ目を御覧ください。 

 保健衛生部です。予防対策課のところになりますが、まず先に課長級のところについて、

２行目と３行目のところを御覧ください。まず２行目になりますが、新型コロナウイルス感

染症対策担当課長につきましては、今般の新型コロナウイルス５類移行を踏まえて、今回廃

止をいたします。 

 また、３行目にございますが、精神保健の地域包括ケアシステムの対応等を進めるために、

保健対策担当課長を新たに設置いたします。 

 また、これらに併せまして、１行目になりますが、係長級のところです。精神保健係につ

きましては、主査制を導入することによりまして、課務担当主査を１名増員いたします。 
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 また、感染症対策担当については、課務担当主査を７名体制から２名体制に縮小すること

といたします。 

 続きまして、下段の土木部です。道路課につきましては、私道の整備関連業務に対応する

必要があることから、整備工事係を主査制にすることで、課務担当主査を１名増員いたしま

す。 

 最後に、５ページ目を御覧ください。 

 教育推進部です。まず、学務課のところになりますが、こちらは昨年の９月から開始をし

ており、次年度は対象の拡充を行っていきます学校給食費の無償化の対応ということで、給

食給付担当の主査を新規に設置いたします。 

 続きまして、３行目のほうになりますけれども、部活動の地域連携、地域移行など新規事

業の対応を行うために、教育指導課のところに教育施策推進担当課長を新たに設置し、また

２行目にございますが、教育指導課に事務の主査を１名増員いたします。 

 続きまして、児童青少年課です。こちら、育成室の整備を推進するために、施設運営担当

主査を設置いたします。 

 最後に、真砂中央図書館になりますが、こちらは計画の策定から実際の施設の整備のほう

に業務が移行してきたような経緯がございますので、今回、計画担当を廃止し、新たに施設

整備担当を設置するものでございます。 

 組織改正については、以上でございます。 

○高山委員長 続いて、報告事項６「令和６年度職員定数の変更について」の説明をお願いい

たします。 

 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 資料第８号、令和６年度職員定数の変更について、御報告をいたします。 

 まず、増員の部分ですけれども、表の中央部、増減内訳のうち、増となっている列を御覧

いただければと思います。 

 昨今の行政需要の高まりに伴いまして、先ほど説明のありました組織改正に係る部分も含

めまして、26の項目について、合計117名の増としております。そのうち主なものといたし

ましては、児童相談所開設に当たっての体制整備として、75名としております。 

 また、定年引上げ対応と書かれている箇所が、２ページ目も含めまして６か所ございます。

こちらは、令和５年度から段階的に定年年齢が引き上げられることに伴いまして、この移行

期間が終了する令和13年度までの時限的な対応といたしまして、合計50名の増としているも
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のでございます。 

 ２ページ目の表の一番下、合計欄に記載のとおり、全体で167名の増としております。 

 続いて、一番右の列、減のところですけれども、こちらは感染症対策の見直しということ

で、６名の減としております。 

 ２ページ目の表の一番下の合計欄のところですけれども、167名の増と６名の減を合わせ

まして、トータルで161名の増、令和５年度1,959名のところ、令和６年度の定数は2,120名

とするものでございます。 

 御報告は以上です。 

○高山委員長 ありがとうございました。 

 続きまして、議案第59号の提案理由の説明をお願いいたします。 

 竹田総務部長。 

○竹田総務部長 ただいま議題とされました議案第59号、文京区職員定数条例の一部を改正す

る条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 

 議案集データの７ページを御覧ください。 

 本案は、ただいま報告いたしました資料第８号のとおり、令和６年度の職員定数を2,120

人に改めるものでございます。 

 施行期日につきましては、令和６年４月１日でございます。 

 以上、本議案につきまして、よろしく御審議の上、原案のとおり御可決くださいますよう、

お願い申し上げます。 

○高山委員長 ありがとうございます。 

 それでは、御質疑をお願いいたします。 

 質疑のある方、挙手願います。 

 では、上田委員。 

○上田委員 ありがとうございます。 

 児童相談所も造りますので、人が増えるということも分かりましたし、児童相談所準備担

当部長については、今、選考が進んでいるということを特別委員会で確認いたしましたので、

そちらのほうは特別委員会の議論を皆さん踏まえていただければというふうに思いますので、

よろしいかというふうに思います。 

 あと、精神保健担当を増やされるということで、もともと「文の京」総合戦略でも、福祉

部と、それと保健衛生部の組織の見直しというものが課題になっていたかなというふうに思
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います。特に３障害一元化ということで、精神障害のほうの拡充というのは目指されてきた

かなというふうに思うんですけれども、この精神保健担当の拡充ということは、３障害一元

化の福祉と保健の体制整備の中で位置づけられているものなのかということもお聞きしたい

というふうに思います。 

 あと、福祉のところでいうと、障害施設担当と介護保険の高齢者施設担当が拡充されると

いうことで、確かに福祉施設の状況が今、整備も進めなければなりませんし、また、特養の

ことも、これが造るということもあれば、業者選定の問題もあって、いろいろ施設との関わ

り方とか、コミュニケーションとかというものが重視されてくるかなというふうに思います。

もちろん、担当を増やして人を増やすということも大事だというふうに思うんですが、福祉

施設のマネジメントとのやり取りをしっかりマネジメントする人、つまり福祉施設担当課長

をもう一回復活したほうが、より福祉施設とのやり取りがスムーズになるんじゃないかなと

いうふうに思うのですが、その辺はどうして──取りあえずは、この係長級の担当を増やす

ということでよろしいかと思うんですが、将来的には、そういった仕組みのほうが、よりこ

れから福祉施設を増やしたりとか、福祉施設等のやり取りを強化して、福祉的な支援を進め

ていく、施設の支援を進めていくという意味でよろしいんじゃないかなというふうに思うの

ですが、いかがでしょうか。 

○高山委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 まず、１点目にございました精神保健の担当のところでございます。委員か

ら御指摘ありましたように、福祉部との連携、体制整備についてというのは、一定、今後検

討していく必要があるものとは認識してございます。今回、そういったところも踏まえまし

て、まずはしっかりとした体制を行いつつ、福祉部との連携、やり取りというのもこの担当

課長の任務としては考えてございますので、そういった中で、また今後検討を進めていけれ

ばなというふうに考えてございます。 

 また、２つ目にございました、福祉部の施設担当のところでございます。御指摘のとおり、

福祉関連につきましては、施設の様々な取組や課題というのも出てきておりまして、今般は、

御確認もいただきましたけれども、係長の増員という形での対応というのはございます。一

方で、福祉全体におきましても、今、重層的支援の体制の整備も進んでおりますし、福祉部

全体としての組織の在り方というのも考えるフェーズに入っておりますので、そういったと

ころも踏まえまして、今後の課題というふうに考えてございます。 

○高山委員長 上田委員。 
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○上田委員 ありがとうございます。福祉のところは、ある程度確定をさせていただきました。 

 あと、保健師さんの補充も、増員もされるというふうに聞いております。もちろん、保健

所体制を整備して、保健所機能を充実していかなければならないという御認識があってとい

うことはよく分かっておりますけれども、今、重層的支援のところとか、あとは母子保健の

ところも逼迫しているので、保健師さんを拡充していく必要があるというのはよく分かるん

ですけれども、やはり地域包括ケアの政策立案だったりとか、それからよく自治体の職員さ

んの精神疾患の方が増えているというニュースも最近ありましたので、産業保健師というと

ころでも、医療専門職の力が必要じゃないかなというふうに思うのですが、そういった総務

部なども含めた、保健師のローテーションのための増員みたいなものは、今後あったほうが

いいのではないかというふうに思うのですが、いかがでしょうかということ。 

 それから、区民部に今度移って、地域活動センターのところは係長級になっても大丈夫で

すというお話だったんですが、やはりコロナがあって、いろいろなイベントが１回縮小して

しまったのをきっかけに、地域の町会などの組織力が弱まっているというのをお感じになっ

ているかなというふうに思います。そういう意味で、町会長さんたちとしっかりとコミュニ

ケーションを取って、地域活動を支援していくということ、それが必要になるかというふう

に思うのですが、もちろん係長さんは優秀な方でいらっしゃる、所長さんは優秀な方でいら

っしゃるだろうとは思いますけれども、やはり顔なじみの方が課長級の方は多いかというふ

うに思いますので、町会を支援していくという意味で、先ほども大丈夫ですというふうなお

話はありましたけれども、どういった方を所長さんにしていただけるのかということをもう

一度確認したいというふうに思います。ここまでで１回切ります。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 地域活動センターの件ですけれども……。 

○高山委員長 質問は、何か……。 

○畑中職員課長 では、すみません。まず、保健師の……。 

○高山委員長 何でもいいですよ。 

○畑中職員課長 では、保健師のほうからお話しいたしますと、保健師は、今、一定採用を行

っている中で、採用後は保健衛生部のほうでしっかりとした育成方針の下に、ローテーショ

ンを含めて、育成をやっているところなんですけれども、昨今、委員からもお話がありまし

たとおり、保健師さん、医療職が必要な部署というところは、増えてきているのも事実でご

ざいます。医療職が必要な部署については、順次配置をしていくというところで、そういう
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新たな部署も含めたローテーションということは、今後、考えていかなければいけないとい

うふうには捉えているところでございます。 

 それから、地域活動センターの所長に関してですけれども、今まで再任用の管理職の方を

配置しているケースが多くあったんですけれども、今後、役職定年制の導入ということに合

せて、高齢期の、いわゆる今まで再任用に当たる年代の方々の知識・経験を有効に生かす場

として、この地域活動センターの所長というのは考えておりますので、制度上も係長級とい

うことにはなりますけれども、しっかり今までと変わらず知識・経験を持った方を配置する

ことによって、地域の活動の支援ということについては、今までと同様の形で続けていける

ものというふうに考えております。 

○高山委員長 上田委員。 

○上田委員 ありがとうございます。 

 あと、２つぐらい。あとは、以前から課題というふうに持っていらっしゃったと思うんで

すが、アカデミー推進部と文化財保護係の関係、社会教育の部分とアカデミー推進部の統合

の問題などについても、今年の組織改正には入っておりませんけれども、今後の課題として

引き続き検討していただけるのかどうかということを確認したいということ。 

 あとは、教育については、給食給付担当というのが、確かに無償化に関する事務を各学校

からこちらにというのは必要なことというふうに思うのですが、このタイミングで公会計化

についても取り組んでいくのかどうかということを確認したいというふうに思います。 

 また、真砂中央図書館の施設整備担当を置いていただくということで、私が９月の決算委

員会のほうで、もう既に30年以上たっているのは本駒込図書館、水道端図書館、目白台図書

館で、改修が必要ですねというお話をしたところ、ちょうど新規の当初予算に入れていただ

くことができてよかったなというふうに思っております。 

 あと、30年以上というのを、私が古いほうの公共施設等総合管理計画を見てしまっていた

ので、言い忘れましたが、大塚公園みどりの図書室も30年以上になりますので、今後、この

施設整備担当のほうで、そういったところも公共施設等総合管理計画を確認しながら、改修

について御検討いただけるものと考えてよろしいでしょうか、伺います。 

○高山委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 まず、１点目にございました文化財のところにつきましてです。今般、これ

までもいろいろと御指摘をいただいておりまして、今後考える材料としては認識はしてござ

いますので、組織、大きな意味での在り方についての中で、検討を進めてまいりたいという
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ふうに考えてございます。 

 また、今度、教育の給食の対応でございますけれども、まずは直近の課題でございます給

食の無償化の対応ということで、今回配置をしてございますが、そのほか様々な教育にまつ

わる方については、引き続き  の中で検討していきたいというふうに考えてございます。 

 最後にございました図書館のところについてでございますが、御指摘のとおり、公共施設

等総合管理計画も今回新たに策定し直すというところもございまして、そういった建物の年

数等に応じて、今後具体的に計画を立てていくところについては、先ほど申し上げました企

画課のほうでも１名ポストを増員しているところがございますので、そこと連携をしながら、

図書館もそうですし、そのほかの施設もそうなんですが、今後しっかりと計画を持って造っ

ていけるような体制を今回つくってまいりたいというふうに考えてございます。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 今の地域活動センターのお話からすると、実績からいうと、ベテランの課

長さんがやられていたり、また会計年度になられた、退職された後の立場でやられていたり、

あるいは課長さんになりたての方がなっているというような実績なのかなというふうに思い

ますけれども、これまでの方針とか実績は、この認識で合っているか教えてください。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 今までの配置については、御認識のとおりでございます。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 それで、もちろん、先ほど上田委員がおっしゃったような思いというのは、

私も同じなんですが、一方で、係長さんの中で優秀な方がいらっしゃって、地域とのやり取

りですとか、そういったことをしっかりやっていただけそうだという方がいらっしゃるとす

れば、そういう係長級の方ができる仕事なんだから、行っていただいてもいいのかなという

ふうに思います。 

 また、でも、やはり庁外に出ていらっしゃるので、そのサポート体制というのはしっかり

お願いをしたいということは、要望をさせていただきます。 

 まず、全体の話なんですけれども、2,120人になっていったということなんですが、その

男女比の内訳と、それから各部で男女がどのぐらいの比率になっているのか。あわせて、管

理職の男女比も、数が分かれば教えていただきたいですが、傾向などが分かれば、教えてい

ただきたいと思います。 

○高山委員長 畑中職員課長。 
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○畑中職員課長 まず、今後、係長級の職員を配置をということだったんですけれども、係長

級ということでも今回ポストを変更いたしますので、今までは管理職を配置してまいりまし

たけれども、今後は係長級で経験の豊富な方を配置するということも当然、視野には入って

いるというところでございます。 

 それから、現在の職員数でございますが、直近のもので、すみません、令和５年の数字で

申し上げますと、男性が810名、女性が1,295名というのが昨年12月にお示しをした職員白書

上の数字で、人数で見ますと、女性が多少多いというような構成になっております。 

 それから、管理職につきましては、こちらも令和５年４月１日の数字ですけれども、部長

級、課長級を合わせまして、87名中、女性11名という状況でございます。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 各部……。 

○高山委員長 全部やるの。 

○田中（香）委員 分からなければ、傾向を終えてくださいと言いました。 

○高山委員長 傾向って可能でしょうか、御答弁は。 

 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 部別の人数につきましても、詳細はこちらの職員白書のほうに掲載されてい

るところですけれども、傾向といたしましては、やはり福祉部、それから子ども家庭部、そ

ういったところで保育園等もございます関係で、あと教育推進部ですかね、こういったとこ

ろで、女性の割合はかなり高いといった傾向は見てとれるところでございます。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 私の肌感からすれば、そういった福祉職だとか、教育、保育のところに女

性は多いなというふうにも思いますけれども、また一方で、企画政策部ですとかそういった

ところになかなか女性が見当たらないなというふうに思うんですが、そのあたりは、女性が

そういった仕事に向いていないという判断なのか、それとも女性がそういうところに行きた

くないと思っているのか、それとも今、実際にはそういうことをしっかりとバランスよくや

っていくんだよということなのか、そのあたりの方針をお聞かせください。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 女性の配置というところについては、今、おっしゃったとおり、例えば庶務

的な業務を担うケースが多かったりですとか、窓口業務を担うケースが多かったりですとか、

そういった傾向は一定あるかというところは認識しておりますけれども、今は、新規採用し
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た際に、育成ローテーションということで、10年間の間に様々な部署を経験して、その後の

経験に生かしていただくということでやっているところでございます。ですので、企画政策

部、例えば企画課であったり、財政課といったところについても、そのローテーションの中

で、女性も含めて配置をしているということは、現在も取り組んでいるところでございます。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 なるほど、今は種まきをしてくださっているということで、なかなかまだ

実際に管理職になっていらっしゃる方は少ないけれども、そういうふうにやっていただいて

いるということなので、今後、もう少し時間はかかるけれども、女性の管理職がそういった

部署にも生まれるのかなというふうに思って、期待をしていきたいというふうに思います。

今後も推移を伺っていきたいというふうに思います。 

 あともう一点、大阪の四條畷市さんなどがやっていますけれども、職員のエンゲージメン

トという、組織に対する職員の共感度合いを定量化して、組織改善をやっているということ

なんですね。総合戦略のパブリックコメントの中にも、やはり官民のお給料の差があります

ので、公務員になるにはアドンバンテージがあまりないというような指摘がある中で、いい

人材をしっかり取り込んでいただきたいというふうに思いますし、また、離職者も減らして

いただきたいと。いい人材の方にはとどまっていただきたいというふうに思うわけなんです

けれども、そういった職員のよい職場づくりというようなことの取組についてなどは、どう

なっているでしょうか。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 今、お話がありました、職員のエンゲージメント向上ということにつきまし

ては、こちら来年度予算のお話にもなってきますけれども、私どもといたしましては、この

エンゲージメント向上の取組ということで、来年度研修を新たに実施したいというふうに思

っているところです。今、想定しておりますのは、まずマネージャーに当たります管理職が、

このエンゲージメント向上ということの意識を持っていただくことが必要であろうという考

えの下、管理職を対象に研修をやっていくという想定でございます。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 ありがとうございます。早速、６年度から研究、まだ管理職からやってい

ただけるということであります。そういった見える化をしていただいて、働き方改革だとか、

それから仕事の職場の雰囲気とか、今までは感覚的なところが多かったようなところも、そ

ういったものを活用して、労働時間の管理、業務の効率化、会議、休暇、コミュニケーショ
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ンと、そういったところに取り組んでいるところは、非常にその六角形が大きくなっている

というような実績もあるので、ぜひそれは頑張ってやっていただきたいというふうに思いま

す。 

 あとは、態度表明でお示しいたします。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 今回の組織改正の考え方なんですけれども、これは区の最上位計画である総合戦

略の実現、主要課題等の実現に向けての組織改正というふうな理解でよろしいでしょうか。 

○高山委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 区の総合戦略につきましては、区の様々な課題を網羅的に示しているといっ

たようなところがございますので、そういった各課題を解決するための様々な取組の一つと

して組織の在り方というのも、各部各課と連携しながら調整をしてまいったという形で、今

回の組織改正もつくられているものというふうに考えてございます。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 その中でちょっと疑問なんですけれども、そもそもの最上位計画というのが、総

合戦略がどこで議会のチェックを受けるのかと。主要課題としての様々な、今、おっしゃっ

たようなそれを実現するためにあるはずなのに、今回、総合戦略もやりますけれども、その

個別な課題をどこが質疑ができるのか。その保障が本当に──委員長、副委員長をはじめ、

いろいろと交渉はしていただいていますけれども、今までの実態からすると、そうした総合

戦略に関して主要課題を議会がしっかりと質疑をしたという、主要課題のね、中身も含めて

やったという実績がなかなか見えてこないんですけれども、そのあたり、どこで議会のチェ

ックというか、様々な質疑を受けて御答弁いただく中でやれるのかということ、まずちょっ

と教えていただければと思います。 

○高山委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 まず、総合戦略の策定全体につきましては、総務区民委員会の中で御質疑等

をいただきながら、作成をしてきた経緯がございまして、本日も同様な形で案をお示しさせ

ていただく予定となってございます。 

 また、御指摘がありましたような、主要課題のそれぞれのところにつきましても、今般、

総合戦略は今回改定という形で策定を進めておりますけれども、そういった過程については、

様々な形で公開をさせていただいて、素案や案のところも皆さんに御覧いただいているよう

な状況はございます。 
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 議会の中では、それぞれの委員会の中でも、今回お出しをしております素案や案に基づい

て、個別に各委員会の中で審議されているような部分もございますので、そういった区政全

般の中での主要課題は、様々な委員会、もしくは委員会以外のところでも個別のやり取りの

中で、総合戦略もひもづけた形で御議論されているというふうに認識してございます。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 とてもベースになるところですので、これから後に総合戦略も報告していただく

中で、質疑も、主要課題についても踏み込んで御答弁いただけるように、まずはお願いをし

たいと思っております。 

 それから次に、先ほど役職定年の話が出ていましたけれども、役職定年についての定義と

いうか、例えばどういう方だと今の役職のまま残られるのかとか、そういうこともあり得る

わけですよね。そこのところに関して、どういうふうに庁内の中では御説明されているのか。

きちっとした定義を設けられたのかどうかということをお伺いしたいと思います。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 役職定年制につきましては、原則60歳を迎えた管理職については降任をする

というのが大原則、大前提になっております。例外といたしまして、職場の事情によりまし

て、引き続き管理職を担っていただくケースもあるということは説明の中ではしております

けれども、原則としては降任するというところで御説明をしているところでございます。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 その職場の事情というのは、どういうふうな具体性を持って御説明なさっている

んでしょうか。例として挙げていただけるとありがたいんですけれども、職場の事情なのか、

役職定年を迎えられる方を評価している区長の評価で残るのかということを考えられる方も

あるかもしれないので、そこの事情というのが明確になっていないと、非常に落ち着かない

というか、合理性がないところで人事をされるというのは、やはりモチベーションを下げて

いくところだと思いますので、改めてその辺具体的に教えていただければと。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 職場の事情ということで、具体的にどのポストということを申し上げること

はできないところですけれども、現状、管理職になる方が不足しているという状況もありま

すので、例えばそういう状況ですとか、あとは職場が抱えている事業的なところで、継続し

た配置が必要であるとか、そういった事情で継続するということは想定をされているところ

でございます。決して、その恣意的な人事ということが行われるという前提ではございませ
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ん。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 確かに恣意的だったら大きな問題になるわけですけれども、でも今の御説明を受

けると、私がもし当事者であったら、なかなか納得感はないなと、個人的には思うところで

す。そうした中で、今、庁内で、今の御説明を職員の方々は納得していると思われているの

か、それともまだまだ納得していなくて、もっと丁寧な説明が必要だと思われているのか、

どちらでしょうか。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 昨年度、制度が始まりますということで、全庁に向けて一旦御説明をいたし

ました。その後、役職定年ということにある程度特化をいたしまして、今年度、改めて管理

職を対象に説明をしたというところで、去年の時点では説明に不足があった部分があったの

かというふうには認識しておりますけれども、その点を踏まえまして、今年度、改めて御説

明をしたというところでございます。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 でも、今のお話だと、前回のときは説明に不足があったかもしれないと。今回は

大丈夫だろうというふうな自己評価なのかなというふうに思うので、説明をされたことに当

事者の方々がきちっと納得感を得られているかどうかという評価をやはり受ける必要がある

と思いますので、そこはぜひ改めてお願いをしたいと思います。それぞれ職員の方々が、今、

この議会に対して御説明いただいたもので、皆さんが納得感を持っているのかどうかという

評価を得て、その上で不足の部分に関すれば、足していっていただけるよう改めてお願いを

したいんですが、そこも御答弁いただきたいと思います。 

 続けて質問しておきますが、９月の質問で、子育てと仕事の両立は18歳まで、文京区はや

ってくださると。きちっと責任を持ってやるというふうに区長から御答弁をいただいている

ところなんですけれども、障害のある子が中学生になった途端に、子育てと仕事の両立が図

られなくなってしまう。その現実はもうずっと言っているわけですよね。でも、この組織改

正の中で、どこが障害のある子の子育てと仕事の両立をきちっと責任を持ってやってくださ

るのかというのが見えてこないんですね。この４月に向けても、子育てと仕事の両立で悩ん

でいらっしゃる。もしかしたら辞めなくちゃいけないんじゃないかと。大きな問題だと思う

んですよね。でも、そうしたものが、この組織の中のどこに隠れているのか、教えていただ

きたいと思います。 
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○高山委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 ２つ目に御質問いただきましたところになりますけれども、昨年来お話をさ

せていただいております、そういった課題については、まずは障害福祉のところでしっかり

と取り組むというような状況でございます。今回の組織改正につきましては、組織上変更が

あったところについての御報告となってございますが、今、御提示いただいた課題につきま

しては、組織の改正ということではなく、現在の組織の中で対応していくものとして、今回

の資料上にはちょっと表れていないものかなというふうに考えてございます。 

○高山委員長 竹田総務部長。 

○竹田総務部長 最初の質問という形になるかと。役職定年制のことについて、今、るる議論

がありましたけれども、基本的には人事というものについては、首長の専権事項でございま

して、委員のおっしゃるように、納得性というのも一定大事な部分があろうかとは思います

けれども、全て当事者である職員の100％理解が得られなければ、その人事が成立しないと

いったものではないとは思っております。一応、人事というものについては、適材適所とい

う考え方に基づいて対応していくものでございますから、今回の役職定年に関しましても、

当然、いわゆるポストの需給バランスの関係もありますし、職員の適性に合せた適材適所と

いう考え方に基づいて、適切に対応していくものと認識しております。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 まず、役職定年のほうですけれども、首長の専権事項だと、含めてということで

すけれども、公務員の離職率も高くなったりとか成り手不足の中であったときに、やはり具

体的に納得感があるということは非常に大事だと思っているんですね。その専権事項という

言葉でまるっとされてしまうと、物事が言いにくくなっちゃう方々もいらっしゃると思いま

す。 

 そうした中であれば、やはりきちっとどういうふうな評定をしながら、役職定年というこ

ともしていくのか、決めていくのかということはとても重要なことだと思います。また、説

明責任というのは、人事の中では尽くしていかなくちゃいけないわけですよね。評価に対し

て、そこに納得感がないときには、申立てができる制度があったと思います。そこに不利益

もなかったかと思いますので、そこをしっかりと含めて考えていったときに、まずはそうし

たことにならないように言葉を尽くしていく、具体的な事例の下でイメージが湧くようにし

ていくということは非常に重要なことだと思いますので、そこは改めて説明が不足がなかっ

たかどうかということを当事者の皆様方、職員の方々に聞いていただいて、考えていってい
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ただきたいと思います。 

○高山委員長 竹田総務部長。 

○竹田総務部長 実際に不足があったかどうかという形で、個別に聞くことは考えておりませ

んが、実際に説明会を行った後に疑義があれば、そのときも管理職の方から御確認という形

でのお問合せ等をいただいておりますので、その辺についてはしっかりできているものと認

識しております。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 疑義がないんじゃないかと思いたい気持ちは分かりますが、本当にそれが自分の

思い込みではないということをなお確かめていただきながら、人事というものに対しては進

めていただくということを重ねてお願い申し上げたいと思います。 

 次に、先ほどの障害の子育てと仕事の両立です、中学生の。今回の組織改正はということ

だったと思うんですけれども、まず区長のほうからも18歳までしっかりやりますよと。それ

から、小６までやれていたものが中１になった途端に成り立たなくなってしまうということ

に関しては、きちっとフォローしていっていただくという中で、結果が出ていないんですよ

ね。何の結果も出ていない。だから、結果が出ていないということは何かといったら、組織

の問題があって、組織的にそこの中では対応ができないから、そうしたことが結果を出せず

にいるというふうに一般的には考えると思うんですね。ですから、そうした場合には、本来

だったらきちっとそうした18歳までの子育てと仕事の両立ということを、担当を決めるなり

してやっていく必要性があると思うんですが、そこをもう一度だけ御答弁いただきたいと。 

○高山委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 様々な課題の解決のやり方の中の一つとしまして、御指摘いただいたように、

組織を改めるという部分はあるというのは認識はしてございますが、一方で、現行の組織の

中で、またしっかりと対応していくというような部分も必要かというふうに考えてございま

すので、その課題の解決の在り方については、様々な手法を踏まえて検討はしてまいります

が、今回のことにつきましては、こういった状況で、来年度の組織改正の中では、今回の御

提示した内容で進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 職員定数ということで、2,120人にするということなんですが、一つは、保

健所の体制のところで、感染症対策体制の見直しということで、マイナス６ということで、

組織改正のほうで見ると、感染症担当というのは７人から２人というふうに主査のところが
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なっているかと思うんですね。 

 それで、コロナ禍を経て、先ほどの質疑の中でも、医療職の必要性が改めて自治体の中で

も浮き彫りになっているということで、計画的に育成というようなことが答弁がありました

けれども、このマイナス６のところ、それから７から２のところという、できる新年度のこ

の感染症の体制というのは、いわゆるコロナ前と比べてどうなのかと。コロナ前に戻っちゃ

ったのか、それともそこからは少しはプラスになっているのかどうか、そこをちょっと確認

したいというのが１点であります。 

 それから、重層的支援の関係で、福祉政策課が２プラス、それから障害福祉課が２プラス

と、こういうふうになっています。重層的支援の体制づくりというのは、これは何年かがか

りでやっていきますということで、この間報告されているというふうに思うんですけれども、

重層的ということから考えると、福祉政策と障害のところだけじゃなくて、当然児童とか生

活福祉とか保健所とか、そういうところもからめとってというんですか、つなげてというん

ですかね、重層的支援というイメージで僕らは考えるんだけれども、これは引き続き、今言

ったほかの、今回は福祉政策と障害が２プラスなっていますけれども、ほかの関係の福祉ま

たは保健衛生関係のところで、何年かがかりで増やしていくという、そういう見通しになっ

ているのかどうか確かめたいというのが２点目。 

 それから、児童相談所のところで、定数上は75プラスというふうになっております。児童

相談所の運営計画でしたかね、そこで出ている数字というのは、令和６年度のところで正規

86人、会計年度20人と、こういう体制になっているわけだけれども、定数と実人員とかそれ

はいろいろちょっと違いもあるのかもしれないけれども、児童相談所づくりの計画上、令和

６年の正規86、ないしは会計年度20ということですけれども、その準備の目標の数字という

のかな、それに追いついている、この75の定数カットですね、追いついているというふうに

評価できるのかどうか、その見方を教えていただきたいのが３つ目。 

 それから、私も、地域活動センターの所長さんのところで、係長級に変更しますというこ

とで関わってなんですが、これまでの御答弁でも、これで地域活動センターの役割は全うで

きると、これは最初の説明でありました。それから、今までと変わらないとか、再任用の方

の経験豊富なところを有効に生かすということであったんだけれども、地域活動センターと

いうのは、ちょっと正確な年は忘れましたけれども、2000年に入ったところで、出張所を廃

止して、そのとき、サービスコーナー方式というんですかね、あれに変えましたよね。その

中で、やはり地域活動センターの機能強化が必要だということで、今日の形になってきたと
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いうことで、管理職を配置するというのも、その中で区長も判断されて、課長を配置すると

いう流れがあった中で、役職ないしは権限から見れば係長級ということだから、おや、これ

はちょっと後退なのかなという心配もあるわけなんですね。だから、そういう全体の地域活

動センターの体制強化の流れ、役割の発揮ということで、それに逆行するものではないとい

うふうに説明し得るのかどうかというのが４つ目。 

 それから、まとめて言っちゃいますけれども、保健衛生の関係で、ちょっとまたそこ戻り

ますが、先ほど上田委員からも、３障害の一元化に向けた体制づくりということで触れてあ

りましたけれども、この間、私たち、厚生委員会とか本会議でも取上げて、以前はほかの会

派の方も取上げていたけれども、難病手当の支給漏れという現象が事あるたびに起きて、こ

の間の本会議の一般質問では、遡及支給もあったという事実が分かり、私は、遡及支給して

いる人としていない人と実際にそれが生まれているということが明らかになっている下で、

そういう体制というのは、８階と９階との何かやり取りとか、そういうちょっと細かい議論

があったんだけれども、そういう事態が生まれてきたということで、この福祉部ないし保健

衛生部の全体の体制の中で、そういうことが再発防止ということにつながるのかどうか、そ

れを聞いておきたい。 

 そして最後に、最初に言った2,120人の体制ということで、全体の職員の皆さんの働き方、

働きぶりということでいうと、例えば直近の職員白書でも、令和４年度の時間外手当の支給

総額というのは６億590万円ほどになっていて、１人当たりの支給額というのは年間31万

6,000円というふうになっているんです。今、たしか労働基準法だと、年間の上限というの

は360時間という規制になっているはずなんだけれども、今、文京区では、その超勤とか時

間外というのが360時間を超えちゃう人というのは、実際どれぐらいいて、それをどれぐら

いまで抑えようという目標とかを掲げて取り組んできているのかどうか、そういう状況をお

聞かせ願いたいと思います。 

○高山委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 まず、１点目にお話がございました、保健衛生部のコロナの部分についてで

ございます。後半で出てまいりました保健の担当課長のところと併せてお話をしてまいりま

すけれども、今回、お話をさせていただいたコロナの担当者の減のところについては、５類

移行を踏まえての、実際具体的な業務として、接種会場の設置であるとか、そういった個別

の業務の減少が見られるというところをもって、減少させているものでございます。 

 なお、これまで行ってまいりました感染対策については、計画の策定が進んでいるという
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ところもございますし、区としての体制については、強化が進んでいるものと考えてござい

ます。そういったところも併せまして、今回、担当課長や精神保健の係のほうも拡充すると

いうことについては、課全体の組織力の向上というところも踏まえてございますので、そう

いった中で、御指摘ございました３障害、特に福祉部との連携のところについても、そうい

った拡充されたところの中でしっかりと検討し、体制強化に努めていきたいというようなと

ころで今回の組織改正を行ったところでございます。 

 それから、２つ目にございました、福祉部の重層的な支援の体施のところでございます。

こちらについては、福祉部のみならず、重層ということなので、様々な課にわたって課題の

認識や共有というのが必要というふうな御指摘でございます。こちらにつきましても、御指

摘のとおり、福祉部のみならず、関連する課で対応していくような体制を今後整えていくこ

とにはなってございますが、まずはそちらの体制の整備を進めていく中で、具体的にどうい

ったところに何が必要かというのは、今後、議論されるべきものというふうに考えてござい

ますので、今後の組織の在り方の中で見えてくるものではないかなというふうに考えてござ

います。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 まず、保健所のところで、ちょっと企画課長の答弁と重複する部分もあるか

もしれませんが、コロナ前の職員数ということについては、今、ちょっと手元にないんです

けれども、今回、ポストは６つほど減となっておりますけれども、職員自体は、このコロナ

が始まって以降、年々増やしてきておりまして、今回、６ポスト減になりますけれども、職

員自体がコロナ前と比べてどうかというところについては、増強されている状況にあるとい

うことですので、御心配いただかなくて大丈夫というふうに考えているところでございます。 

 それから、児童相談所の部分ですけれども、今回、75ということで定数化しているんです

けれども、こちら、今、委員がおっしゃった児童相談所の計画に基づいて、順次採用を行っ

ておりまして、令和６年度については、新規に採用する方は19名ということになっておりま

す。この19名新規に採用するというところで、計画どおりに採用は進んでおります。という

ところで、御認識いただければというふうに思います。 

 それから、地域活動センターの所長のところですけれども、係長級ということでポスト変

更になりますけれども、これまでも再任用の管理職以外にも、昇任したての管理職ですとか

いうことで配置をしているというケースがございました。今後、係長級という形になった場

合にも、再任用に当たる管理職経験者、あるいは知識・経験の豊富な方々を配置する。また
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あわせて、場合によっては管理職の候補になっているような職員を配置するですとか、そう

いった柔軟な対応をすることによって、地域活動の支援のサービスというところについては、

一定、今の水準をしっかり保っていくということで考えているところでございます。 

 それから、超過勤務のところにつきましては、超過勤務が多い方については、毎月報告を

出すようになっておりまして、例えば80時間に達している方、あるいは100時間に達してし

まった方ということについては、長時間労働者ということで、職員課のほうでも状況をしっ

かり把握して、過重な労働にならないようにということでは注意を払っているというところ

でございます。この取組については、引き続き続けてまいりたいと考えております。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 るる答弁をいただいたんですが、先ほどの、例えば児童相談所のところでい

えば、86に対して新規採用19で、それは86というところには見合っているという、そういう

答弁だったわけですか。だから、そういう確認をしたかったんだけれども。 

 それで、今の地域活動センターの数字の中では、先ほどの答弁では、再任用の方を充てれ

ば経験豊富だよと、だから大丈夫ですよという答弁だったんだけれども、今度の答弁では、

管理職を目指す人がつく場合、それは係長だから、あるということですよね。だから、そう

すると、総じて、先ほどから、私が聞いたのは、地域活動センターの体制強化と役割強化と、

そういう方向と逆行しないですかというふうに聞いているので、そこの評価をきちっとして

いただきたいというふうに思うんですよ。 

 それから、これで最後にするけれども、時間外のやつについては、状況は、そういう抑え

の仕方をしているというのは分かったけれども、例えば板橋区では、超勤が360時間超える

職員を20人以内に抑えることを目標として、実態がどうかというようなことでやっていると

ふうに聞いています。そういう取組を全体でする中で、今、人口も増えて、職員の方の業務

も多くなり、それで庁内のフロアの使い方の見直しなんかもやらなきゃいけないということ

が課題になっているわけなので、そういう超勤の管理というところを、個別の抑えと、全体

の360時間規制なら、そういう点でどれぐらいの実態があるのかというのを掌握するという

取り組み、私、板橋区みたいに必要なんじゃないかと思うんだけれども、そういうのは文京

区でやっていないんですか。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 まず、地域活動センターのほうですけれども、管理職を目指すという、ちょ

っと曖昧な言い方になってしまいましたが、管理職選考に合格をして、管理職になることが
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見込まれている方ということを想定して申し上げたところでございます。当然、地域活動セ

ンターの役割を果たすというところについて、逆行するものではないということは、この場

ではっきり申し上げたいというふうに思います。 

 それから、長時間労働につきましては、360時間というところで、この人数の把握という

ところについては、現状は行っておりませんけれども、毎月の長時間労働というところにつ

いては、しっかり確認をしておりまして、特定の方に過重な労働がかからないということに

ついては、所属長を含めて配慮しているところでございます。 

 今、様々、業務が増大しているという状況もございますので、今回、一定数増員をさせて

いただくところですけれども、職員の増員をすることも含めて、働き方改革ということも一

方では進めながら、超過勤務の削減ということについても意識をして取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

○高山委員長 では、各会派の態度表明をお願いします。 

 日本共産党さん。 

○金子副委員長 議案第59号、文京区職員定数条例の一部を改正する条例について、日本共産

党区議団としては賛成をいたします。 

 今、質疑の中で、るるお伺いしましたけれども、全体としては2,120人の定数ということ

で、住民の皆さんの福祉の増進に足る仕事をやっていくというのは、超勤の問題も含めて、

まだまだ課題は残っているというふうに思いますので、引き続き体制をきちっとつくってい

くということに取り組んでいただきたいということを申し添えておきたいというふうに思い

ます。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党、議案第59号、賛成いたします。 

 公共施設管理のマネジメントだったり、自治体ＤＸや、誰でも通園制度、様々、学校給食

等挙げたら切りはないですけれども、そういった喫緊の課題に対応するための組織改正をし

ていただいたというふうに認識しております。 

 ただ１点、子どもに若者を入れた組織ということは、今回つくっていただけなかったなと

いうことでは残念でありますので、次の組織改正にぜひ期待をしたいということと、そして

今、女性活躍の観点で質問させていただいたんですが、まだまだ文京区にはそういった女性

のポテンシャルがあると私は思っておりますし、先ほど部長がおっしゃったとおり、適材適

所に配置をするというお言葉がありましたので、ぜひ女性をしっかり発掘して、適材適所に
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置いて、そして育て、管理職にしていただいて、多様性に対応できる区政運営をしていきた

いということをお願い申し上げまして、公明党、賛成いたします。 

○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 先ほど質疑の中でもお話しさせていただいたように、今後の組織改正とか体制整

備については課題があるものの、必要な人員確保のための条例の改正ということを理解いた

しますので、議案第59号、賛成をいたします。 

○高山委員長 自由民主党さん。 

○松平委員 今、様々議論もございましたが、今、区が抱えている喫緊の重要な課題に対して、

しっかりと適切に対応していくための組織の改正であり、今回の職員の定数の変更というふ

うに認識をしております。子育て支援であったり、学校教育、特に児童相談所の定員増に関

して、しっかりとした体制を持って施策を前に進めていただきたいというふうに思いますの

で、自民党、議案第59号、賛成をいたします。 

○高山委員長 審査結果を申し上げます。 

 賛成が８、反対がゼロ、よって原案を可決すべきものと決定いたします。 

 続いて、議案第60号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例です。 

 それでは、提案理由の御説明をお願いいたします。 

 竹田総務部長。 

○竹田総務部長 ただいま議題とされました議案第60号、職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例について、提案理由の御説明を申し上げます。 

 議案集データは９ページとなりますが、委員会資料第２号を御覧ください。 

 本案は、社会情勢等の変化並びに東京都及び他の特別区との均衡の観点を踏まえ、児童相

談所開設に向けた人材確保及び児童相談に応ずる職員の処遇改善を図り、特殊勤務手当にお

ける福祉事務所現業手当及び児童相談所業務手当を改定するため、提案するものでございま

す。 

 まず、福祉事務所現業手当について、児童福祉法に基づき、相談・指導等の業務を行うた

め、家庭を訪問する子ども家庭部子ども家庭支援センターの職員に、福祉事務所の職員と同

等の手当を措置するため、支給される職員の範囲に係る規定を整備し、手当の名称を「福祉

業務手当」に変更いたします。 

 次に、児童相談所業務手当について、区児童相談所開設前に受託する一時保護業務に従事

する職員についても、児童相談所に勤務する職員と同等の手当を措置するため、支給される
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職員の範囲に係る規定を整備いたします。 

 また、一時保護業務を除く児童相談所の業務として、家庭訪問、指導、相談等の業務に従

事した場合の手当の額を、490円から950円に引き上げるものでございます。 

 施行期日は、令和６年４月１日でございます。 

 以上の議案第60号につきまして、よろしく御審議の上、原案どおり御可決くださいますよ

う、お願い申し上げます。 

○高山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、御質疑をお願いいたします。 

 田中としかね委員。 

○田中（としかね）委員 ちょっと確認をしたいんですけれども、資料第２号の(1)のところ

ですかね、この支給される職員の範囲に係る規定の整備ということですけれども、子ども家

庭部の子ども家庭支援センターの職員についても支給されるようにするために、改定すると

いう理解で、取りあえずはよろしいんでしょうかね。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 御認識のとおりでございます。 

○高山委員長 田中としかね委員。 

○田中（としかね）委員 で、その下にあります(2)のほうね、児童相談所が開設する前に受

託する一時保護業務に従事する職員というのは、いわゆるどこかの部署に属していないのに、

それも当てはめるというのがちょっと難しいので、どこどこ事務所に属している職員とか児

童相談所の職員というのを取っ払って、当てはまらない名前のところの職員であっても、当

てはめなきゃいけないという、これ暫定的な処置なのか。この開設前に受託する一時保護業

務に従事する職員というのは、どこに所属しているの。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 最初の福祉事務所の現業手当、それから児童相談所業務手当、いずれもそう

なんですけれども、支給対象として、福祉事務所のほうについては、福祉事務所に勤務する

という書き方に現状なっております。そうしますと、子ども家庭支援センターが含まれない

ということになりますので、その福祉事務所という組織に着目するのではなくて、行ってい

る業務に着目した形での改正を今回しているということで、その業務に着目することによっ

て、現在、福祉事務所に含まれていない子ども家庭支援センターについても、同様の手当が

支給できるという形にしたものでございます。 



令和６年２月２９日 総務区民委員会（速報版） 

 

－３１－ 

 児童相談所につきましても同様でして、現状、児童相談所に勤務するという書きぶりにな

っておりますので、文京区には、現状まだ児童相談所が正式には設置されておりませんので、

ただ、６年度以降はいよいよ本格的に引継ぎが始まっていくというところで、実態としては、

そういった一時保護業務についても携わることになるんですけれども、児童相談所が設置さ

れていないということですと、この現状の条例の書きぶりでは支給ができなくなってしまう

ということがございますので、この業務をする職員というのは、今度、児童相談所の開設準

備室に配属される職員ということを想定しておりまして、そういった職員についても支給が

できるような形での改正を今回お願いしているところというところでございます。 

○高山委員長 田中としかね委員。 

○田中（としかね）委員 考え方として、では児童相談所が設置されましたといった場合には、

そこの児童相談所に勤務する職員というふうにして、また改定するのか。いや、もうそれは

いいですよなのか、ちょっとだけ聞かせてください。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 今回の改正をすることによりまして、児童相談所が設置された後も再度改正

するという必要はなく、この条文で読み取れるというものでございます。 

○高山委員長 田中としかね委員。 

○田中（としかね）委員 そうすると、もっと深掘りして考えると、職員の範囲ということの

本質ね、そこに業務手当が支給される職員の範囲ということに関して、その本意というのを、

勤務形態にかかわらず、どこに所属しているかということではなくて、業務に従事した職員

にすべからくという意味で理解していいの。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 条例の下に規則がございますけれども、その規則のほうで、この業務に当た

ると想定される部署について、書き込みはされているというところでございまして、その書

き込みのところにも子ども家庭支援センターを加えることによって、支給が可能になるとい

うところでございます。 

○高山委員長 田中としかね委員。 

○田中（としかね）委員 一瞬期待したのは、何かスペシャリストみたいなのが、部署を横断

的に、この業務はこの人ができるみたいなのがあったら、関係なしに当たられるという、画

期的な業務形態に関する条例改正なのかなと思ったんですけれども、そういうわけではない

のね。分かりました。 
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 あと、もうちょっと聞きたいのは、950円という手当の額についてですけれども、これ説

明として、社会情勢の変化並びに東京都及び他の特別区との均衡の観点ってあるんですけれ

ども、この意味がいま一つピンと来ないというか、刺さらないんですね。これはどういう意

味、均衡の観点というのは。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 令和４年４月から、東京都が490円から950円に引上げを行ったというところ

で、それに倣いまして、児童相談所を設置していく区が順次引上げを行ってきたという経緯

がございます。文京区におきましても、令和７年度の開設に向けて今、準備をしているとこ

ろですけれども、６年度も、一定、引継ぎ等実質的な児童相談所業務が始まっていくという

中で、このタイミングで、文京区も引上げを行っていくという考えでございます。 

○高山委員長 田中としかね委員。 

○田中（としかね）委員 これは東京都が改定したからそれにそろえましょうというのであっ

たら、文京区もそれに倣えという姿勢は分かったんですけれども、他区の状況とかというの

も分かりますか。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 現状、14区が950円に引上げを行っているというところで、児童相談所を開

設している区については、おおむね950円になっているんですけれども、一部、児童相談所

開設をしておりますが、950円に引上げをしていないという自治体も一部はございます。文

京区としては、950円に今回引上げをしたいというところでの御提案でございます。 

○高山委員長 田中としかね委員。 

○田中（としかね）委員 あえて言いますけれども、職員の待遇改善という観点としては、そ

れはいいんですよ。そろえましょうというのはよく分かるんですけれども、でも、ここに書

いてあるように、人材確保というふうにしているのもうたっているじゃないですか。だとす

るならば、あえて均衡を破るような、ちょっと955円とかね、そういう発想とかというのは

ないの。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 今回は950円というところでやらせていただきたいと思っておりますけれど

も、今後さらなる処遇改善が必要かどうかというところについては、他区の状況を踏まえて、

考えていきたいというふうに考えております。 

○高山委員長 田中としかね委員。 
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○田中（としかね）委員 これでいいですけれども、考えてほしいんですよね、せっかく人材

確保ということを文言に入れてやるんだったら、横並びで均等にしましたから大丈夫ですよ

ということでは、積極的な人材確保という観点からはちょっとずれるなと思うので、文京区

としてやるというふうに言うんだったら、ぜひ文京区でやってくださいとかというようなこ

とにつながるようなふうに考えていただければと思います。 

 以上です。 

○高山委員長 続きまして、では海津委員。 

○海津委員 私のほうからは、まず第１点として、この職員というのは、会計年度制の職員は

含まれるのか、違うのか、教えてください。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 この条例自体は、正規職員を対象としているものなんですけれども、会計年

度任用職員の方についても支給はされております。ただ、会計年度任用職員の給与の条例の

ほうに、こういった特殊勤務に当たった場合については、この職員の手当を準用して支給す

るというような規定がされておりますので、その規定に基づいて支給をしております。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 それはよかったです。ちなみに、ここのところが福祉業務手当になっているんで

すけれども、例えばスクールソーシャルワーカーとか学校に配置されている人なんかでも、

やはり相談を受け、それから指導したり、家庭訪問される場合があるんですけれども、そう

した方たちに対しては、これは含まれてこないのか。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 現在は含まれておりません。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 これから児童相談所、子ども家庭支援センターもそうですけれども、やっていく

に当たって、チームだと思うんですよね。チームで様々相談に対応していく中では、やはり

そこに格差をつけないということはすごく重要だと思うんです。なので、こういう制度設定、

条例を改正していっていただくときに、取りこぼすところがないかなという意識は今後ぜひ

持っていっていただきたいし、早急にスクールソーシャルワーカーも含めてやっていってい

ただきたいなと思います。 

 それと同じように、児童相談所、これから本格的に稼働していく、そして子ども家庭支援

センターもますます活躍いただかなくちゃいけないと思うんですが、そうした中で、地域の
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中で活躍していただいているのが民生・児童委員だと思うんです。そこのところって、地域

の方々の相談を吸い上げ、またつなげたりとか、様々していっていただいていると思うんで

すね。あと、社会福祉協議会の地域コーディネーターとかいらっしゃると思うんですけれど

も、そうしたところも格差が出れば出るほど、チームワークが崩れるということもあります

ので、そうしたことにも目配せというか、きちっと考えていっていただく必要はあると思う

んですけれども、その辺りの見解をお伺いいたします。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 スクールソーシャルワーカーにつきましては、現状、文京区でも支給がない

というところで、ほかの区でも、現状支給をしているというような状況はお聞きはしていな

いところですけれども、今回、子ども家庭支援センターを対象に加えたように、所属の方で

支給の必要があるというようなことであれば、それはしっかり協議をした上で、必要なもの

はつけるということは引き続き続けてまいりたいと思っております。 

 それから、民生委員、児童委員の方々というところについては、区の職員とはちょっと違

った形にはなりますけれども、ボランティア的にやっていただいているというような状況は、

我々も把握はしているところですけれども、そういった方々がしっかり気持ちを保ちつつや

っていただけるような配慮というのは、必要かなというふうには思っているところでござい

ます。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 民生・児童委員の方々に文京区がお願いしていることの多さは、悲鳴が上がって

いるほどだと思います。そうしたところに、善意だけではなく、きちっと文京区としても応

えていくということは大事なことだと思いますので、さらに検討いただきたいと思います。 

 それと、今回のことが入ってくる中で、教育センター自らが手を挙げていなかったという

のは、ちょっと残念だなというふうに思います。 

 それと最後に、職員なんですけれども、この福祉業務手当はいいことだと思います、つけ

ていっていただくのは。ただ、文京区の場合、対人援助を担う専門職ですよね、相談の専門

職がなかなか、職員というより、会計年度制に頼っているところも大きいと思うんですね。

そこは文京区として、だけではないと思いますが、異動等を繰り返して、ゼネラリストとし

て養成していこうという公務員の在り方があると思うんですが、でも、やはりこれから児童

相談所を造ったり、子ども家庭支援センター、様々やっていく中だとすると、対人援助を担

う専門職ですね、そこを移動しない専門職のエキスパートは正規ですね、会計年度制に頼る
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ことなく、文京区自らがきちっとつくり上げていくということも重要だと思うんですね。こ

ういう制度を条例改正していくとともに、重要だと思うんですが、そのあたりの見解を聞か

せていただきたいと思います。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 今、会計年度任用職員という立場の専門職の方、活躍している場面が多くご

ざいますけれども、それを今、おっしゃったとおり、正規職員で担っていくべきものなのか

どうかということについては、今までもそうですけれども、所管課のほうと引き続き協議を

しながら必要なものについては正規職員を配置するというところは、今までと変わらず、今

後もやってまいりたいと考えております。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 ごめんなさい、私の質問が悪かった。正規職員は当然配置されているのは分かる

んです。そこがゼネラリストとしてではなくて、相談のエキスパートですよね、そうした職

員をきちっと配置させていく。だから、そこで得た知見に関しては、そこの中でまたさらに

育んでいくという、異動させないというような、異動させるにしても、相談窓口、相談支援、

対人関係の援助を担う専門職をやはり公務員自らが担っていくということも大切だと思うん

ですよね。 

 じゃないと、非正規の方たちがやっても、本当にエキスパートでいらっしゃる方と、そこ

に新しく来られた正規職員、エキスパートまではまだまだいかない、だけど給与体系を見た

ら、正規職員のほうが高いわけですよね。本当は非正規の方からも教えられることだってあ

るじゃないですか、そうした中だと。そうすると、やはりチームとしてやっていくときに、

いかがなものかと。 

 もちろん、非正規の方々のそのエキスパート性に正規職員同等の給与をちゃんと担保して

いただくということを考えることだってあるかと思いますけれども、でも、今どう考えても、

そうではない。 

 そうしたあたりをもう一度整理する必要性というのはあるなと思うんですね。相談窓口に

押し寄せる方というのは、これからだって   抱える方、多いと思いますし、そこを支え

ていくのが、何より自治体としての責務でもあると思いますので、そういうふうな職員の育

成の仕方というのも検討する必要があると思うんですが、もう一度だけ御答弁いただきたい

と思います。 

○高山委員長 畑中職員課長。 
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○畑中職員課長 先ほどはすみません、会計年度任用職員を正規に置き替えることも考えてと

いうようなお話をさせていただいたんですけれども、採用した職員の育成というところにつ

いては、現在も制度としてはエキスパート職というものも設けておりますけれども、どうい

う部署でそういったエキスパート職というものを設けるのが妥当かということについては、

今後引き続き考えていきたいと考えております。 

○高山委員長 石沢委員。 

○石沢委員 ちょっと中身を少し確認したいので、質問させていただきます。 

○高山委員長 事実の確認だったらやっておいてくださいね。さっきから結構、事実の確認を

やっている方が何人かいらっしゃるので、別に石沢委員のことを言っているわけじゃないで

す。 

○石沢委員 まず、相談・指導等の業務を行うための子ども家庭支援センターの職員について、

今回、福祉業務手当を支給するということですけれども、今回、こういう手当を支給するに

至った、業務の変化というのがあると思うんですよね。その辺をまず御説明いただきたいの

と、あとそれから、この手当は、下に950円に引き上げると書いてありますけれども、この

金額と同じ金額なのかということをまず１点お伺いしたいと思います。 

 それからもう一つは、児童相談所開設前に受託する一時保護業務に従事する職員というこ

とで、先ほど他の委員の質疑もありましたけれども、児童相談所は７年度に開設すると思う

んですよね。それで、７年度開設だけれども、来年から本格業務が始まるという話をされて

いたと思うんですけれども、開設は７年からなのに、何で来年からこういう一時保護業務な

んかをできるようになるのかということを確認したい。 

 あともう一つは、この一時保護業務に従事する職員の手当ですね、これについての金額は

幾らになるのかというのをちょっとお聞きしたいんですけれども。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 子ども家庭支援センターについては、これまでも児童福祉法に基づく業務を

行うため、家庭訪問というのをやってきたところなんですけれども、虐待などを含む様々な

事案において、児童相談所と緊密に連携した相談・支援体制を構築していくことは必要だと

いうところで、児童相談所の整備に併せまして、子ども家庭支援センターの職員についても、

この家庭訪問というものについて手当を支給すべきではないかということまで検討したとこ

ろ、追加をするという結論に至ったものでございます。 

 それから、福祉事務所の現業手当につきましては、金額は440円ということになっており
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ます。 

 それから、児童相談所のほうの一時保護の手当については、こちらは1,600円ということ

でございます。 

○高山委員長 石沢委員。 

○石沢委員 さっきちょっと聞いた、何で７年度に開設するのに、区の児童相談所開設、先な

んだけれども、６年の途中からね……。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 失礼いたしました。実際に設置されるのは７年度ということなんですけれど

も、先ほど申し上げましたとおり、６年度に関しては、もう実質的に引継ぎが始まりまして、

業務として一時保護に文京区の職員も携わるという場面が想定をされているというところで

すので、開設は７年度になりますけれども、業務に着目をしたというところで、６年度から

支給できる体制を整えたいという趣旨でございます。 

○高山委員長 では、いいですか、はい。 

 では、各会派の態度表明をお願いします。 

 自由民主党さん。 

○田中（としかね）委員 社会情勢の変化に対応すべく、文京区としての児童相談所の在り方

を考慮し、その体制整備を行うための一部条例改正でございますので、自民党、議案第60号、

賛成であります。 

○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 子ども家庭支援センターなどの業務において問題が複合化し、対応が困難化して

いる中、訪問等の手当を引き上げるというのは、よかったというふうに思いますし、また、

児童相談所の引継ぎを兼ねた一時保護業務がスムーズに実施されることも願っておりますが、

海津委員が指摘したように、重層的支援体制整備の中で、チームで働かれている各ステーク

ホルダー、スクールソーシャルワーカーなど、この手当の対象外の福祉職の方など、手当格

差がチームビルディングに影響が出ることがないよう、拡充していただきたいと要望したい

と思います。 

 以上の意見を付しまして、賛成をいたします。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党、議案第60号、賛成をいたします。 

 この改正が人材確保と処遇改善を図るために、相談、指導、家庭訪問を行う、そういった
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ことに従事する方、そして開設準備に携わった方の手当を、490円から950円に引き上げると

いうところでございます。大変いいことだというふうに思うとともに、田中としかね委員で

はないんですが、そもそも訪問、指導、相談の業務、それにつなげるまでの業務というのが

非常に大変だということを、私も目の当たりにしておりますので、これからも引き続き処遇

改善、待遇格差がないようにしていただきたいということを併せて、公明党、賛成いたしま

す。 

○高山委員長 日本共産党さん。 

○石沢委員 子ども家庭支援センターの職員の業務が非常に複雑化しており、福祉事務所と同

等の仕事をするようになっていることから、福祉業務手当に変更して支給をするということ。

あとそれから、児童相談所業務手当についても、490円から950円に引き上げるということに

ついては、待遇改善につながるものだというふうに考えますので、賛成をいたします。 

 また、児童相談所開設前に受託する一時保護業務に従事する職員についても、今回手当を

支給するということになりますので、日本共産党文京区議団は議案第60号に賛成をいたしま

す。 

○高山委員長 それでは、議案第60号の審査結果を申し上げます。 

 賛成が８、反対がゼロ、よって原案を可決すべきものと決しました。 

 続いて、議案第61号、公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例で

す。 

 それでは、提案理由の御説明をお願いいたします。 

 竹田総務部長。 

○竹田総務部長 ただいま議題とされました議案第61号、公益的法人等への職員の派遣に関す

る条例の一部を改正する条例について、提案理由の御説明を申し上げます。 

 議案集データの11ページを御覧ください。 

 本案は、公益的法人等へ職員を派遣することができる団体に、一般財団法人道路管理セン

ターを追加するものでございます。 

 施行期日は、令和６年度４月１日でございます。 

 よろしく御審議の上、原案どおり御可決くださいますよう、お願い申し上げます。 

○高山委員長 では、いいですかね。やりますか。 

 

○高山委員長 あるんですか。では、山田委員。 
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○山田委員 すみません。今回のこの議案でお示しいただいている一般財団法人道路センター、

これ東京支部というふうに聞きました。そこへの派遣ということで、この条例を変えるわけ

ですけれども、土木職の方が１名、２年間の派遣でと。この財団さんは道路管理システムの

開発や運用をしていて、国土交通省、そして東京都、また23区特別区から、持ち回りで職員

が行かれて、道路のインフラを行う各機構からのメンバーさんも構成されているんですけれ

ども、まずお聞きしたいのが、大変、今回のこの道路管理センターでの派遣というのが、こ

れ区にとってもとてもいいことだななんて思っておりました。今回、令和６年から持ち回り

で、今回文京区に当たったということなんですが、ざっくり計算すると、23区で持ち回った

中で、15番目ぐらいになるのかなと思うんですけれども、この順番というんですかね、これ

はどういうふうに決まるんでしょうか。そこがお聞きしたいところ。 

 あともう一つ、こういったところへの派遣は、ほかに、公益的な法人としては、文京区に

おいては、社会福祉協議会さんや文京アカデミーになりますが、先ほども職員の定数のとこ

ろで処遇改善の話も出ましたが、職員の研修の場というんでしょうかね、職員の意識やモチ

ベーションを上げていくためには、職員にやはり学んでいただくという観点も大変必要なこ

とだというふうに思っているんですが、例えば民間などへの派遣だったり出向というのがこ

れまで文京区はあったのか、ないのであれば、その可能性はあるのか。この２点、お聞かせ

ください。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 今回、特別区としての派遣の順番としては、14番目に当たります。通常、特

別区で持ち回りで派遣をするような場合には、ブロックごとに１ブロック、２ブロック、３

ブロックという形で順番にやっていくパターンが多いんですけれども、そのときの御事情で

ちょっと今回は難しいということになれば、別のブロックに入れ替わったりということはあ

り得る話なんですけれども、基本的には順番に５ブロック、４ブロックという形で進んでい

るというところで、今回、２ブロックに該当するということで、文京区から派遣をするとい

うところでございます。 

 それから、民間企業への派遣というところについては、なかなか今、そういった機会も少

なくなっておりまして、ＤＸという観点では、ＮＴＴ東日本のほうに今、派遣をさせていた

だいているところですけれども、なかなか今、そういった機会が減っているということもあ

りますので、今回のような機会というのは非常に貴重な機会かというふうには捉えていると

ころでございます。 
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（「分かりました」と言う人あり） 

○高山委員長 では続いて、金子副委員長。 

○金子副委員長 では、その続きで聞きたいのは、一般財団法人道路管理センター、ここでや

っている業務ですね、そこに地方公務員の方を派遣するわけだから、その業務を具体的に教

えていただければ、そこに公益性、もしくは文京区にとっての必要性、そういうものが読み

取れるはずなので、それをお示しいただきたいというふうに思います。それは、23区で持ち

回りでやっているということですから、23区全体にとっての必要性、公益性ということにも

なると思うんですけれども、その辺も含めて、ちょっと具体的にどういう業務が行われ、そ

の必要性、公益性というのがあるというふうに言えるのかということです。 

○高山委員長 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 道路管理センターの事業といたしましては、通信・電力・ガス・上下水道な

どの道路の地下にある道路占用物件の管理業務に際して、道路管理システムを開発・運用し

ている組織というところです。 

 文京区職員が区のほうで道路管理を行うに当たっては、この道路管理システムの利用とい

うのは欠かせない。切っても切れない関係にあるということで、文京区が行っている業務と

の関わりも大変密接であると言うことができるというところで、今回、公益性という部分に

ついても、全く問題がないというふうに認識しております。 

○高山委員長 ということで、皆さんの態度表明に入ります。 

 日本共産党さん。 

○金子副委員長 議案第61号の公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条

例ということで、今、答弁いただいたとおり、この法人への公益性、必要性というのはある

ということで確認いたしましたので、賛成をいたします。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党、議案第61号は、この趣旨、派遣する団体に追加するということで、

賛成いたします。 

○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 議案第61号、公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例で

すけれども、お話がありましたように、この団体自体の業務に携わることに公益性があると

いうこともそうですし、土木職の方が派遣等で交流するような機会が少ない中で、客観的に

文京区の道路行政を見ることができるというのもメリットかなというふうに思います。賛成
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いたします。 

○高山委員長 自由民主党さん。 

○山田委員 自民党、議案第61号、賛成です。 

 ＩＣＴ技術を活用した効率的な、そして最新の道路管理業務を学んでこれるわけですので、

しっかりと文京区政に生かしていただきたいと思います。 

 それで１点、ちょっと申し添えさせていただきたいのは、先ほど14番目ということなんで

すが、この間30年の間で、こういった技術的なことってかなり変わるとは思うんですね。今

の時代になったから、今、出向してＩＣＴの技術が学べていいのかなと思ったりとか、もっ

と前に行っていれば、それはそれでいいのかなというふうにいろいろ、どのタイミングかは

分かりませんが、やはりこういう機会を捉えて、積極的に職員を派遣できるようにしていっ

ていただければというふうに思っております。 

○高山委員長 それでは、議案第61号の審査結果を申し上げます。 

 賛成が８、反対がゼロ、よって原案を可決すべきものと決定いたします。 

 続いて、議案第50号、令和５年度文京区一般会計補正予算に入ります。 

 説明及び質疑については、歳入・歳出を一括して行うことといたします。 

 それでは、提案理由の御説明をお願いいたします。 

 進財政課長。 

○進財政課長 それでは、補正予算について御説明申し上げます。 

 議案第50号は、令和５年度文京区一般改正補正予算で、本年度第７回の補正でございます。 

 ７ページの予算総則を御覧ください。 

 予算総則を読み上げさせていただきます。 

 令和５年度文京区一般会計補正予算。 

 令和５年度文京区の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ39億3,013万7,000円を更正し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,226億2,496万9,000円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができ

る経費は、「第２表繰越明許費」による。 

 第３条、債務負担行為の変更及び追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 
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 第４条、地方債の変更は、「第４表特別区債補正」による。 

 以上でございます。 

 内容につきましては、事項別明細書の42ページ以降に記載のとおりでございますが、歳入

については、特別区税、地方消費税交付金、特別区交付金、都支出金などを追加するととも

に、国庫支出金、繰入金、諸収入などを更正いたしました。 

 歳出につきましては、商店街振興対策事業、障害福祉サービス費、児童の保育委託、子ど

も医療費助成などを追加するほか、読み仮名法制化対応経費、感染症予防医療対策費、感染

症発生時積極的疫学調査、新型コロナウイルスワクチン接種などの更正を行っております。 

 そのほか、実績見込みなどによる経費の追加、または更正を行うとともに、今後の財政需

要に備え、財政調整基金へ積立てを行っております。 

 議案第50号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、原案のとおり御決定賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

○高山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、皆様の御質疑をお願いいたします。 

 質疑ある方、挙手願います。 

 では、松平委員。 

○松平委員 補正でございます。今回は補正額が39億円の減額の補正ということでございます。

実績見込みによる、追加もありますけれども、減額更正、各課から出てきたものを積み上げ

て、結果的に財政調整基金の繰入金に関しても、当初予算は52億円で繰入金を組んでおりま

したけれども、今回で47億円ぐらいの減額ということで、実際は五、六億円ぐらいで繰入れ

になったということで、そういう認識なのかなと思っているんですけれども、いろいろお聞

きしたいことはあるんですけれども、大きく２つ、私はお聞きしたいというふうに思います。

１つは、113ページの戸籍事務、読み仮名法制化対応経費と、137ページの未就学児の定期預

かりモデル事業、この２点をお聞きしたいというふうに思います。 

 まず、113ページの戸籍事務の読み仮名法制化対応経費ですけれども、ここで３億5,600万

円の減額でございます。これ令和５年度の当初予算だと、４億2,000万円計上しておりまし

たけれども、このときは読み仮名法制化、今まで戸籍には読み仮名がなくて、住民基本台帳、

あとはパスポート、ばらばらに読み仮名がついていたものを一本化する。あとは、マイナン

バーともひもづけることによって、行政の方々の利便性も向上させるという目的で行うもの

ではありますけれども、令和５年度予算で４億2,000万円、結構大きい金額が計上されてお
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りましたが、このときはシステムの改修であったり、あと封書の郵送代金であったり、あと

はコールセンターの入力委託等々で、一般会計として計上していたものというふうに思いま

すが、今回３億6,000万円も減額をするということでございます。 

 この戸籍法が去年の６月に改正をされて、実際スタートするのは令和７年の５月頃からと

いうふうに報道レベルで認識しているところではありますけれども、そういった令和７年の

５月からスタートするということで、今回は減額をしたということの認識で合っているのか

どうかということ。 

 あとは、４億2,000万円計上していますけれども、３億6,000万円だけの減額の、ここの金

額の差があることに関する認識はどういったものなのか。 

 あとは、令和６年度のほうの予算、この後、予算委員会で審議をするところではあります

が、そちらには確認すると、計上はされていなかったんですけれども、令和６年度予算に計

上していない理由、そのあたりもちょっとお聞かせいただけますでしょうか。 

○高山委員長 髙橋戸籍住民課長。 

○髙橋戸籍住民課長 今回の読み仮名法制化対応経費の減額補正の中身についてでございます

が、委員がおっしゃいましたとおり、昨年の予算編成の段階では、確かに法改正が成立して

いないという状況でした。その後、法改正を経て、今回スケジュールが示されてきたところ

ではございます。昨年度の段階ですと、読み仮名の通知書の作成であるとか、発送に係る業

務、それに問合せ等のコールセンター業務については、当初委託作業を想定し、関係経費と

して４億1,000万円ほど計上してございました。 

 その後の法務省の説明会がございまして、振り仮名の通知に係る対応については、令和６

年度末ないし令和７年度当初ぐらいに実施するスケジュールの大枠が示されましたので、今

回この予算４億1,000万円分については減額をすることとしたものでございます。 

 結果、３億5,000万円ほどになっている理由なんですけれども、ただ一方で、戸籍の附票

であるとか住民票等への読み仮名の記載事項の追加の改正もされておりますので、ここにつ

きまして、システム改修はやっていかなければならないということで、今回の補正予算の中

で、減額すると同時に、今回のシステム経費として6,600万円ほど追加で計上していると。 

 今回、今年度の予算に計上しておかないと、これがまた国の補助金の交付対象とならない

ということですので、実質繰越明許という形になりますが、計上させていただいております。 

 来年度の令和６年度の予算の中で、このコールセンター等の業務を４個ほど計上していな

いというところの理由なんですけれども、こちらにつきましては、スケジュールの大枠につ
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いては、日程は示されたんですが、実質やる中身については、国のほうからまだなかなか仕

様が出てきていないという状況ですので、実施するスケジュールは見えているものの、もう

少し内容が固まってから、しっかり精査をして、ここについての補助金の内容についてもま

だ決まってございませんので、そういったところが明らかになってから対応してまいりたい

というふうに考えてございます。 

○高山委員長 松平委員。 

○松平委員 はい、分かりました。ありがとうございます。令和５年度の時点では、まだなか

なか状況が見えない中で、一般会計で区の予算で計上していたところではありますけれども、

少しずつ状況も見えてきて、システムに関しては、国の補助金が出ることが分かったという

ことでございますが、まだそれ以外の係る経費に関しては、状況が見えていないので、令和

６年度の当初予算から外したということで、理解をいたしました。 

 国の法改正によってやる話ではありますけれども、やっぱり４億円を超えてくる金額、非

常に大きいので、ちょうど１年前の予算委員会のときでも申し上げましたが、本来であれば

しっかりとした国の補助が欲しいというところではありますが、少しずつ見えてきたという

状況を理解いたしました。 

 あとは、ちょうど１年前の予算委員会のときまだ全然状況が見えていないので分からない、

何も国から定められていないというところではあったんですけれども、１年たって少し変わ

ってきた部分というか、今のところ想定しているのが、本籍地が文京区にある方が28万人ぐ

らいいると。実際、文京区に住んでいる人はその中の３割ぐらいしかいなくて、ほとんどの

７割が区外の方、その方に対しても、本籍地である文京区から郵送で送るということを想定

して、令和５年度予算を組んでいたと思いますが、そこから国の方針というのは少し見えて

きたのか。あとは、海外に住んでいる方へはどうやって送付をしたらいいかという課題であ

ったり、あとは新しく生まれてきた子どもに関して、読み仮名は文京区のほうで審査してく

ださいというふうに国から言われていますけれども、その辺のガイドライン、去年の時点で

は、まだ何も示されていませんということではあったんですが、少し何か国の方向性等が見

えてきているものがあれば、この場でお示しいただけますでしょうか。 

○高山委員長 髙橋戸籍住民課長。 

○髙橋戸籍住民課長 指名の読み仮名のところをどうやって届け出るかというところにつきま

しては、やはりまだなかなか情報が出ていないというところでございます。一定、報道では、

マイナンバーカードの専用サイトであるマイポータルを利用して、郵送ではなく、そこから
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届出をできるようにする。住民に通知をして、届け出てもらうような方法が検討されている

というふうにも聞いてございます。ただ、正式な通知としては、まだ出ておりませんので、

ここについては、郵送でやるのか、またはオンラインでやるのかというところを、現場とし

ては、どちらでいっても対応ができるように準備を進めていきたいというふうに考えてござ

います。 

 もう一点が、氏名の審査のところのお話かと思いますけれども、こちらについても、昨年

の法務省の法制審議会の中では、いわゆる名前の読み方のところについて、例えば漢字の持

つ意味とは反対の意味と捉えられるような読み方とか、漢字の意味と読み方との関連性をお

およそ認めることができないような読み方など、社会を混乱させるようなものについては、

一般に認められている読み方として許容されないというような一定の整理はなされておりま

すけれども、こちらの法の趣旨と合せて、運用の全体像を示すなど、戸籍窓口において統一

的に円滑な審査ができるような通知、いわゆるガイドラインと呼ばれるものだと思いますが、

こちらについては、今の時点ではまだ法施行前、１年以上前の状況ですので、示されていな

いというような状況になってございます。ただ、今、申し上げたような趣旨でのガイドライ

ンは出るのだろうということで、準備を進めていきたいというふうに思っております。 

○高山委員長 松平委員。 

○松平委員 もう一点、郵送ないし確認を取るのは、本籍地がある自治体がやるという認識は

確定になるんでしょうか。 

○高山委員長 髙橋戸籍住民課長。 

○髙橋戸籍住民課長 そうですね、振り仮名、読み仮名の確認の作業については、原則として

本籍地自治体が行うということになります。居住地ということではなくて、本籍を管理して

いる自治体の責務でやるということになるかと思います。 

○高山委員長 松平委員。 

○松平委員 ありがとうございます。７割の人が文京区に住民票がない方たちなので、行政側

の負担、あとは新しく生まれた子どもに対しての準備、読み仮名の決定する準備ですとか、

行政側の負担も非常に大きくなるものだと思いますので、国はまだガイドラインも示されて

いないということではありますが、早く体制をしっかり整えられるようにしていただきたい

ですし、文京区民にとっても、ふだん住んでいる文京区からの通知じゃなくて、例えば本籍

地が台東区とか墨田区とか、あとは神奈川にある方は、そこからいきなり封書が届く形にな

ることも想定できるので、そのあたりの区民の混乱もないように、なかなか国は方向性を示
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さないということでありますが、準備をしっかりと進めていっていただきたいなというふう

に思います。 

 もう一点が、137ページの未就学児の定期預かりモデル事業です。ちょっと子ども・子育

てでも来年度の話が出ておりますし、予算委員会でも話が出るかなと思いますが、私も所属

の委員ではないので、ちょっとここでお聞きしたいというふうに思います。 

 都の支出金が追加で76万7,000円が計上されているところではありますが、恐らくグルー

プ保育室こうらくのほうに関わる経費の部分かと思うんですが、まずこの内訳を教えていた

だけますでしょうか。 

○高山委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 こちらのグループ保育室こうらくにつきましては、委員のほうか

らお話がありましたように、国のモデル事業ではなく、東京都の多様な他者との関わりの機

会の創出事業として実施しているものでございます。預かり時間につきましては、９時から

５時まで保育を行っているという状況なんですけれども、５時まで保育を行って、お子さん

を保護者の方にお引渡しをしますと、やはり恒常的に勤務時間終了後に清掃ですとか翌日の

保育の準備を行う状況というところが想定されることから、シルバー人材センターの会員の

方に清掃等に従事してもらうこととしております。その経費について、東京都の補助の追加

をしたものでございます。 

○高山委員長 松平委員。 

○松平委員 ありがとうございます。そういったところで、実際の利用者の方と保育士さんと

お話しする機会というのも非常に重要だとは思いますので、その清掃の部分がシルバー人材

の方にやっていただけるということであれば、そこは都の補助金を使ってしっかり整備する

のはいいことなのかなというふうに思っております。 

 春日臨時保育所とグループ保育室こうらく２か所でやっておりますが、春日臨時保育所の

ほうは国のモデル、こども誰でも通園制度の補助金を活用し、グループ保育室こうらくのほ

うは都のモデル、今、課長が御答弁いただいた多様な他者との関わりの機会を創出する事業

ということで、もう名称が全然違うので、本当に分かりづらいんですけれども、中身はほぼ

一緒の事業ということでございます。実際これ、どっちのほうが文京区にとって──両方活

用するということができない事業なんでしょうかね。そのあたりの認識も含めて、都と国の

いわゆるこども誰でも通園制度、この違いについてちょっと教えていただけますでしょうか。 

○高山委員長 永尾子ども施設担当課長。 
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○永尾子ども施設担当課長 国のほうのこども誰でも通園制度につきましては、今年度はモデ

ル事業ということでございましたが、今年度末から来年度にかけては、本格実施を見据えた

試行的事業という形に移っていく形になります。こちら、国の試行的事業につきましては、

一人当たり利用時間が月10時間が上限になっているという部分ですとか、あと対象者の方が

お子さんが生後６か月から満３歳未満となっている関係がありまして、３歳の誕生日を迎え

ると、その段階で利用ができなくなると。 

 あと、補助率につきましても、国のほうは４分の３ということになっております。 

 一方、東京都の多様な他者との関わりの機会の創出事業につきましては、特にお１人当た

りの利用時間の制限というのは設定されておらず、対象の年齢につきましても、原則ゼロ歳

から２歳というふうになっておりますが、３歳の誕生日を迎えても年度末までは利用できる

ものというふうになっております。 

 また、補助率につきましても、10分の10ということになっております。 

 こうしたことを考えていきますと、お子さんの発達の促進ですとか、あと保護者の方の負

担の軽減、あるいは現場で保育に従事する職員の負担の軽減というような観点から、区とし

ましては、国の事業よりも東京都の事業のほうが効果的だと考えております。 

 こちらの利用が併用できるかという部分につきましては、国のほうは、もう枠組みが１人

当たり月10時間というふうに決まっておりますので、それ以上この預かり事業を行う場合は、

基本的に各自治体の持ち出しということにはなっているんですが、そこの部分について、都

の補助を活用するということは可能だというふうに考えております。 

○高山委員長 松平委員。 

○松平委員 最後の御答弁は、要は国の制度を使いながら、都の補助を上乗せで使うこともで

きるということなんですね。分かりました。ありがとうございます。 

 国のほうが月10時間とか４分の３補助、東京都のほうが10分の10の補助ですし、時間の制

約に関してももっと多いと。利用時間も多いということで、今の文京区の実態を考えると、

やっぱり都の制度を活用していくほうがいいのかなというふうに、今、御答弁を聞いても感

じたところです。 

 ちなみに、今日、たしかグループ保育室こうらくの抽選会の日だと思うんですけれども、

定員より多かった場合は、抽選会をやるということだったと思うんですけれども、ちなみに

応募の状況というか、数字みたいなものが分かれば教えていただけますでしょうか。 

○高山委員長 永尾子ども施設担当課長。 
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○永尾子ども施設担当課長 定員28人に対して、合計187人のお申込みをいただいたところで

ございます。 

○高山委員長 松平委員。 

○松平委員 ありがとうございます。やはり非常にまだまだ需要がある制度なのかなというふ

うに思います。文京区独自のルールというか、新たに多様な他者との関わりの機会を創出す

る事業のほうを活用すると、２名保育士を配置するということでございました。ちょっとそ

れを聞いて私は、保育士さんの現場の負担がかかってきているのかなというふうに感じたと

ころではあるんですけれども、以前の私の一般質問でも、保育園の空き定員が増えている中

で、急な閉園等、経営状況を支えるために、このこども誰でも通園制度を活用することで、

保育委託料も入りますし、そういった経営難を支える一つの手だてになるのかなというふう

に感じたところではあったんですけれども、やっぱり現場としては負担が増えてくるという

ことと、さらに２人配置をしなきゃいけないという新たな課題が見えてきたと思いますが、

その経営難を支える上で、この制度がうまく活用できているのかというところは、令和５年

度検証できた部分というのはあるんでしょうか。 

○高山委員長 ということで、12時になりましたので、午後は答弁から始めたいと思います。

午後１時まで休会といたします。 

午後 ０時００分 休憩 

午後 ０時５８分 再開 

○高山委員長 皆さん、せっかくおそろいですので、ちょっと時間前ですが、始めてよろしい

でしょうか。 

 午後の質疑を始めるに当たりましては、まずちょっと畑中職員課長から答弁の訂正がある

ということで、どうぞ。 

○畑中職員課長 すみません、午前中の特殊勤務手当の条例の審議の中で、私、児童相談所の

一時保護の手当の額を1,600円と申し上げたんですけれども、正しくは1,470円でした。申し

訳ございませんでした。訂正いたします。 

○高山委員長 それでは引き続き、永尾子ども施設担当課長さん、どうぞ。 

○永尾子ども施設担当課長 未就園児の定期的な預かり事業の事業者支援の観点での効果検証

についてのお尋ねをいただきましたが、令和５年度は春日臨時保育所が区の委託事業、グル

ープ保育室こうらくについては、区が直接運営をしておりますので、事業者支援の観点での

効果検証という部分については、まだ図れていない状況でございます。 
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 令和６年度につきましては、私立保育園の空き定員を活用した実施、あと私立幼稚園の空

き教室等を活用して実施を行う予定でありますので、事業者からアンケートを取るなどして、

事業者支援という観点での効果についても確認をしてまいりたいと考えております。 

○高山委員長 松平委員。 

○松平委員 ありがとうございます。空き定員での保育園の経営難を少しでも支える一助にな

るかということをしっかり──今年度に関しては、まだ検証は出てきていないということで

ありますが、来年度の11園に、私立幼稚園も含めて11園ですけれども、行う中で、しっかり

検証していただきたいなというふうに思います。 

 最後に１点だけちょっとお聞きしたいんですけれども、今回、文京区独自ルールで、２人

つけていくということではあります。２人つけるということは、やっぱり現状の保育士さん

に対して、少し経営難を支える一助でありつつも、負担がやっぱり大きい側面があるために、

２人つけるということなのかなというふうに思いますが、本来であれば、レギュラーで来て

いる子どもたちとスポットで来る子どもたちが、レギュラーの先生と一緒に、今日は１人増

えるよ、今日は２人増えるけどという形で、一緒に保育の環境ができればいいなと思うんで

すが、２人つけるということは、イメージとしては全く別のクラスがそのスポット利用のと

き、この未就学児の定期預かりモデル事業としての子どもたちが、保育環境が別でクラスを

つくるみたいなイメージになっていってしまうというか、なるんでしょうか。そのあたり、

今年度２園でやる中で、何か見えてきた課題があれば、最後にお伺いして終わりたいと思い

ます。 

○高山委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 今年度の２か所での本事業については、それぞれ別の保育室、今

回の事業を実施するに当たっての単独の保育室で、専用の保育に従事する職員のほうを配置

して、保育を行っております。 

 ただ、来年度につきましては、特に私立保育園は、いわゆる空き部屋というところがあり

ませんので、通常の週５日等通っているお子さんと同じ保育室で同じように保育のほうを実

施するという形になります。ですので、ここの部分の週５日利用の方と、あるいは週１日、

週２日のスポット的に毎週固定で特定の曜日に利用するお子さんとという部分で、当然、同

じ教室の、同じクラスの中で保育をするという部分の難しさは出てくるかと思います。その

難しさの部分を現場の負担というところを考慮して、今、委員のほうからもお話のありまし

た、必要とされる職員の人数にプラス２名を配置して、そこで週５日利用しているお子さん
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と、あと定期的に未就園児の定期預かりを利用するお子さんのそれぞれのお子さんの状況を

踏まえた、きめ細かい保育のほうを実施するという趣旨でございます。 

 ただ、私立幼稚園につきましては、空き教室を活用して実施する予定でございますので、

そういう部分では、通常の教育を受けているお子さんと、あと未就園児の定期的な預かりを

受けるお子さんは、別で保育・教育のほうを実施するという形でございます。 

○高山委員長 松平委員。 

○松平委員 この制度の理念自体は、本当にすばらしい制度だと思っておりますので、ぜひ継

続できるように。ただ、こども誰でも通園制度をやってみようと手を挙げてくださった園や

幼稚園が、やってみたらやっぱり負担が大き過ぎて、ちょっと難しいよということで手を引

いていかないように、来年度に関しては11園で実施をするということでございますので、本

スタートに向けて、その辺りのフォローはぜひしていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○高山委員長 続いて、山田委員。 

○山田委員 ごめんなさい、まずは、質問するところの項目のページの箇所だけを先に言いま

す。119ページ、スポーツ振興課所管のところ、それから129ページ、高齢福祉課所管の高齢

者見守りあんしんＩｏＴ事業、それから133ページ、障害福祉課所管の通所の運動会、それ

から137ページの私立保育園運営補助のところ、それから149ページ、ここ最後です、予防対

策課所管の精神保健福祉対策のところ、以上のところで質問をさせていただきます。 

 まず初めに、119ページ、下のほうのスポーツ振興課所管の２番のところにスポーツ事業

費というのがあります。ここで私がちょっとお聞きしたいのが、ここのところの事業費とし

て、マイナス546万円の更正があったと、マイナスというか、あったということなんですが、

前年度まではスポーツ推進委員がここで挙がっていたんですが、ここで今、なくなっちゃっ

ているということは、どういうことなのかなというところが１つ疑問に思ったところ。 

 それからあと、各種教室経費というところでも挙がっていないので、挙がらなくてもいい

んですが、何か特別な理由があれば教えていただきたいと思います。 

○高山委員長 野苅家スポーツ振興課長。 

○野苅家スポーツ振興課長 まず、１点目のスポーツ推進委員のところでございますけれども、

昨年度はスポーツ推進委員の定数33名のところ19名の在籍ということで、定数に達しない分

の報償費等が不要ということで、昨年の２月補正で更正をしたということでございます。 

 一方、今年度につきましては、定数が不足していること、あとは高齢化等が課題として、
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若い世代、特に大学生を積極的にスポーツ推進委員に招くことができまして、定数33名のと

ころ今32名まで増えております。その結果、報償費が余ることなく使用することができたと

いうことで、今年度は更正をしていないということでございます。 

 ２つ目の各種教室につきましても、令和５年度はコロナの影響を受けることもなく、予定

どおり実施できたということで、減額補正をしていないという事情でございます。 

○高山委員長 山田委員。 

○山田委員 はい、分かりました。心配していたよりも、むしろ更正していないという理由が、

今、課長がおっしゃられたのは、推進委員が33名から19名に一時減ったというところから、

今年度はその33名から32名になったというお話なんですが、今、若い方とかおっしゃられま

したよね。それは例えば具体的にどういう方で、それはどんな集め方をしたのかって、ちょ

っと説明を足してください。 

○高山委員長 野苅家スポーツ振興課長。 

○野苅家スポーツ振興課長 具体的には、スポーツ推進委員の選考に係る要綱の見直しを行い

まして、具体的には対象年齢ですね、こちらは今まで満25歳以上としていたところを満18歳

以上に改めました。また、選考のプロセスを簡素化することで、年間を通じて採用ができる

という取組をいたしました。 

 これと併せまして、区内の各大学に営業活動といいますか、スポーツ推進委員に成り手を

募集していますという活動を行いまして、その結果、令和５年度は７名の大学生がスポーツ

推進委員となっていただくことができたという実態でございます。 

○高山委員長 山田委員。 

○山田委員 結果的に19名に減ったけれど、そういったプロセスを見直しして、今、おっしゃ

られたように、要綱を変えるなどして、それからあと枠を広げて、そして地域にある各大学

に出向いてというところ、すばらしい取組だったのかなというふうに、書かれていないだけ

に、それは今、聞いてみないと分からなかったことですので、非常によかったのではないか

なと思って、安心しました。ありがとうございます。 

 それからあと、各種教室のほうも、予定どおり執行されたということで、分かりました。

ありがとうございます。 

 次に、129ページ、高齢福祉課所管、下のほうの４番の高齢者見守りあんしんＩｏＴ事業

のところでお聞きしたいと思います。 

 ここでは、717万円が更正されております。で、令和５年度の当初予算のときの新規事業、
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そして重点となっていた取組で、ＩｏＴ高齢者みまもＲＯＯＭ事業というのがあって、こ

こで予算が1,000万円ついていたと思うんですね。ところが、今回の２月では、717万円

の更正というと、使われなかった、それは何、どこにあるのかなというところをちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○高山委員長 木内地域包括ケア推進担当課長。 

○木内地域包括ケア推進担当課長 高齢者見守りあんしんＩｏＴ事業についてのお尋ねですけ

れども、こちらの事業は、令和４年10月より先んじて電球のほうをスタートしまして、令和

５年度から扉センサーのほうを追加で実施しております。これまでに御利用いただいた方に

つきましては、電球が169件、それから扉センサーが30件となっております。 

 本事業は、もともとコロナ禍におきまして、訪問活動の制限がある中、高齢者の孤立に対

するアプローチということで、ＩｏＴを活用した見守りの強化を目的に始めたものでござい

ます。 

 令和５年度の予算要求に当たりましては、先行自治体の実績を参考に、さらに先行自治体

は独居世帯のみを対象としていたんですけれども、文京区の場合は、高齢者のみ世帯という

ふうに、少し対象を広げて積算を行いましたのと、都の補助金の上限額までを受皿として用

意して臨んだところでございます。 

 結果、この間、コロナウイルスの５類移行に伴いまして、人と人の交流が戻りつつあり、

御近所での見守りですとか、声かけも戻ってきているというような社会状況の変化もあった

かなと思っております。 

 一方で、この事業を使いまして、地域での関わりが乏しく、介護サービスを拒否している

という方が衰弱したところをこのサービスで発見されたという事例もございますので、意味

のある事業かなというふうには思っております。 

 都の先駆事業としての補助が令和６年度までの予定でございますので、引き続き事業の規

模ですとか実施内容については精査を続けますとともに、必要な方にはぜひお届けしたい事

業ではございますので、周知方法については、重ねて工夫をしていきたいと思っております。 

○高山委員長 山田委員。 

○山田委員 御答弁ありがとうございます。要するに、ここでライト、家に入るとライトがつ

く、出ると消えるとか、ずっと長い時間つかないままとか、そういうのが御家族だったりに

知らせるような仕組みのものと、あと扉が開く、開かないで、そのセンサーでお知らせがや

っぱりいくという、そういうものだったと思うんですけれど、これかなりいい事業だと思う
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んですね。ただ、私、今、ちょっとそのお話を聞いていて、執行されている額が少ない。そ

の周知等にも要因があるのかなとお話しされたけれど、高齢者の方はどうしてもセンサーだ

とかＷｉ－Ｆｉを通してだとかとなってくると、多分、御自分自身が、私、そういうのでき

ないわだったり、まず入り口として何か難しいのかなという感を与えちゃうところもあるの

かなと。あと、御家族の若い方、子どもたちが気がついて、こういうのがあるよという分に

は、いいと思うんですね。 

 なので、アプローチの仕方として、高齢者に直接言っていくというのも方法ですけれども、

そういう御家族の人に分かってもらう方法というのも取ったほうがいいのではないかなとい

うふうに思います。せっかくのいい事業ですので、この後、広げられるように、その辺を工

夫していっていただきたいなと思います。 

 次に、133ページの障害福祉課所管の６番、心身障害者（児）通所施設合同運動会のとこ

ろでお聞きいたします。 

 つい先日、私も応援というか、観戦に合同運動会、行ってまいりました。今年は初の試み

で、六義園ではなく、屋内でした。屋内でどうなのかなというふうに思って、いろいろな思

いで見ていたんですけれど、終わりから最後まで、とにかく見ているほうもエネルギーをも

らえるし、それからやっぱり参加している人と、あと職員の皆さんがすごく自らが楽しんで

やられているように感じたんですね。ああ、屋内でやっても大成功だなというふうに直感と

して感じたんですけれども、今回、そうやって変更してやったことで、しかもここ金額が

100万円ほど使わずして済んだという計上になっているんですけれども、節約もできるとい

うふうに考えれば、何かメリットというのが、いろんな意味でのメリット、今回初の屋内の

試みでのよかった点というのがあれば教えてください。 

○高山委員長 橋本障害福祉課長。 

○橋本障害福祉課長 初めに、この合同運動会でございますけれども、区内の通所施設による

実行委員会で実施しておりまして、区は運営費を補助しているものでございます。 

 今年度、変更して実施したことでのメリットでございますけれども、まず昨年度までは屋

外のグラウンドでございましたので、業者委託で会場の装飾ですとかテントの設置を行って

おりました。それらの費用が節減できたことが今回の補正にもなりまして、費用の節減とい

う点でメリットがございました。 

 また、天候に左右されなくなったことですとか、暑さ寒さによる影響が少なく、参加者の

体調管理が容易だったこと、また実行委員会としても、運営準備の事務を簡素化できたとい
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うことがメリットとしてあると考えております。 

○高山委員長 山田委員。 

○山田委員 ありがとうございます。今、お聞きした、これまで業者の委託で屋外でやってい

たときには、そういった費用もかかったということで、今回は、今のお話だと、職員の方に

よる実行委員会として立ち上げたという感じのお話だったように思います。 

 そうなってくると、やはり大変だったのかなと思うけれども、今の課長のお話によると、

事務事項というんですか、そういったものも簡素化されて、非常にやりやすくなり、また天

気に左右されなかったという意味では、計画しやすいというメリット等もあったのかと。や

はり職員さんが一緒になってやっているという感、橋本課長もパン食い競争のボールを持っ

ていらっしゃったんですけれども、それを見ていて、思わず私もパンをつなぎにちょっとお

手伝いなんかに行ったりしちゃったんですけれど、そうやってみんなでつくり上げていくと

いうことは、非常に大きなこと。 

 それからあと、家族の方がやはり見に来られていますよね。そういった中で、みんなでつ

くり上げているんだなというのを見るということは、とてもやっぱりいいことであると。 

 あと、屋内であったということで、前、すごく夏暑いときで、やはりそれすごく心配しま

した。健常者だって倒れてしまう中で、どうするんだろうなと思っていたけれど、今回こう

いった試みの中で、非常によくやれていた事業として、とてもよかったんじゃないかなとい

うふうに思っております。ありがとうございます。 

 次に、137ページ、私立保育園運営補助の(1)番、事業運営補助というところです。 

 ここでは、7,939万円が追加になっているというところなんですが、たしかここに保育士

さんの宿舎借り上げが入っていらっしゃるということなんですが、そうするとかなり大きな

額に思えるんですけれども、ここのところちょっともう少し具体的に教えていただけますで

しょうか。 

○高山委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 こちらの内訳としまして大きいのが、今、委員のほうからお話の

ありました保育従事職員の宿舎借上げ支援事業、こちら約8,500万円の増額という形になっ

ております。 

○高山委員長 山田委員。 

○山田委員 ありがとうございます。8,500万円の増額ということは、つまりそれが保育士さ

んへの処遇改善、待遇をよくされたというお金というふうに思ってよろしいわけですよね。
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それは、先ほども松平委員の質問の中に未就園児の定期預かりモデルというところで、新し

く保育士さんの加配とかも必要になってくる中、そしてまた通常でおられるお子さんと１週

間に何回かしか来られないお子さんを一つのところで見るに当たっては、保育士さんのほう

もまた違ったスキルが必要なのではないかとか、箱ものがあればそれでいいのではなくて、

いわゆる保育士さんへの負担というものが、やはり今後考えて進めていかなければいけない

事業だよという中で、保育士さんのそういった実際の働く場以外にも、ここの借り上げ社宅

というところで、処遇をよくされている。ちょっとごめんなさい、具体的にお幾らぐらい補

助しているんですか。 

○高山委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 こちらのほうは、いわゆる運営している保育事業者のほうが保育

に従事する職員の方のために宿舎の借り上げを行った際に、その借り上げの費用の一部を補

助することにより、人材確保等を進める目的で実施しているものでございます。 

 具体的な補助基準額としましては、１部屋当たりの月額が８万2,000円、これの事業者に

対しては８分の７補助という形になっております。ですので、例えば、賃借料と共益費の合

計が10万円の物件を保育事業者のほうが借り上げて、保育従事職員の方に居住してもらった

場合に、保育事業者が８万2,000円を負担した場合は、事業者に対して８分の７である７万

1,750円の補助のほうが出ると。保育従事職員、御本人の御負担としては10万円マイナス８

万2,000円で１万8,000円の負担でお住まいになることができるというものでございます。 

○高山委員長 山田委員。 

○山田委員 すばらしいですね、金額を聞くと。これ文京区は、ここは結構強くやられている

ところなんですかね。そこだけ。 

○高山委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 こちらにつきましては、やはり保育人材の確保というところで、

かなり重要な制度だというふうに考えております。実績で申し上げますと、令和４年度は、

100施設の760人に対して、区の予算としましては約５億3,500万円のほうを補助していると

いうところで、人材確保の切り札的な事業だというふうに認識しております。 

○高山委員長 山田委員。 

○山田委員 ありがとうございます。保育士さんの報酬が安いよねと言われる中で、文京区独

自でこういったサポートをされているということ、今、大変うれしく思いました。ありがと

うございます。引き続き頑張っていただきたいと思います。 
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 最後になります。149ページ、予防対策課の所管のところなんですが、ここの真ん中あた

りの３番で、うつ病・自殺対策というところがあります。今回、ここで256万円の更正を行

っているところなんですが、もともと、先ほどと同じように、令和５年度当初予算の新規の

事業として、ＩＣＴを活用した自殺対策事業という600万円、これがあったところだと思う

んです。今回、それが減額というのかな、256万円使われていないというところで、どうい

ったところが理由になるのかというところを御説明いただきたいと思います。 

○高山委員長 小島予防対策課長。 

○小島予防対策課長 ＩＣＴによる自殺対策事業につきまして、４月から12月までは自殺に関

する用語が検索された場合に掲出されるポップアップによる自殺予防に関する広告のみとい

うところで対応しておりましたが、準備が整いましたため、本年１月からは実際の専門職に

よる相談につなげる体制で実施しております。そのため、当初予算よりも減額となっており

ます。 

○高山委員長 山田委員。 

○山田委員 ごめんなさい、今の御答弁だと、相談できる体制が本年度よりというふうにお話

しされたということは、その相談できる体制が、４月、12月はポップアップしてくるという

ところができたと。だけれども、今度それを相談のほうに結びつけていく、例えばツールで

しょうかね、電話だったりＬＩＮＥだったりメールだったり、そこができていなかったとい

うことですか。 

○高山委員長 小島予防対策課長。 

○小島予防対策課長 相談員の方の研修の関係で、１月まではそこができていなかったという

ところですけれども、そこの準備が整いまして、相談受付というのまでつながるようになり

ました。具体的には、相談受付は、相談サイトフォームというものがございまして、そこに

内容を記入することで、メール相談からの開始となります。その後、アンケート回答を依頼

して、回答のあった方に原則メールで相談が開始されるということになっております。 

○高山委員長 山田委員。 

○山田委員 私は、どうして遅れちゃったのかなという、そこのところの理由が知りたかった

んですけれども、今のお話だと、相談員さんの研修が間に合わなかったということ。分かり

ました。自殺対策だけではなくて、困難を抱える女性の支援法もスタートしますし、それか

らあと、様々な意味で、支援を必要とされる方というのが、今、いろんな形で手を差し伸べ

る。それには、こういったウェブサイト、インターネットを使ってというのがとてもいい手
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法になっているわけであって、今、電話だとか、それからメールというふうにもお話しされ

ましたけれど、ＬＩＮＥというのが結構効果があるというふうに聞いておりますので、ぜひ

その辺も御検討しながら、この事業をしっかり進めていっていただきたいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○高山委員長 御答弁ありますか、では小島予防対策課長。 

○小島予防対策課長 恐れ入ります。御希望に応じまして、ＬＩＮＥやチャット、電話という

ところで、御本人の御希望でＬＩＮＥでも可能ということを伺っております。 

○高山委員長 ということで、山田委員も松平委員も、また理事者の皆さんもてきぱきと答え

ていただいて、ありがとうございます。ただ、ちょっと何となく分量を見ていますと、この

ペースでいくと、かなり遅れそうなものですから、ほかの委員様もかなり質問あろうかと推

察しますので、質問する際は、事実の確認であるとか、そういうところはなるべく省いたり、

それから繰り返し、同じフレーズを２回言う、３回言うとかというのを省いたり、そういっ

たことで、なるべく時間の短縮できる、山田委員みたいにちゃんと最初にページを言うとか、

そういったことでシンプルにできるかと思いますので、ぜひ御協力をお願いいたします。 

 それでは、質疑のある方、挙手願います。 

 上田委員。 

○上田委員 まず、歳入では、52ページの地方消費税交付金について、お伺いしたいというふ

うに思います。 

 地方消費税の清算基準の見直しによる影響が以前から心配されておりまして、ここ近年は

文京区の当初予算だと、かなり地方消費税交付金を過少に見積もってきたのではというふう

にも言われてきたかと思います。 

 令和４年の決算が69億3,000万円で、この２月補正の最終が68億円ということで、６年度

当初が１億円増の69億円を見込んでいるところなんですけれども、６年度当初の都区財調フ

レームの伸び率がマイナス2.0というふうになっておりましたので、今後の物価高とか、あ

と再調整だったりなどを含めて、今後この地方消費税交付金はどのように見込んでいくのか

ということを伺いたいというふうに思います。 

 それから、59ページは国庫支出金、67ページは都支出金の子どものための教育・保育給付

費負担金、歳出だと139ページの児童保育委託のところですよね。こちらのほうは、公定価

格がアップしているというところで、この公定価格の内訳というものが詳細には分からない
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そうですけれども、保育士さんの処遇改善部分というのもかなりあるはずということで、年

度末調整なのかどうか分かりませんけれども、事業者さんのほうは、そちらのほうを遡って

支給しなければならないというふうに伺っております。 

 先ほど山田委員もおっしゃった69ページの保育士宿舎借上げ支援事業補助金とか、保育キ

ャリアアップとか、137ページとかの処遇改善のものもアップしておりますので、これも含

めて、しっかりと事業者さんとコミュニケーションを取りながら、保育士の処遇改善、人材

確保に充てていただけるようにお話ししていっていただきたいというふうに思っております

が、いかがでしょうか。 

 あとは、特定財源についてもお伺いしたいというふうに思います。 

 72ページ、73ページの衛生費のほうだと、妊産婦健康診査支援事業費補助金とか、74ペー

ジ、75ページの教育費のほうだと、デジタル利活用支援員配置支援事業費補助金、これはＩ

ＣＴ支援員さんのとか、妊産婦のほうは超音波検診が４回に拡大するとか、ＩＣＴ支援員さ

んのほうも補助金が増えるというのは、すごくいいことだというふうに思っておりますが、

こういった特定財源が、都事業ですよね、都事業が後で補助が取れるとかということが結構

多くなってきているかというふうに思います。特に東京都ですよね、東京都の予算発表でサ

プライズが結構多くて、区の当初予算に間に合わないものがかなりあるかというふうに思い

ます。こういった都支出金などの特定財源をしっかりと取りに行くようなチェックというも

のをどのように行っていくのかということを伺いたいというふうに思います。 

 歳入についてまず聞いていきますね、84ページの生活保護費弁償金については、今年度は

かなりお返しいただくことができたというふうになっていますけれども、令和４年度の不納

欠損及び収入未済額の総括表によれば、生活保護費弁償金は不納欠損が、令和４年度の決算

ですよ、5,100万円、収入未済が３億3,000万円あったというふうに聞いております。こうい

ったそもそもケースワークをきめ細かにして、生活保護費弁償金が発生しないようにすると

いうことがまず大事だと思いますし、なるべく早く増えないように早期の催告をして、債権

管理をしていくことが必要だというふうに思うんですけれども、その辺どのような対策を取

られていて、今回のこの金額になっているのかということをお聞きしたいと思います。 

 それから、89ページの寄附金については、ふるさと納税の仕組みを使った寄附を増やして

いきたいということで、歳出も増えていますけれども、そういった取組はいいことだという

ふうに思います。 

 それで、一般寄附金のほうは、それなりに増えている、増額補正がされているというとこ
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ろで、こちらはこれから一般寄附金を募っていくに当たって、事業を改善していくために必

要な情報だと思うので、なるべく早めの検証・評価が必要かなというふうに思っております

が、その検証の状況を伺いたいというふうに思います。 

 あとは、共創フィールドプロジェクトについては、幾つか、３事業のうち１事業がどうし

ても達成しなかったというお話を伺っております。こちらのほうも検証・評価を行って、次

年度の事業につなげていっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○高山委員長 では、歳入は以上ということで、では順繰り。 

 進財政課長。 

○進財政課長 まず、地方消費税の伸びの御質問ですけれども、委員の御承知のとおり、消費

税に関しましては、３つの清算基準、小売年間販売額と、あと人口と従業員数、こちらで清

算基準で地方のほうに交付されるんですけれども、これまでの国の動きとしまして、都全体

で不利となる人口比率、参考までに12.5％、15％、17.5％、50％、こういった形で都のほう

で不利になるような形で配分がなされているところです。したがいまして、今後の地方消費

税交付金の見込みとしましては、今般、10年見込みでお示ししましたように、毎年、大体２

億円ぐらいが増額していくように見込んでいるところです。 

 それから、あともう一つ、都のほうの予算の情報の把握ですけれども、プレス発表前に毎

年11月に東京都のほうが予算の要求というところで、ホームページで一定示しております。

その中の情報を極力把握しながら、所管部に問合せをして、文京区のほうの当初予算に載せ

られる事業、そういったものについては、極力努力をしながら、予算計上しているところに

なります。 

○高山委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 やはり保育人材の確保・定着という部分につきましては、保育の

根幹に係る部分だというふうに認識をしております。委員のほうからお話のありました保育

従事職員の宿舎借り上げですとか、あとは公定価格の引上げ、加えて保育士等のキャリアア

ップ補助、そういったところの補助制度だったり、保育委託費のほうを十分事業者のほうに

周知をして、活用を図っていくことが大切だと考えております。 

 あと、歳入につきましても、保育従事職員の宿舎借り上げにつきましては、国と都のほう

から合計で８分の６の補助が出ております。公定価格につきましては、国のほうからおおむ

ね２分の１、東京都のほうからおおむね４分の１の補助のほうを特定財源として歳入に計上

しておりますので、しっかりそういった補助のほうを活用しながら、保育人材の確保・定着
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というところを進めてまいりたいと考えております。 

○高山委員長 渡部生活福祉課長。 

○渡部生活福祉課長 生活保護費の弁償金のことでございますけれども、当然ながら弁償金は

まず発生させないということで、ケースワーカーのほうは日々、受給者に対しまして、臨時

の収入等がありました場合は、確実に連絡するようにということで、周知徹底を図っている

ところでございます。なおかつ、そうした上でも弁償金が発生した場合につきましては、そ

の事実を把握した時点で、即座にこちらのほうにお支払いするように通知を促しているとこ

ろでございます。それでも払っていただけない方につきましては、半年ごとに催告のほうを

行っているところでございます。 

 こういった形で、法令に基づきまして、今後もしっかりとこちらのほうの弁償金のほうを

やっていきたいと思います。 

 なお、弁償金につきましては、金額につきましては、それぞれの年度ごとの状況によりま

して、若干の収入の増減があるということでございますので、今年度は少し多く入ったとい

うことでございます。 

○高山委員長 武藤総務課長。 

○武藤総務課長 ふるさと納税のうち、一般寄附金の取組ということでございますが、この11

月から２か月間の、東京大学さんですとか読売巨人軍さん等の協力を得まして、約1,000万

円弱の寄附をいただいたところでございます。これによりまして、全国の方には、文京区を

知っていただく機会ですとか、関心を持っていただく機会になったのではないかというふう

に分析してございますが、その返礼品、幾つか展開しておりますけれども、具体的にどのよ

うなところがよかったのですかとか、そういったことに関しては、今後、庁内の中で検討し、

次年度の取組に活用していきたいというふうに考えてございます。 

○高山委員長 猪岡政策研究担当課長。 

○猪岡政策研究担当課長 共創フィールドプロジェクト寄附金についてのお尋ねになりますが、

委員からお話がありましたとおり、今回、３事業を採択して寄附を集めたところですが、２

事業について寄附金の目標達成、１事業は達成しなかったという状況になっております。 

 これらの事業について、どういった方から寄附があったかというところを分析いたします

と、第三者からの寄附については、およそ２割から３割程度、残りの７割から８割程度は、

やはり近親者とか身近な方からの寄附というところが分析結果として出ております。 

 また、昨年度、今年度とやったところでの分析でいたしますと、昨年度でいきますと、障
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害者関係の事業について目標を達成した、今年度でいきますと、唾液によるがんリスクの検

査、こういったところに対して目標額達成したというところで、一定分野に対しても共感を

得られる分野について、目標額を達成しやすいというところがございました。 

 来年度以降も引き続き続けていきますが、そういったところはしっかりと事業者に伝えて

いきまして、来年度以降もしっかりと寄附を獲得できるよう、目標額を達成できるように進

めてまいりたいと思っております。 

○高山委員長 進財政課長。 

○進財政課長 特定財源の確保につきましては、極力予算編成過程において、事業を実施する

際には、必ず所管部で確認をしていただいているところですけれども、やはり年度途中に入

って、都のほうが新たに補助金をつくって、急に事業を実施する場合も幾つかあります。そ

の場合に関しましては、必ずその特定財源も取りますし、さらに来年度につきましては、そ

の特定財源、国とか都の特定財源どんなものがあるかを所管課だけが把握するのではなくて、

財政課のほうでも所管のほうにアドバイスできるような、そういったところへの取組をちょ

っと進めていきたいと思っております。 

○高山委員長 上田委員。 

○上田委員 ありがとうございます。歳入については、御答弁いただいたように、しっかりと

確保を目指していただくことと、あとは事業の改善等につなげていただきたいというふうに

思います。 

 都事業については、年度途中に発生するものは分かりやすいですけれども、当初予算でわ

あっと出されたものの中に、使えたものが隠れている可能性が高いのかなというふうに思い

ますので、確かにそういったチェックができるような仕組みづくりというものができること

に期待したいというふうに思います。 

 歳出について、伺ってまいりたいと思います。 

 102ページから105ページの防災費については、実績見合いで減額補正になっているのは、

もう全然理解できるんですけれども、金額については。ただ、実績がないということは、つ

まり例えば地域防災組織が使えていない、利用率が上がらないということで、先ほど組織改

正のところでも申し上げたように、地域力が弱まっているということで使えていないという

可能性もあるかというふうに思います。防災に関するものだけではないですけれども、様々

地域の町会だったりとか地域防災組織だったりとかがしっかりと使えるような支援を進めて

いっていただきたいというふうに思うのですが、今後どのようにこの利用率を上げていくの
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かというところをお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 それから、129ページの民生費については、高齢者いきがいづくり事業のところは、６年

度の当初でも注目されている事業かなというふうに思うんですけれども、そういった高齢者

の会食の機会を増やすというのは、すごくいい取組だというふうに思いますし、また、この

世代間交流という取組もよいなと。そういった観点で、高齢者だけが会食するのではなくて、

世代間交流という視点もすごくいいな、そういった地域づくりを進めていくということはい

い事業だなというふうに思っております。 

 そういう意味で、高齢者クラブと例えばこども食堂みたいなところのつながりづくりとか、

そういったところも含めて、社会福祉協議会さんと一緒に支援をしていかれたらどうかなと

いうふうに思うのですが、いかがでしょうか。 

 それから、149ページは、ネズミについては、厚生委員会でも既にやっているかなという

ふうに思いますし、様々な取組を試していきたいような御答弁をされていると思うんですけ

れども、最近のニュースで面白かったのは、千代田区さんが民間団体と協定を結んで、ハー

ブを練り込んだ袋を試験導入するというのがニュースであって、面白いなというふうに思っ

たんですが、例えばこういった新規事業を進めていくに当たって、Ｂ＋（ビータス）だった

りとか創業支援だったりというのと絡めながら、地域の民間事業さんなどで手伝っていただ

けたりとか、よりいい取組がないかなというのを探していくことも必要なんじゃないかなと

いうふうに思うのですが、お考えを伺いたいというふうに思います。 

 １回切ります。 

○高山委員長 １回切る。全部で何問ぐらいありそうですか。 

○上田委員 あと２つなので、やっちゃいますか。 

○高山委員長 では、聞いてもらっちゃいましょうかね。 

○上田委員 では、159ページの住宅対策基金のところなんですが、特定目的基金の整理を今

後進めていく必要があると思います。特に住宅対策基金については、かなり役割が終わって

きているんじゃないかなというふうに思うのですが、今後、ほかにも何かこれまで使ってき

たものではない、新たな目的などを設定するのであれば、それも一つの方法かもしれません

けれども、こちらのほうは今後どのような方向性なのかということを伺いたいと思います。 

 最後に、179ページの柳町小学校教室等増設追加について、伺いたいというふうに思いま

す。 

 こちらのほうは、文教委員会で既にやり取りがあったかというふうに思います。例えば仮



令和６年２月２９日 総務区民委員会（速報版） 

 

－６３－ 

設校舎のほうを移動させたりすると、もう動線がなくなってしまうとか、あとは、例えば容

積を上げようと思って３階建てにすると、文化財を掘らなくてはならなくて、工期が延びて

しまうとか、それから安全対策は取れるだけ取っていくということもお聞きしておりますし、

今後の児童数増に対応するためには、もうこのスケジュールでやらないと、教室対策が間に

合わない、特別支援級も設置している学校なので、交流学習等も考えると、必ず教室対策が

必要になるというようなやり取りがあった、質疑があったというのは確認しております。そ

うですよね、やっぱり間に合わないですよねということをもう一回確認したいと思います。 

○高山委員長 齊藤防災課長。 

○齊藤防災課長 まず、区民防災組織の活動助成につきましては、本年度の実績を踏まえて、

減額補正をしたところでございます。現状では、町会・自治会、また避難所運営協議会の活

動には、地域によって活発に行われているところと、そうではないようなところがあるとい

うことは承知をしているところでございます。区としても、地域での防災活動を活発に行わ

れるように、この助成金のほかにも、避難所運営協議会の役員全体会などを開催して、各地

域での活動実績を共有しながら、それぞれの地域での活動のきっかけになるような機会とい

うものも設けております。 

 また、避難所運営の中心的な役割を担うような防災士の資格取得ですとか研修の支援、ま

た本年度からは防災アドバイザー派遣事業なども行っておりまして、防災訓練の企画立案の

サポートなども行わせていただいております。 

 今後、我々としても、このような事業の利用促進に努めまして、各地域での防災活動をし

っかり支援していきたいと考えております。 

○高山委員長 瀬尾高齢福祉課長。 

○瀬尾高齢福祉課長 長寿ふれあい事業につきましては、東京都が令和５年度の途中から開始

したということで、文京区もその中の事業を使って補助ということで始めることにいたしま

した。で、今回補正とさせていただいております。 

 今回、実施に当たっては、今、２か所ということで、社会福祉協議会の御協力をいただい

て実施しております。 

 委員のおっしゃるように、これから高齢者の方、高齢者クラブとの連携ですとか、そうし

た地域密着型のどういった活動ができるかというのは、今後の課題と考えております。 

 団体の自主性にお任せしている事業でございますので、絶対にというお約束はできないん

ですけれども、そういった展開もあるということで、社会福祉協議会と一緒に進めてまいり
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たいと思っております。 

○高山委員長 熱田生活衛生課長。 

○熱田生活衛生課長 ネズミの対策でございます。この千代田区の忌避剤入りのごみ袋の取組

につきましては、千代田区の公民協働推進制度において、都内の廃棄物収集運搬業者でつく

る事業者団体から提案を受けて、協定を結んで実施に至ったというふうに伺っております。

この忌避剤入りのごみ袋については、千代田区の取組の効果というところも注視しながら、

今後考えてまいりたいと思っておりますし、また、それ以外の取組につきましても、こうし

た協働推進制度による民間からの提案というところも視野に入れて、幅広く検討してまいり

たいと考えて思います。 

○高山委員長 進財政課長。 

○進財政課長 住宅対策基金積立てでございますけれども、令和４年度に文京区立住宅条例を

廃止したことに伴いまして、区立住宅事業を終了しております。住宅確保を目的とした事業

の全てが終了しているため、今後、この基金については、どう取り扱うか検討していきたい

と思っております。 

○高山委員長 宮原教育推進部副参事。 

○宮原教育推進部副参事 柳町小学校第二仮設校舎につきましては、これまでも新校舎が竣工

するまで、教室、校庭いずれにもできるだけ影響を少なくするよう、学校と検討は重ねてま

いりましたが、令和７年４月までに児童数の増加に対応するためには、この計画が必要だと

考えておりまして、この間、ほかの代替策がございませんので、本計画で進めてまいりたい

と考えております。 

○高山委員長 上田委員。 

○上田委員 ありがとうございます。様々対策等をしながら、よりよい事業執行をしていただ

けるということをお聞きして、よかったなというふうに思います。 

 柳町小学校については、令和７年度４月の教室対策のためには、絶対に進めなければなら

ない事業ということを確認いたしましたので、ありがとうございました。 

○高山委員長 では、田中香澄委員。 

○田中（香）委員 ありがとうございます。 

 委員長に楯突くわけではございませんけれども、事実の確認ということに関しましては、

例えば先ほど私が、部内の男女比の数字を出してくださいというお話をさせていただいたの

は、こういったことを、事実の確認を皆さんと共有してから、展開をしたいという目論見が



令和６年２月２９日 総務区民委員会（速報版） 

 

－６５－ 

あります。なので、ぜひ、全部駄目よなんていうふうに思わないで、事実確認すると思いま

す、私、これから。すると思うんですけれども、そのあたり意図があるんだなということで、

ぜひお許しいただきたいというふうに思います。あまり長くならないようにやっていきたい

と思います。 

 この第７回目の補正予算をこのように組んでいただきました。減額更正はどうだったのか

なというふうに財政課の評価なんかは聞いておきたいなというふうに思うわけなんですが、

例えば一例でいえば、135ページに保育園の管理費のところに、多分これは会計年度任用職

員290人を雇用しようと思ったけれども、280人しかできなかったんですよというようなお話

だったりとかが入っているようなお話を聞いたんですが、そういった保育に本当はこのくら

いかけたいんだけれども、戻しましたということに関しては、やはり人材確保って大変なん

だなという一方で、質を確保するためにしっかりやっていただきたい、なるべく戻しがなか

ったほうがよかったんじゃないかななんていうふうに思うわけなので、そのあたりの評価な

んかは聞いておきたいというふうに思います。 

 また、81ページにある財政調整基金の繰入れに、47億円というふうに記載してあります。

先ほど松平委員のお話の中で、52億円使う予定だったけれども、47億円にした。このあたり

の根拠や効果なんていうことも聞いておきたいというふうに思います。 

○高山委員長 奥田幼児保育課長。 

○奥田幼児保育課長 区立保育園の会計年度任用職員の部分でございますけれども、やはり早

朝であったり夕方の部分がなかなか会計年度任用職員の雇用が難しい部分がございまして、

ただ一方で、正規職員等で、ほかの会計年度任用職員で質を落とさないような工夫をしなが

ら、運営は行っているところでございます。 

○高山委員長 進財政課長。 

○進財政課長 補正全体の評価の御質問ですけれども、今回で７回目の補正になりまして、令

和５年度当初予算、約1,162億円だったものが、今回を含めまして1,228億円、約66億円の増

となっております。この間、合計で約30億円を超える家計臨時給付金なども実施してまいり

ましたし、あと９月補正で一般財源を投入しまして、約8.6億円の物価高騰対策、こちら国

の地方創生臨時交付金約４億円を使って実施しましたし、様々な施策をスピード感を持って

迅速にこれまでやってこれたかな考えております。 

 その上で、今回の補正につきましては、その年度途中の特定財源の確保とか、各事業の実

施に伴う経費の節減、そういったところから財政調整基金に47億円の繰入れ抑制をでき、さ



令和６年２月２９日 総務区民委員会（速報版） 

 

－６６－ 

らには8.3億円の積立てができたと、そういうふうに評価をしております。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 よく分かりました。基本的にはそういった形で、187ページに最終的に見

込みは214億円という財調の締めくくりの数字が載ってありますけれども、総合戦略でもあ

ったとおりに、財政規模の約30％というところに到達しているということで、財政が健全化

なんですねということなのかなというふうに理解をいたしました。 

 中身なんですけれども、まず入りの73ページと出の151ページ、妊産婦超音波検診という

のがあります。ちょうど私たちが選挙の真っただ中に都がやるよということで、少しその経

緯と実績を改めて伺いたいと思っています。これは厚生労働省が３回を４回にしましょうと

いうことだったんですけれども、よくよく聞いてみたら、文京区と新宿区はもともと３回も

やっていて、大変優秀な区だというふうに伺いました。それで、４回目ということをやった

かどうかということに関しては、どうだったのか伺いたいと思います。 

○高山委員長 田口健康推進課長。 

○田口健康推進課長 こちらですが、先ほどの上田委員の御質問にもありましたとおり、東京

都のほうが昨年直前で予算発表をした中で、４回分、検診を２回から４回に増やした場合、

２回から４回分については、東京都の補助金を用意するということで、急遽加わったものな

んですが、文京区では、その前から３回実際行っておりました。それで、実は昨年の当初予

算編成の時点では、この３回の予定で予算のほうを組んでおりまして、それで４回を推奨は

されていたんですが、今回、東京都のほうからそういった後押し、補助金ということで出た

関係で、急遽４回にしたということですので、当初のときはまだ３回ということで予算を組

んでおりました。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 すみません、重複しちゃって、申し訳ございません。 

 あと、出産の費用に関する見える化ということに対しての区民の御要望が多いので、その

辺は厚生労働省の状況も併せて教えていただきたいなというふうに思っています。 

 ちょっとさっきの奥田課長が答弁してくださって、会計年度任用職員等の早い遅いの当番

をやってくださる人員確保が難しいということだったので、そういった正規の方たちにある

借り上げだとか様々なアドバンテージというのが、そういった方たちにはなかなかないのか

なというふうなのもあったので、工夫をして人員確保をやっていただければいいのかなとい

うふうに思っているので、その辺よろしくお願いします。 
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 123ページにある商店街振興のＰａｙＰａｙのところなんですが、３月中旬でないと、最

後の数字は出ないということでございました。今年は10％と20％で、30億円いくのかなとい

うふうには聞いているんですが、還元率は落ちたけれども、売上が伸びている、分析だとか、

あるいは今後の展開についても伺いたいというふうに思います。 

 ＰａｙＰａｙ頼みで、商店街振興が終わるということは、もしかしたら地方創生臨時交付

金が幾らかというのは聞きたいんですけれども、ＰａｙＰａｙにどのぐらい充ててくださっ

ているか、それは永遠に続くというわけではないんでしょうね、そのあたりのお話を聞かせ

ていただいて、商店街振興、いろんな意味で支えてほしいというお話でございます。よろし

くお願いします。 

○高山委員長 川﨑経済課長。 

○川﨑経済課長 御質問のキャッシュレスの決済の事業ですけれども、委員のおっしゃったと

おり、結果が出るのがどうしても電子決済の性質上、あと途中でキャンペーンに参加された

お店の金額等がまだ集計ができていないというところで、まだ確定はしていないというとこ

ろでございます。 

 ただ、現在、事業から聞いている範囲では、恐らく売上は第１期、第２期を合せて30億円

は超えるだろうというところで聞いておりますので、昨年度が第１期、第２期を合せて、約

26億円でしたので、それを上回る実績になるのではないかというふうに見込んでおります。 

 その伸びた原因ですけれども、ポイント還元としては30％から20％に落ちたというところ

はありましたけれども、ここ３年間、同じ事業者で実施をしまして、まずとにかく他区に比

べて、個店でも使えるお店が非常に増えたというところが挙げられるかと思います。身の回

りでお店が多いので、これまでキャッシュレスを使わなかった方でも、実際に使ってみよう

ということで、より利用が加速していったというところで、こうした実績になっているので

はないかなというふうに思っております。 

 今後につきましては、やはりこちら国の交付金の動向ですとか、そういったところもござ

いますけれども、現在、キャッシュレスだけではなくて、今後も例えば人材育成ですとか、

そういったところにも取り組んでまいりますし、がんばるお店キャンペーンなどをやってい

きますけれども、キャッシュレス、非常に大きな柱だとは思っておりますので、引き続き取

り組んでまいりたいというふうに考えております。 

○高山委員長 中島国保年金課長。 

○中島国保年金課長 出産費用の見える化の御要望なんですけれども、確かに出産育児一時金
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を50万円に引き上げた際に、国のほうからやはり見える化をして、皆さんに御納得をいただ

くような制度設計をというお話がありましたので、ただ、今のところまだ国から具体的な御

案内がありませんので、我々も注視しながら、推移を見守っていきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○高山委員長 進財政課長。 

○進財政課長 地方創生臨時交付金につきましては、９月と２月で補正をやっておりますけれ

ども、全部の事業数で15事業で9.3億円、こちらに対しまして臨時交付金を総額で5.6億円充

てております。このうちキャッシュレス決済ポイント還元事業につきましては、6.2億円に

対して約４億円の地方創生臨時交付金が充てられております。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 ありがとうございます。そういった地方創生臨時交付金４億円を充ててい

ただいたということなので、またこういった交付金をしっかり活用して、支えていただきた

いなということと、中島課長が答えていただきました、見える化についてなんですが、厚労

省のほうで何か見える化のウェブサイトを４月あたりには公開するような、そんなお話があ

りましたので、そういったタイミングがありましたら、また御周知をしていただきたいなと

いうふうに思っています。 

 129ページの高齢者の、先ほど山田委員も触れていただきましたけれども、見守りという

ことが非常に重要な一方で、見守らないでというか、自尊心のやっぱり一定高い方もいらっ

しゃったり、介護は使わないと決めていらっしゃる方もいて、そういった全ての方を幅広く、

遠くから見守っていくということが大事なんだろうなというふうに思っているので、ハイブ

リッドだったり、またソフトとハードを両面使ってやっていただきたいというふうに意見を

付しておきたいと思います。 

 それから、デジタルデバイドの解消で、スマホ教室やスマホデビューをやっていただいて、

400万円減ということだったんですけれども、このニーズは、今、もうデビューした人が一

定いて、そしてもう役目が終わっているのかどうかということと、もうそろそろそれは終わ

るんですよみたいなお話も聞いたので、そのあたりちょっと教えてください。 

○高山委員長 瀬尾高齢福祉課長。 

○瀬尾高齢福祉課長 スマートフォンの補助につきましては、令和４年の10月から始めまして、

今期が２年目でということになってございます。実際、初回のみの補助ということなので、

実はもう実際持っていらっしゃる方、または全く持っていない方も、もうそちらには踏み込
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んでいない方もいらっしゃるとは思うんですが、申込みについては、一定落ち着いてきた状

況にございます。 

 当初、令和５年度の予算につきましては、500件で見積っておりましたが、昨年度の利用

状況も踏まえまして、300件ということで見直しを図っております。 

 実施の事業の年度としましては、令和６年度が一応終了年度というふうに予算の一番始め

のときに考えていた事業でございますので、令和６年度につきましては、今年度が最後とい

うような、より踏み出しやすいような周知も含めて考えていきたいと思っております。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 ちょっとそのお話は、ぜひ強調してやっていただきたいということでお願

いをいたします。 

 それから、障害者のグループホームのところ、133ページですけれども、グループホーム、

しっかり整備していただきたいということでやっていただいていること、非常に感謝をして

いるところであります。 

 それで、向丘二丁目に、大塚の事業者さんがお引っ越しすることを今検討しているという

ことに関しましても、地元町会としては、前回の説明会をさせていただいて、中には、お互

いボランティアをやっていけるような間柄になりたいなんていう、すごく前向きなお話も聞

かれて、和気あいあいと意見交換ができました。そういう意味で、どの地域に障害者施設が

できても、手を広げて待っているよという地域をたくさん増やしていくということが大事な

んだろうというふうに思っているので、そのあたりの丁寧な説明会の取組などについては、

一言お願い申し上げます。 

○高山委員長 橋本障害福祉課長。 

○橋本障害福祉課長 旧アカデミー向丘の跡地の活用に関しまして、大塚四丁目障害者施設の

移転、そして機能拡充という方向で検討しているところでございますけれども、先日、説明

会とお話をいただきましたのは、地域調整の中で、地元の町会の皆様に状況の御説明という

ことで、伺ったところでございます。その中で、先ほどお話しいただきましたような様々な

御意見をいただき、前向きといいますか、御理解の深い御意見などもいただいているところ

でございます。 

 区としましては、今回の検討も含めまして、文京区全域で心のバリアフリーを進めていく

という取組を引き続き進め、障害のあるなしにかかわらず、区民の皆様が安心して暮らせる

地域をつくっていきたいということで、引き続き取り組んでまいります。 
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○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 すみません、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 141ページの育成室の件なんですが、文教委員会でもタクシー移動について様々な声があ

りました。心配の声も一定あったのかなというふうに思います。このあたりの安全確認とか、

またその乗務員のスキルについて、もう一度確認させていただけますでしょうか。 

○高山委員長 鈴木児童青少年課長。 

○鈴木児童青少年課長 送迎の件ですけれども、業務を委託する区内のタクシー会社、全国子

育てタクシー協会が主催する子育てタクシードライバー養成講座ですとか、保育実習等を修

了した専門のドライバーというのが約80名在籍をしております。必ずそのドライバーが送迎

に当たることになっております。 

 また、送迎タクシーには、ドライバーとは別に、送迎先の育成室運営事業者の職員も同乗

する方向で今、調整を進めております。 

 現在、該当地域に利用ニーズを調査しているところでありまして、一定数の利用があった

場合には、試行という形で事業を実施する形になりますけれども、その際には、事業者と綿

密なシミュレーションを行うなど、事業者、それから該当する学校ですとか育成室と連携を

して、児童の安全が確実に担保できるように事業を実施してまいりたいというふうに考えて

おります。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 よろしくお願いいたします。安心しました。 

 あと、松丸委員が一般質問で、１年生を優先的に育成室に入室させるべきではないかとい

うお話に対しまして、明解な答弁ということは、ちょっと避けられていたのなというふうに

思っています。しかしながら、今、50数人、１年生で待機があるという状況を改善するため

に、やはり実態に合った入室調整をしていただきたいということと、１回入って３年間保障

される人と、１回落ちるとそういった育成室に入るということができないということになっ

ては不公平なのかというような御意見も頂戴をいたしております。そのあたりについて、言

及してください。 

○高山委員長 田中香澄委員は、もうこれで終わりぐらいですか。 

○田中（香）委員 あと一つです。 

○高山委員長 あと１件ですね。では、まあこれで、はい。 

 鈴木児童青少年課長。 
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○鈴木児童青少年課長 現在の制度ですけれども、通室が６割以上あった児童については、翌

年度も原則通室できる制度となっておりますが、この制度は、専門指導員の下、在籍児童が

育成室で安定した生活を他学年を含めて過ごせることで、児童の成長に寄与することを目的

としているところでございます。 

 また、委員から指摘がございました、１年生と例えば３年生を比較したときに、どちらの

必要性が高いかという点については、委員の御見解についても十分理解できるところだなと

いうふうに思っております。 

 待機児童が急増している現状におきまして、これは大変大きな課題というふうに認識をし

ておりますので、どのような審査方法がいいのか、他区の事例を含めて、今後さらに研究を

進めていきたいというふうに考えております。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 最後に、未就園児の預かりのモデル事業のことなんですが、この事業で１人頭どのくらいの

経費がかかっているのかということを算出していただきたいと思います。 

○高山委員長 永尾子ども施設担当課長。 

○永尾子ども施設担当課長 今年度、春日臨時保育所とグループ保育室こうらくで実施をして

おりますが、そちらの２つの施設の歳出予算の合計額から合計の店員を割って算出した場合

は、利用者１人当たりの経費が約33万円という形になっております。 

○高山委員長 田中香澄委員。 

○田中（香）委員 ありがとうございます。これからそういった事業者を増やしていかなきゃ

いけないということなんでしょうね。さっき松平委員の質疑の中で、こうらくで189人ぐら

い応募があったということなんですよね。やっぱりもう時代的に、仕事をしている、してい

ないにかかわらず、一定保育をお願いできる、そういうことというのは、整備をしていかな

ければいけないわけですね。なので、とにかくそういった仕事をしていないんだけれども、

では預けようといったときに、預け先がなくて、100何人待っている。そしたら、では何か

働いてというふうに、思考がそうならざるを得ないということなので、それでは多様な生き

方とか多様な子育ての受皿をつくっていこうという文京区の方針と違ってきちゃうわけなん

ですよね。できる限り早急に、そういった人たちのニーズを捉えて、受皿を確保していただ

きたいということをお願い申し上げて、終わりたいと思います。 

 すみません、婦人相談員の処遇改善をしていただいて、正規が１人増えたということは、
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本当にありがとうございますと申し上げて、男女平等のところでもう少しやりたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○高山委員長 石沢委員。 

○石沢委員 まず、歳入のほうからちょっとお伺いしたいと思います。 

 ほかの松平委員や田中香澄委員からもありましたが、ちょっと確認になっちゃうんですけ

れども、したいんですけれども、財調基金の取崩し──繰入抑制か、これが47.4億円という

ことで、今回計上されておりまして、実際取り崩した額について、いろいろ質疑がありまし

たけれども、財政課長さんにここはちゃんと答弁してもらいたいなと思ったんですけれども、

当初見込みで、この財政調整基金というのは、一体幾ら、実際取り崩そうと──繰入金を計

上していたのかということを伺いたいと思います。 

 それで、今回47.4億円、繰入金が抑制されたわけですけれど、実際取り崩した財調基金の

金額、これ今年度幾らになっているのかというのをまずお伺いしたいと思います。 

 それからもう一点なんですけれども、82ページ、繰越金のところで、5.3億円プラス補正

になっております。これは令和４年度の決算剰余金、これが全体で56億円あるということは、

この間いろんな質疑の中で明らかになっていて、結局、最終的にこの５億3,000万円につい

ても出てきて、それが、これでもう全体の令和４年度の決算剰余金というのは全額計上され

たということだと思うんですけれども、そこで伺うんですけれども、この5.3億円の繰越金

は、補正予算の歳出のところになるんですけれども、184ページで、8.3億円、財政調整基金

に繰り入れると、そういう予算計上されていて、ここに一般財源として、8.3億円が計上さ

れていると思うんですけれども、この5.3億円というのは、昨年余った予算の中で──余っ

たというか、決算剰余金で計上されて、今回補正予算に表れてきた、この5.3億円の繰越金

というのは、8.3億円に相当するというふうに考えていいのか。これをお伺いしたい。 

 あと、最後にもう一個なんですけれども、187ページに、先ほど来少し議論に出ています

けれども、財政調整基金の５年度末の見込額というのが出ております。214.8億円あります

が、これは当初では令和５年度末の財政調整基金の見込額というのは、一体幾らになるとい

うふうに見通しをしていたのかということも伺いたい。 

 あとそれから、４年度末の２月補正に比べて、今回出ている214.8億円、これは実際幾ら

増えているのかというを伺いたいと思います。お願いします。 

○高山委員長 進財政課長。 

○進財政課長 まず、財政調整基金の当初の取崩し予定ですけれども、金額としましては52億
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6,500万円、こちら当初予算で財政調整基金からの繰入れを予定しておりました。９月補正

と２月補正、そういったところで財源の積立てとか利子積立て、そういったところを経まし

て、結果、今回の２月補正時点での取崩し額は６億7,488万円となっております。 

 それからもう一つ、繰越金５億3,000万円を残しておりまして、今回繰越金を計上して、

結果56億円、昨年度の決算剰余金と同額の金額を今回２月補正で計上しております。こちら

につきましては、一般財源扱いになりますので、御質問の８億3,000万円の積立てのところ

のページの左側を見ていただきますと、その財源内訳が書かれておりまして、一般財源と書

いておりますので、一般財源と一般財源という意味では、そちらの金額がこちらに充当され

ているとも言えるかと思います。 

 それと、今年度の５年度末当初のときに見込んでいた基金残高の金額については、ちょっ

とすみません、確認させてください。 

○高山委員長 石沢委員。 

○石沢委員 その当初の財調基金の見込額をまず１個聞きたい。今年度の令和５年度の当初の

財調基金の見込額、これをまず聞くのと、それから４年度末の２月時点と、多分今回の２月

時点の補正って対応していると思うんですよ。で、４年度末の財調基金というのは、見込額

として幾らになっていたのか。それと今回を比較すると、では幾ら増えているのかというの

を、これをちょっと確認したい。 

○高山委員長 石沢委員、それは確認すれば多分出てくるんですけれども、決算書の数字の話

じゃないですか。 

○石沢委員 いや、予算書の話です。 

○高山委員長 いつの予算書を見て、事実確認を今、別にいいですよ、していって。して、そ

こから発展性のある話をするか、しないかというのが田中香澄委員の御意見なんですよ。そ

ういうことに留意した上で聞いてくださいね。 

○石沢委員 もちろん。お願いします。 

○高山委員長 では、進財政課長。 

○進財政課長 ５年度当初のときに見込んでいた財政調整基金の積立額は、末で132億円にな

っています。 

○高山委員長 石沢委員。 

○石沢委員 令和４年度の２月補正予算のときの財政調整基金の金額、これを教えていただき

たい。見込額です。 
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○高山委員長 進財政課長、もし質問の意図が分からないんだったら、それ聞いてください。 

 進財政課長。 

○進財政課長 すみません、見込額は185億円になっています。 

○高山委員長 石沢委員。 

○石沢委員 当初よりも80億円上振れしているということだと思うんですよね。今年度の当初

の見込額よりも実際、132億円だったのが214億円になっているわけですから、決算剰余金と

いうのは、年度当初よりも年度末では比較としては82億円上振れしていると。しかも、去年

の年度末の見通しよりも、決算剰余金の見積りよりもさらに30億円増えていると。実際に、

財政調整基金は増えているということだと思うんですよね。 

 それで、２月補正予算というのは、いわば令和５年度の決算見込みにも相当するものだと

いうふうに私、思います。ですから、この２月補正の結果については、つまりこうやって財

政調整基金が増えているということについては、区民にちゃんと知らせる必要があるという

ふうに思うんですよね。52億円取崩しをするというふうに言っていて、実際にはその１割、

5.2億円しか取崩しをしなかったんだと。そして、年度当初の見込みから、財政調整基金は

82億円増えていて、しかも去年の２月補正予算よりも30億円近く増えているということにつ

いては、やっぱりこの総務区民委員会、明日も続きますけれども、３月中にこの財政調整基

金の結果については、ちゃんと区民の皆さんに３月中に区報とかＬＩＮＥ公式アカウントと

かで説明したほうがいいと思うんですよ。その勇気はおありですかということをちょっと聞

きたい。 

○高山委員長 進財政課長。 

○進財政課長 ありがとうございます。結論から言いますと、金額、財政調整基金を比べるの

は、年度末と年度末を比べないと比較が厳密にはできませんで、石沢委員の今、比較したの

は、当初予算のときの見込みと年度末の見込みを比較するので、差が大きく出てしまうんで

すね。 

 では、今のその事実をいいますと、４年度末残高でいいますと、財政課が把握しているの

は634億円、ただ、５年度末見込み、今回２月補正、同じく決算ベースでの比較ですけれど

も、611億円、マイナス22億円となっております。 

 今後、今回の10年見通しでもお示ししましたけれども、総合戦略期間中は、やっぱり年間

大体16億円ぐらい財政調整基金ってちょっと減っていくような見込みになっています。そう

いったところも注視しながら、今回２月補正では、きちっと財政調整基金に積み立てたとこ



令和６年２月２９日 総務区民委員会（速報版） 

 

－７５－ 

ろになりますので、単発で時点時点で財政を見るのではなくて、やっぱりちょっと中長期的

に財政の推移、そういったところを見ながら、健全な財政運営に努めていかなければいけな

いと考えております。 

○高山委員長 石沢委員。 

○石沢委員 いや、だから私は、４年度の２月時点の補正についても聞きましたよね。182億

円、去年の２月補正では、見込みがなっていると。それと比較しても、30億円増えているじ

ゃないですか。だから、財政調整基金としては、１年たてばやっぱりこれだけ増えると。し

かも、当初で取り崩す予定だった52億円も１割しか使っていないということは言えると思う

んですね。 

 それで、では聞きますけれども、この取崩しした金額が全部使われた年はあるんですかね、

文京区が開闢以来。例えば今回５年度の予算をつくりました。52億取り崩す、繰り入れして

使うといったけれども、5.2億円しか取り崩しませんでしたと。では、実際、過去に全部繰

入金を使った年というのはあるのかということをやっぱり聞きたいというふうに思いますけ

れども、その点どうなんでしょうか。 

○高山委員長 進財政課長、先ほどの３月末なりの文京区報で広報しろという話は答弁してい

ないと思います。それも答弁してください。 

○進財政課長 はい、分かりました。 

 では、まずちょっとすみません、基金のもう一度残高のところなんですけれども、今、石

沢委員が言われましたように、財政調整基金だけで見ると、184億円が今回214億円になって

いると。ただ、総基金で見ると、634億円が611億円、マイナス22億円になっています。それ

の原因としましては、特定目的基金をきちっと活用しているので、そっちのほうが減ってい

ると。 

 財政課としましては、全体の総基金残高を見ながら健全な財政運営を行っていかないとい

けないので、やっぱり財政調整基金だけを見て増えているんじゃないかという御指摘は、ち

ょっと当たらないのかなと考えております。 

 それから、あともう一つ、広報ですけれども、予算の公報に関しましては、自治法で予算

公開の原則というものがあります。その財政状況につきましては、条例できちっと６月と11

月に直近の執行状況を半期ごとに公表するという決まりがありまして、今回の場合でいいま

すと、５月に、２月補正までの下半期分の状況をきちっとホームページで公開していくこと

となっております。 
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○高山委員長 石沢委員。 

○石沢委員 ３月にぜひ公表してほしいという話は、そういう御答弁もありましたけれども、

検討していただきたいなと思います。 

 あと、財政調整基金でこの間いろいろ議論をしてきたところもあるので、私はそれでちょ

っとここ取り出して、今回質疑させていただきましたけれども、この財政調整基金という点

で見てみれば、文京区の取崩し額も１割くらいだし、非常に潤沢な予算があるのではないの

かということも指摘しておきたいというふうに思います。 

 それで、歳入はここまでにさせていただいて、歳出に移りたいんですけれども、先ほど宮

原副参事のほうから答弁の修正がございまして、中学校３校６台というふうに御答弁いただ

いたのが、３校25台ということで訂正いただきました。それで、そのとき校数も私、聞いて

いて、それで３校６台というふうに御答弁いただいたと思うんですけれども、あのときは、

11月ですよ。今回、この３校については、変わらないのかということをちょっと確認したい。 

 それから、それぞれの学校で何校のエアコンが実際残っているのかということについても、

この前は６台というふうに御答弁いただいていたので、では、実際そこの３校で何台のエア

コンが残っているのかということについて、確認をしたいというふうに思うんですけれども。 

○高山委員長 石沢委員、今、ちょっと金子副委員長にインタビューしたら、共産党さん、あ

とこっちでも20分ぐらいやるみたいなの。だから、もしあったら、ちょっと上田委員みたい

にテンポよくぽんぼんと聞いていっていただければ時間の節約になるかなと思うんですけれ

ども。 

○石沢委員 ちょっと答弁の訂正の部分で、まずそこは確認をしたい。 

○高山委員長 宮原教育推進部副参事。 

○宮原教育推進部副参事 校数は３校で、台数25台になります。学校名は、第一中学校が８台、

文林中学校が11台、本郷台中学校が６台でございます。 

○高山委員長 石沢委員。 

○石沢委員 それで、これ11月補正予算の審議のときにいろいろ議論をした経緯もあるんです

けれども、九中では2,400万円のお金を使って、10台のエアコンを交換すると。十中では

3,400万円のお金を使って、11台のエアコンを交換するということが、そのときの質疑、そ

れ以降の質疑でも明らかになっていたと思うんですけれども、本郷中や文林中、九中に残さ

れたエアコンというのは、かなり古いエアコンですよね。20年近く使っているエアコンだと

思うんです。こういったエアコンについては、九中や十中は、10台2,400万円、11台3,400万
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円で交換できているわけですよね。ですから、すぐに交換することができると思うんですよ。

ぜひやっていただきたいと思うんです。 

 それで、この議論をすると、電気容量の増強が必要だということで、そこの部分の工事に

ついてもやっぱり必要だという答弁が返ってきたと思うんですけれども、ただ、エアコンっ

て、20年たてば、同じ消費電力でもよりパワーのある冷風を出すことができたりするという

ふうにも思うんですよね。ですから、その電気容量の増強がなければ、エアコンは取り替え

られないというのは、何か当たらないんじゃないかなというふうに私、素人考えでは思って

しまうんですよね。ですから、その点について、ちょっとお伺いしたいと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

○高山委員長 宮原教育推進部副参事に答弁いただきますけれども、ちょっと今の質問、これ

はこれでしようがないんだけれども、今回の予算に入っていないし、明確に。関連づければ、

関連づいているとも言えなくもないけれど、ちょっと短い時間でやっているもので、よかっ

たらいろいろ端折って、この予算に関係あるところだけ、いろいろ用意してもらっていると

思うけれども、考え直してみてください。 

 宮原教育推進部副参事。 

○宮原教育推進部副参事 空調機器の更新に当たりましては、省エネ対策としまして、高効率

空調を入れておりますし、委員の御指摘のとおり、機械が新しくなればパワーも上がってい

きますけれども、コロナ禍を機に、各学校とも換気を励行していることや、昨今の酷暑への

対応というのもありまして、そもそも出力の高い機械へ入れ替えているということがまず一

つ。 

 また、学校を取り巻く環境も、電子黒板の導入であったり、パソコンの１人１台化であっ

たり、また小学校では、特に教室が増えておりまして、そもそも空調機そのものの台数が増

えておりますので、電気使用料はどこの学校においても増えているというのが現状でござい

ます。 

○高山委員長 石沢委員。 

○石沢委員 コロナもちょっと落ち着きを見せているって、油断するとあまりよくないんです

けれども、ただ、出力を上げ、エアコンを導入するということを言っていましたけれども、

そうすると、では省エネじゃないじゃないかというふうにもね、何となくそんな気もするん

ですけれども、今回、たしか十中とか九中とかそういったエアコンというのは、ガスヒート

ポンプのエアコンを導入するというのも聞いているんです。ですから、いろんな工夫をして、



令和６年２月２９日 総務区民委員会（速報版） 

 

－７８－ 

それこそさっき５億3,000万円の決算剰余金が財調基金に積み立てられたというのもありま

すので、そういうお金も使えば、やっぱりすぐにでも交換できるのではないかなというふう

に思うので、ちょっとそこは指摘をしておきたいと思います。 

 それから、123ページなんですけれども、商工振興費のところでちょっとお伺いをしたい

というふうに思います。 

 ５番の経営相談支援補助金ついては、4,800万円プラス補正になっています。ＰａｙＰａ

ｙについて、非常に根強い人気の事業になっているのではないかなというふうに思うんです

けれども、これについては、当初予算、これもちょっと幾らくらいだったのかというのをお

聞きしたいんですね。 

 あともう一つ、がんばるお店キャンペーン、この区内店舗支援事業については、2,026万

円の減額補正になっているんですけれども、これは実際当初幾らくらいで、今回減額になっ

たのかということをちょっとお聞きしたいんですね、いかがでしょうか。 

○高山委員長 石沢委員、それ当初の予算が幾らかというのは、予算書を見れば書いてある話

で、多分調べてきているんだと僕は推察するんですね。そしたら、それで何とかという質問

を、ちょっと時間が短いので、急がして悪いんですけれども、これで終わりならいいんです

けれども、あと何項目かあるんでしょう。そしたら、ちょっと質問をまとめてしてもらって

いいですか。 

○石沢委員 ちょっとそういった事実の共有はさせていただいて、やっぱり議論をちょっと発

展させていきたいなというふうに私としては思っているんですけれども。 

○高山委員長 知っているんだったら、ですよねでいいので。 

○石沢委員 いえいえ、ちょっと、ぜひ御答弁いただいてですね、はい。 

○高山委員長 では、手短に。 

 川﨑経済課長。 

○川﨑経済課長 それぞれの事業の当初予算というところでございますけれども、経営相談支

援補助金の事業につきましては、当初予算段階では4,500万円、またがんばるお店キャンペ

ーンにつきましては、当初では１億5,000万円の計上となっております。 

○高山委員長 石沢委員。 

○石沢委員 これやっぱり当初予算の倍に、経営相談支援補助金はなっているということで、

これ経営相談のやつと、あと電気代・ガス代の補助というのは一体になっていて、私たちは

別にしたほうがいいんじゃないかというふうに言っていますけれども、これがやっぱり人気
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というのはあると思うんですよね。 

 一方のがんばるお店キャンペーンについては、たしかおまけをつけると。頑張っているお

店にもっと頑張ってほしいということで、おまけをつけているというものだと思うんです。

私、ここで非常に議論したい、大事だなと思っているのは、現状で精一杯というね、なかな

か頑張ることができないという事業者に、やっぱり手を差し伸べていく事業というのがかな

り需要があるんじゃないか、求められているんじゃないかということを、この補正予算の金

額の中身って示しているというふうに思うんですよね。 

 ですから、ぜひ、経営相談支援補助金については、私たちは、電気・ガスの補助というの

は別にしてやってもらいたいというふうに思っているんですけれども、ぜひ、来年度に向け

ても拡充してもらいたいと思うんですよね。 

 それで、「ビガー」は私、愛読していて、見ているんですけれども、今回、既刊の２月号

を見たら、2024年の経営見通しというのが載っていまして、これ見ますと、なかなか苦しい

区内の中小企業の結果状況というのが伝わっている中身なんですよね。2024年の業況見通し

について、全体の企業の27.8％が、「やや悪い」、「悪い」というふうに答えていて、「非

常によい」、「よい」、「ややよい」を合せたパーセントというのは、15.8％しかいないん

ですけれども、厳しい見通しを示す企業のほうがやっぱり多いんですよね。 

 あと、非常に面白い問いがあったんですけれども、自社の業況が上向く転換点をいつ頃に

なると見通してといますかという質問を、「ビガー」はやっていらっしゃるんですとか、こ

の中で、「状況改善の見通しが立たない」というふうに答えているのは、全体で21％で、特

に小売業は31.8％、建設業は33.3％が業況改善の見通しは立たないと、こういうふうにおっ

しゃっている。非常に深刻な状況だなというふうに私、思いました。 

 ですから、まちの中小企業の灯を途絶えさせないためにも、頑張ることがなかなか難しい

というような中小企業に求められている、こういう経営相談支援補助みたいなものについて

は、やっぱり拡充して、経営相談と電気・ガス補助を分けて実施していくということを、ぜ

ひやっていただきたいということは申し添えて、質問を終わりたいと思います。 

○高山委員長 川﨑経済課長。 

○川﨑経済課長 現在の状況というところの御質問でございますけれども、経営相談の事業に

関しましては、こちらも昨年度から実施をしておりまして、今年度で終了する予定となって

おります。 

 現在のところ、今年度に関しましては、電気代の高騰というのもあった一方で、現在、企
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業物価指数などを見ますと、国の電力・ガス、あとガソリンですね、こちらの価格抑制の効

果はかなり出ておりまして、前年度比20％から30％程度、前年よりは下がってきているとい

ったようなところもございます。 

 御指摘の経営相談の事業に関しましては、そういった昨年までの実情も踏まえて、電気代

等の補助も行っておりましたが、こちらは趣旨いたしましては、あくまでもコロナ以降の苦

境にあえいでいる区内の中小事業者さんが、第三者からのそういったアドバイスを基に、経

営改善に努めていただくという内容となっておりますので、まずは昨年、今年度と。今年度

も３月で終了ですので、引き続き今年度中に申請いただけるように周知等に努めてまいりた

いというふうに思っております。 

 また、「ビガー」の状況でございますけれども、今、悪いところを御指摘いただきました

が、例えば自社の景況で一番多いのは、今回、全ての業種で、「普通」と答えているところ

が一番多いです。「やや悪い」ところは２割程度という御指摘だと思いますが、「普通」と

答えているのが55.4％となっております。こちら昨年の同じ時期にも実際に特別調査を行っ

ておりまして、こちらの昨年の状況から比べますと、昨年度は「やや悪い」と答えていると

ころが多い中で、今年度は「普通」になってきたというところで、やや明るい兆しが見えて

きているというのが全体的な傾向なのかなというふうに思っております。 

 また、自社の業況が上向く転換点というところも、「１年後」と答えているのが今回多い

というのが特徴なのかなというふうに思っております。 

 「業況改善の見通しが立たない」というのが多いという御指摘もございました。こちら、

本当にお先真っ暗という意味もあるかもしれませんし、また、ちょっとこの項目としては、

分からないというものがかなり含まれているのかなというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、やや明るい兆しが全体として見えてはきているものの、業種だ

ったり、例えば輸入に頼る企業はちょっと円安の傾向が出ているとか、様々、課題は引き続

きございますので、そういったところには我々のほうでも目を配り、情報収集しながら、今

後対応してまいりたいというふうに思っております。 

○高山委員長 ありがとうございます。 

 では続いて、海津委員。 

○海津委員 私のほうからは、まず75ページの教育支援センター機能強化補助金、これを読み

まして、機能強化、もう待ったなしなので、とてもわくわくしてまいりました。そこで、教

育センターについて、まずは何点か御質問させていただきたいと思います。 
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 まずは、ＣＯＣＯＬＯプランですね、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対

策ということで、文科省が出しておりますが、その中で、小・中・高等を通じて、不登校に

なったとしても、学びたいと思ったときに多様な学びにつながることができるというふうに

なっております。小・中学校のところに関すると、義務教育までは、教育センターは頑張っ

てくれているんですが、高校期になったときには、どこが支援をしていくのか。不登校が続

いたりとか、勉強する意欲がなかなか継続できなかったら、結局、中退ということになって

しまうわけですよね。高校中退というふうになる。学びの不足は、人生に影響すると、ある

方が言ったんですけれども、本当にそのとおりだと思っております。 

 そうした意味で、若者支援にも通じると思うんですが、高校期の学びの継続、そうした学

びの不足をどこが責任を持ってやっていくのか。教育センターがやるのか。 

 それから次に、ＣＯＣＯＬＯプランの中で、文京区でいうところの学びの架け橋ですよね、

校内フリースクール等の設置も促進していきましょうというところで、今年度始まって進め

ていただいている。順調に進んでいるところですが、一つとすると、その中で教室確保が課

題になっている。でも、例えば最近プロポーザルをやった小日向台町小学校のプロポーザル

のところの条件の中には、学びの架け橋の「ま」の字もなかった。なぜこれはちゃんと始め

から学びの架け橋を設置する、ちゃんと常設するということで、入札業者に対して提示がさ

れていなかったのか。今、千駄木小学校の報告書の中でも、そうした点は全く指摘されてい

ないんですね。なぜ教育支援センターとしては、そこのところをちゃんと助言して、織り込

んでこなかったのか。 

 次に、今、教育センターで面接を受けてから実際に支援につながるまで、半年から１年ぐ

らいかかってしまうんですね。ケースとすると。そういうのも見られると。そうしたときに、

学校の中でスクールカウンセラーとかだけではなくて、作業療法士としっかりつながって、

予防的な介入ですね、自殺や、それから他害等も含めて支援していく。アメリカでは、もう

どんどん進んでいるんですね。制度化もされていて。日本の場合でも、そうした自治体が増

えているんですけれども、まだ教育センターとして、学校に対してそうした作業療法士を支

援するという取組は、特別支援学級は回っていますけれども、例えば学びの架け橋、いろん

なところに必要だと思うんですが、進まない理由があったら教えていただきたい、今後どう

するのか。 

 まず、この３点、お願いします。 

○高山委員長 木口教育センター所長。 
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○木口教育センター所長 まず、１点目の高校生世代の支援に関してですけれども、教育セン

ターにおきましては、主に総合相談室の教育相談のほうが高校生世代まで相談をお受けいた

しておりますので、もし高校進学後、不登校ですとか、学校生活上で何か課題や悩みがあっ

た場合には、その総合相談室のほうで御相談に対応することは可能でございますので、そう

いった相談に対しても対応してまいりたいと考えております。 

 学びの架け橋の教室の件でございますけれども、こちらにつきましては、固定の部屋で運

営できることが理想ではございますけれども、現実的に施設面で固定の教室を確保すること

が困難な場合には、複数の教室を活用した運用も想定しており、本年度そういった形で運用

している学校もございます。 

 今後、改築する学校におきましても、架け橋限定という形ではなく、多目的室ということ

で、架け橋にも将来使え得るような施設の確保というところでは、学務課とも連携しながら

対応してきたところでございます。 

 また、相談を受けるまでのお待ちいただく時間につきましては、確かに２か月お待たせす

ることですとか、そういった時期もございましたが、一部、令和５年度には、会計年度任用

職員の増員等をやったことで、若干ですけれども、お待ちいただく時間の短縮に努めている

ところでございます。 

 作業療法士ですとか言語聴覚士の学校への派遣につきましては、委員のおっしゃったとお

り、まずは現在の療育指導派遣事業をしっかり進めていく状況でございまして、それのさら

なる拡大につきましては、やはり人員の確保等の課題がございますので、まずは既存の事業

のさらなる学校への周知等に努めてまいりたいと考えております。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 まず、１点目の高校生のところですね。それは、居場所としてふれあい教室もち

ゃんと利用ができるというふうな理解でよろしいんでしょうかね。やはりそうしたことも、

居場所も含めて、単純にガス抜きすればいいということではなくて、具体的な支援体制が必

要なわけですから、そこを例えば高校の学びを継続できるためのどういうふうな学業の支援

をしていくかとか、そういうことも必要になってきますので、そこはしっかりと検討してく

ださい。 

 それから、学びの架け橋についてですけれども、少なくとも改築、これが今進んでいる小

日向台町小学校の関しては、学びの架け橋を入れようと思っても、入れられる部屋はないと。

私が素人ながら見たところはなかったです。 
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 それから、学びの架け橋、そういうふうな校内フリースクールに関しては、やはり動線、

入ってくるところとかいろんなところをちゃんと確保するということは前提になっています

ので、改築に関しては、当然、初めに学務課と、後で相談をする、学校運営上の中でやるで

はなくて、初めから想定して、そこを整備していくというのは重要なことだと思いますので、

そこは改めて今後よろしくお願いしたいと思います。 

 それとあと、ＳＴ、ＯＴの話ですけれども、作業療法士は、今の子どもたちにも間に合う

ように活用すべきですので、そこはしっかりと、特別支援学級のほうの拡充といいますけれ

ども、うちの娘が、今25になる娘が小学校３年生ぐらい、10歳ぐらいから始まっている事業

ですので、もう15年以上やっているわけですよ。もう十分に積み上げたものはあるはずなの

で、もう次の一手に進んでいってほしいことを要望して、この項は終わります。 

 次に、87ページの会計年度任用職員等社会保険料なんですけれども、ここのところで、今、

文京区として、フルタイムの任用というのはどのぐらいいるのか。法改正なんかも含めて、

フルタイムの方たちの給与とか旅費、手当は、常勤職員と均等均衡で図られるようになった

ということなんですよね。そうすると、やはりフルタイムだったら、まして自分の専門性を

アップするためにもいたいというふうなことも、異動せずにするということもあるでしょう

し、また、そうしたお声も、今フルタイムで、パートタイムのところに会計年度制の方から

は、本当はもうこのままフルタイムのようになりたいんだけれども、できないからダブルワ

ークになってしまっているというお声もするんですが、今後どのように広げていくか、お考

えをお聞かせください。 

○高山委員長 海津委員は、あと何項目ぐらいありそうですか、補正で。 

○海津委員 ４つ。 

○高山委員長 あと４項目。 

○海津委員 早くやります。 

○高山委員長 そうね。では、ぱっと。 

 畑中職員課長。 

○畑中職員課長 フルタイムの会計年度任用職員は、現在、文京区では採用はございません。

現状、週29時間ということで、会計年度任用職員については整理をしておりますので、フル

タイムの活用ということについては、法改正があったということは、こちらも認識しており

ますので、活用については、今後検討してまいりたいと考えております。 

○高山委員長 海津委員。 
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○海津委員 法改正の趣旨からも、フルタイムでの任用の積極的な活用を検討することとなっ

ているはずです。単に財政上の制約を理由として、合理的な理由なく、フルタイムでの任用

を抑制することは不適切だと。法の趣旨からも不適切だということがありますので、しっか

りとフルタイムを希望される方に関しては、任用される方向で考えていっていただくよう、

よろしくお願いいたします。 

 次に、141ページの育成室について、お伺いします。 

 育成室、加速化プランでかなりいろいろと今回、除湿ですかね、整備していただいたとい

うのは、皆様非常に喜ばれているところですけれども、これが今までの手法と違い、補助金

等も使うことなく、実際に持ち込まれたものに対して金額を提示されたことの中で、契約を

結んでいくというふうな手法だったかと思います。この中で、やはり区民感情からすると、

もし言い値で、単純に言い値で契約が結ばれていたら、どうなんだろうというのは、率直な

ところとしてあると思いますので、どんなところ、どういうふうに、言い値ではなくて、適

正な価格だというふうにチェックをしたのかが、１点。 

 それから、このやり方は、来年度も続けていくのか。もし今回のところで課題なりアップ

デートして改善していかなくちゃいけない点があるとすれば、そこを教えてください。 

○高山委員長 鈴木児童青少年課長。 

○鈴木児童青少年課長 まず、賃料につきましては、不動産事業者等から聞き取りした相場で

確認をしているところでございます。 

 あと、係る整備費の妥当性につきましては、これまで区が実施した整備実績との比較です

とか、あと近年の工事費の高騰などを考慮しますと、敷地や建物の条件によって多少の違い

はあるものの、妥当であるというふうに判断をしているところでございます。 

 来年度の整備に向けての改善点でございますけれども、やはりまずは引き続き必要な地域

での整備が必要でございますので、引き続き不動産事業者ですとか育成室を運営する事業者

等に協力をいただきながら、早期の開所に努めていきたいというふうに考えております。 

 また、今回、加速化プランという下で、スピード感にウェートに置いて、開設の準備を進

めてきましたけれども、よりよい整備スキームにつきましては、新たに何か見込めるものは

ないか、改めて検討していきたいというふうに考えております。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 比較検討するときに、工事費のアップとか、そうしたところのベースになるもの

はしっかり情報公開されても残されるような形で、数字を残していっていただきますよう、
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よろしくお願いいたします。 

 それから、さらに財務処理に関わることですので、明確な方向でお願いいたします。 

 次に、143ページ、子ども家庭支援センターのところで、児童福祉法の改正で、今年度か

らスタートする、今年の４月１日にあれするところでは、こども家庭センターを、要は、子

ども家庭総合支援拠点と子育て世帯包括支援センターをこども家庭センターにするというふ

うな方向が打ち出されました。私、昨年度お伺いしたときは、こども家庭センターを設置す

るのなというふうに思っていたところですが、どうも今、お伺いしているところでは、こど

も家庭センターのまま、連携型でいくというふうになっている。 

 ただ、法の趣旨からして、何で改正があったかといったら、その目詰まりを起こしている

から。要は、こども家庭拠点と子育て世帯包括支援センターの目詰まり感、連携がなかなか

難しいから、こども家庭センターを設置しましょうというところであったにもかかわらず、

うちは連携でいくと。目詰まりはなかったんですか。何も課題がないまま、何か整理をして、

こども家庭センターを設置しないという方向になったのか。そこをちょっと整理して教えて

ください。 

○高山委員長 大戸子ども家庭支援センター所長。 

○大戸子ども家庭支援センター所長 委員の御指摘のとおり、文京区におきましては、保健サ

ービスセンターと子ども家庭支援センターが連携する中で、切れ目のない支援を行ってきた

ところでございます。ここのところで、まず法の改正を踏まえまして、どのように検討した

かということなんですけれども、まず連携を密にしていたものにつきましては、そのまま継

続できると。ただ、そこには新たにシステムですね、総合システムの情報共有というものを

新たに加えていこうというふうになっております。そこは強化になります。 

 それから、まず東京都のほうが子ども家庭支援センターの体制強化事業というものを打ち

出してきましたので、それを活用した取組を併せて行っていくというところで進めていきた

いと考えております。そういった要素的なものを付け加えてきた中で、文京区といたしまし

ては、現在の子ども家庭支援センターにこども家庭センター機能を整備しまして、児童虐待

の発生予防支援の強化を図ってまいりたいというふうに考えております。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 今のお話だと、連携は一定取れていたから、そこを強化していきましょうという

お話にお伺いできるところなんですけれども、本当に連携ができていたかどうかというのは、

区民、当事者ですよね、当事者がやっぱりそこにどう考えたのかということが必要になって
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きますので、きちっとそこに評価を受けて、本来、区民が求める連携になっていたのか。連

携という言葉を使っていたほうが都合がいいから連携になってしまったのか。これから重層

的な支援をさらに進めていかなくちゃいけないところでは、非常に大きな課題だと思ってお

りますので、そこはしっかりともう一度改めて検討していっていただいて、こども家庭セン

ターを文京区はしなかったということの説明が区民にきちっとつくような状況をよろしくお

願いしたいと思います。 

 あと２つですが、次に179ページ、小学校で、まずは小日向台町小学校のところからいき

たいと思います。 

 小日向台町小学校、これは今から改築が進んでいくところということですが、この改築計

画の中で、小日向の国有地ですね、あそこのところで、平成27年に国のほうからこの活用を

いかがですかというふうになって、政策調整会議において、福祉部から特養の誘致として活

用したいというふうな話があったと。 

 それとまた、区としては、子ども・子育て支援計画の中で、小日向台町小学校の老朽化し

ている、改築も控えているから、そこを活用したいと。そうした要望を国にも上げているわ

けですね。それも平成27年の５月に上げていて、ちゃんと書類を作って上げられています。 

 また、平成28年の１月にも、そうした要望に対して返事が来て、平成28年の４月のところ

でも、また再び出しているのは、特養と小学校の改築に当たって、仮設の園舎、またはこど

も園等のことを出しているんです。しっかりと出している。 

 でも、これがすごく不思議なのが、これがもしできていれば、今頃、みずほ、旧ですかね、

あの銀行の研修所だったところに、どのぐらいお金がかかるか分からないですが、多分、こ

この国有地に仮設のこども園なりを造る、仮設なり移転して造ったほうがかなり安かったと

思うんですね。だけども、それが、平成28年まではそういうふうな方向で行きながら、また

令和２年、2020年に、庁内では未利用地・国有地等の活用計画概要案というところで、特養、

延べ床面積約5,000平米、建築面積1,800平米、高さ10メートル、認定こども園としては、建

築面積980平米、延べ床面積約1,600平米というところで、合計173名ぐらいのを考えて、そ

ういうふうな資料も作って、庁内共有ができていたわけですよ。そこまでは、あ、なってい

たんだと分かるわけです。 

 でも、その先ですよ、令和２年の６月になったら、認定こども園の「こ」の字もなくなっ

ちゃう。突然、育成室を造る方向になっている。でも、その間に政策調整課会議も事務調整

会議にも何も行われていない。何の話があって決定されたのか分からないので、ごめんなさ
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い、そこのところがなぜ、ここの約２年間の間に消えてしまったのか。それで、いつの間に

か認定こども園を造る、仮設で造って──仮設じゃない、そこを造っていく、それと特養に

するという方向から、突然それがなくなってしまって、小日向台は本当に自校方式で全部や

るという方向になったのかが、区民への説明責任が果たされない。資料も何も出てこない。 

○高山委員長 それは何でという理由を知りたいんですよね。理由を知りたいのは分かったん

でけれども、まずちょっと補正なので、そのことを別に聞くのは構わないんですよ、だけど

すごく手短に聞いてもらっていいですか。ほかに何店舗があるんだったら、それもまとめて

聞いちゃってください、その小日向台の関係で。 

○海津委員 小日向台はここのところがある……。 

○高山委員長 中川学務課長。 

○中川学務課長 今、委員がおっしゃるように、令和２年の年明けぐらいまでは、特別養護老

人ホーム建設予定場所の余剰敷地に認定こども園を建設する考えというのは、教育委員会と

しても持っておりました。 

 その後、令和２年の３月に、教育指針のほうが策定されまして、隣接する施設等の条件が

整っている場合は、改築を行う際に、一体的な整備について検討するという方針が出まして、

あそこの小日向台町幼稚園については、小日向台町小学校の改築と併せて議論をする必要が

あるというように考えたというところがございます。 

 ただ、その時点で、既に改築基本構想検討委員会の設置は決まっていたんですけれども、

新型コロナウイルス感染症の影響で、その時点だと検討委員会がまだ一度も開催ができてい

ない状況でありまして、この中で認定こども園の建設、あるいは幼稚園の移設等を決めると

いうことは難しいということで、令和２年７月だったと思うんですが、庁内で国有地活用の

意見照会のほうが実施されたんですが、そのときには、教育委員会として要望を出さなかっ

たというような経緯がございます。 

○高山委員長 海津委員。 

○海津委員 今のお話を伺っていると、空白の時間を多分庁内で調べていただいて、埋めてい

ただいたお話だと思うんですけれども、でも今聞いていておかしいなと思うのが、もともと

があそこの小日向台町小学校と幼稚園に関すると、自校での改築というのは非常に難しい、

困難を極めるというところがあったのに、そこがなぜ突然に大丈夫でしょうというふうにな

ったのかは、誰が聞いても分からないと思うんですよね。結果とすれば、今はやはり借りて

いるわけじゃないですか。そこは見通しの甘さなのか分からないですよ、何なのか。 
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 でも、何も残っていないし、それで区民の方たちも、まして子どもたちに負担を強いるわ

けですよね。というのは、すごくおかしいと思っています。 

 また、そこに関しては、もう少し先のところでもやろうと思いますので、ここはこれで取

りあえず終わります。 

 それで次に、そこの同じ項のところで、柳町小学校に関して、お話を聞きたいと思います。 

 柳町小学校の改築……。 

○高山委員長 結構時間使っているので、短く聞いてください。 

○海津委員 分かりました。 

 柳町小学校の増設に関してですけれども、これが随意契約になっているわけですよね。も

ともと随意契約というのは、いわずとですが、地方自治法上では認められている契約の形態

の一つです。でも、最高裁の判例もあるように、自治法において随意計画がいわゆる業者指

定で、業務処理の観点からも、法に照らし違法と判断される場合も多いことは御案内、よく

分かっていらっしゃると思うんですね。 

 今回、この情報公開で見た、この業者指定理由書を見ると、最高裁の随意契約許容要件を

どのように当てはめて、合法的に判断しているのかというのがいま一つ分かりにくい。 

 それと、その業者以外の業者の選択も含めて、機会均等と公正さが法的に求められている

こと、その説明責任は役所側にあるはずなんですけれども、そのあたりも教えていただきた

い。 

 あともう一つ、言っちゃいます。それから、地方自治法は、合法なら何でもいいわけでは

なくて、財務行政の適正の観点からも、住民監査請求制度が定められているわけですよね。

より厳しい判断がなされるかもしれない。常に、行政が自己反省を求める制度設計がこうい

うことでされているわけですよ、住民監査請求って。妥当性の判断には、ほかの業者の選択

も含めて、詳細な検討が積み重ねられてしかるべきとなっているわけですよね。その点、検

討の経緯や経過、検討の判断、誰が誰にどのような資料を基に、説明を重ねて決定に至った

のか、教えてください。 

 もう一点、住民監査請求や、さらに住民訴訟に堪えられているとお考えになっているのか。

それも含めて教えてください。 

○高山委員長 ちょっと盛り上がったんですけれども、３時なので休憩にしたいと思います。 

 ３時30分から再開します。 

午後 ３時００分 休憩 



令和６年２月２９日 総務区民委員会（速報版） 

 

－８９－ 

午後 ３時１８分 再開 

○高山委員長 皆さんおそろいいただきまして、ありがとうございます。ちょっと早いんです

が、委員会を再開いたします。 

 それでは、宮原教育推進部副参事の答弁からお願いします。 

○宮原教育推進部副参事 今回、随意契約とした根拠につきましては、地方自治法施行令第

167条の２に該当するということで行っております。具体的には、今回の第二仮設校舎は、

柳町小学校の敷地内に建設しますので、既存の仮設校舎の設計や建築を実施して、現地を熟

知している事業者を指定することで、設計期間を短縮することができます。また、建設に当

たりましては、既存の仮設校舎の渡り廊下や設備配管といったものがこの事業者のリース物

件になりますので、こちらとの接続はこの事業者でないとできないという、そういったメリ

ットがございます。 

 さらに、解体工事に当たりましては、同じ事業者が既存仮設校舎と第二仮設校舎の解体を

同時に行うことができますので、仮囲いや現場事務所も一つで済みますし、狭い敷地内の工

事動線の取り合いなどがございませんので、ほかの事業者が入った場合と比べ、解体期間が

短縮できます。この短縮によりまして、本体工事への影響も最小限に抑えられるということ

が見込めます。 

 こういったことを総合的に判断いたしまして、令和７年４月のクラス増に間に合わせるた

めに随意契約を選択したものでございます。 

○高山委員長 では、金子副委員長。 

（「まだ……」と言う人あり） 

○高山委員長 まだありますか。はい、海津委員。 

○海津委員 今のお答えだけじゃなくて、私は、住民監査請求に堪えられるかということも聞

いているんですけれども。 

○高山委員長 あ、そうでした。はい、ではどうぞ答弁をお願いします。 

 坂田契約管財課長。 

○坂田契約管財課長 今、御答弁がありましたように、地方自治法施行令の趣旨に基づきまし

て、随意契約に関する基準、ガイドラインを契約管財課のほうで定めております。今回につ

きましては、業務の特殊性や専門性を判断しまして、今回適正な手続を取っているものと判

断しておりますので、そういった御指摘の点については当たらないものと考えております。 

○高山委員長 海津委員。 
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○海津委員 ただ、ガイドラインというか、行政のあれの中では、契約規則ですね、第41条の

ところで、随意契約に至っては、見積書は、見合せですね、なるべく２社以上から徴収しな

ければならないないというふうに書かれているわけですよね。これだと言い値になってしま

うかもしれない。それも６億円ですからね、６億円が言い値に見られてしまうというのは、

いかがなものなのかなと。そのあたり、本当に住民監査請求に堪えられるのかと。何かしら

なければ……。 

○高山委員長 海津委員、繰り返しの質問ですね。 

○海津委員 あ、分かりました。では、そこのところはきちっとやっていただきたいと思いま

す。 

 それで、そこに関しては、３月４日の住民説明会が行われるわけですから、そこできちっ

とした住民監査請求にも堪えられる、なぜ随意契約になって、６億円、それから事務のほう

も、あっちのほうの会社のほうに関しても、大丈夫だったか、何でその金額になったのか、

そこに妥当性なんかを、しっかりと説明を果たしていただきたいと思います。 

 それともう一つ……。 

○高山委員長 海津委員、もう一つ、もう一つって、４つぐらいやった。 

○海津委員 分かった、分かった、分かりました。では最後、最後、本当に最後。 

 それで、子どもの権利条約の中に遊ぶ権利があるわけですよ。遊ぶ権利からしたら、もっ

とさらに考えて、場所と、それからいかに遊ぶ場所を確保するかというのは、物すごく重要

な課題だし、もともと日鉄興和不動産の一番なるところ……。 

○高山委員長 海津委員、幾つもあるんだったらまとめて聞いてくださいってさっき一番言っ

たのに、約束破りですよ。 

○海津委員 マンションのところの話が、本来だったら令和８年の３月には終了するわけです

よね。もう間に合わなくなるということが分かっていたわけなので、そこから考える、逆算

すると、あまりにも着手するのが短かった、遅かったのかなということは指摘したいし、も

う一回言っておきます、子どもの権利条約で遊ぶ権利は確実に保障されていることなので、

さらに子どもたちが遊ぶ状況を、お金をかけてでも確保できるように要望して、終わりにし

ます。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 最初に、先ほど石沢委員が聞いた財政運営のところで、１点言っておきます

が、さきの質疑で財調基金の取崩し額は、当初52.6億円が６億7,000万円でとどまったとい
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うことは分かったですよ。だから、財政課長さんは結果で見ることが必要だというふうに、

私たち、それはそう思います、まさに。説明する勇気がおありですかというふうに聞いたの

は、当初と結果の、今、見通しだけれども、その乖離について説明する勇気はおありですか

というように問うたのね。 

 それで、今の瞬間やっていることは、来年度、６年度の当初では、やっぱり80億円財調を

取り崩すって、そこを今、説明されているでしょう。それから、この後、報告事項になって

いるけれども、総合戦略とか公共施設管理計画では、いずれも当初の見込みで財調はどんど

ん減るというのを説明しているじゃないですか。 

 だから、それはそれで見通しをそういうふうに示したのはいいけれども、その乖離につい

ての説明責任はあるんですよということを先ほどの質疑は指摘をしたものであって、それは

指摘をしておきますけれども、一つ聞いておきたいけれども、結果、本補正予算に記載され

ている214億円の財調基金というのは、今回、総合戦略の財政運営のところで出ているけれ

ども、適正な財調基金は200億円ということで、多分初めてそういう実額で示したなと思う

んですね。プラス14億円でしょう、だからこれはもう十分だというふうに評価しているんで

すか。どうなんですか。それだけちょっとまず確認して、それで進んでいきたい。 

○高山委員長 進財政課長。 

○進財政課長 まず、当初で見込んでいた60億を取り崩す、結果、その年間で見ると、６億

7,000万円しか取り崩しませんでしたよという結論、それは事実なんですけれども、そこの

説明責任というのは、基金全体で見ると、結局どこにこの２月補正で余ってきた財源を積ん

でいるかというところにも影響してくるんですね。例えば今回は特定目的基金のほうには全

く金額は積んでいません。それはなぜかというと、来年度当初予算で86億円を取り崩さない

と当初予算編成が組めない。そういったところを我々が見込んでいるので、財政調整基金の

一定の残高を維持するために、今回は２月補正で財政調整基金に全部積んだと、そういう判

断をしたところになります。 

 なので、そこの説明責任を区民の方にする勇気があるかどうかというよりも、むしろ将来

の財政見通しを立てながら、健全な財政運営にどうつなげていけるかということを我々は目

標にして、実際にやっているというふうに御理解いただきたいと思います。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 だから、そういうやり取りは、まさに納税者、区民に対して説明したら、今

みたいなやり取りになると思うんですよ、区民の人たちと。ここでやっているだけでは不足
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だというのは、僕らの認識であります。 

 加えて、繰入金を全部使った年はあるんですかというのは、それはお答えがなかったけれ

ども、そんな年はないわけだ、はっきり言ってね。ないでしょう。まあ、いいです、それは。

開闢以来といったけれども、全部遡るわけにいかないので、ただ、僕らが見ている、僕が議

員にならせていただいた以降、ないですよ。 

 それで、中へ入っていきますが、まず最初に、増額補正になっているところについて触れ

ておきたい。111ページの小石川福祉作業所シャワールーム追加、310万円余り、駒込保育園

の擁壁改修、100万円余り、129ページの、これ長寿食堂、この補助金ということで、２件分

ということで55万円、それから139ページの児童館、これ育成室ね、8,000万円、それから

141ページのネズミの駆除とか、それから予防接種の予算、それから151ページの妊婦健診が

増えたと。これ、今、普通、妊婦健診10回はエコーをやりますということなので、そこに接

近させていくことは必要だと思うけれども、これもいいというふうに思う。 

 155ページの細街路整備、159ページの区道無電中化、私道補修、私道下水、お金がそれぞ

れついております。これも区民生活を支えるというのは必要だよね。 

 165ページ、地球温暖化の断熱窓の改修、これも大事だと思う。 

 175ページの就学援助の増額分、そして175ページの学校給食支援の特別支援学校の分、こ

れは６月に私たちが求めたのがついてよかったと思います。 

 ちょっと飛んじゃいましたけれども、131ページの院内介助サービス、これも増えている、

実績増ということで。 

 こういうものは、ここまで含めると、大体５億円ほどになると思うんだけれども、ほかに

も幾つかまだあると思いますけれども、これらの計上はそれぞれ当然であり、評価するもの

であります。 

 その上で、139ページの児童の保育委託費、この補正額は１億9,800万円だけれども、ここ

について、この金額の増減の内訳があると思うので、それをお示しいただきたいんですね。

事前にちょっと聞きましたら、この分の中には、国の国家公務員の人事院勧告に基づいて、

公定価格のアップ分というのが含まれているということであります。その額についてもお示

しいただいて、そういう人事院勧告で、これ私立認可保育園の保育士の人たちの給料を上げ

るという話だと思うので、何でそこへつながってくるのか、それについて調べていただきた

いとお願いしたけれども、何か分かったことがありましたでしょうか。 

○高山委員長 永尾子ども施設担当課長。 
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○永尾子ども施設担当課長 児童の保育委託、約１億9,800万円の増ということになっており

ますが、その内訳につきましては、いわゆる施設の運営費ということでお支払いをしている

保育委託費のほうが約４億8,700万円の増額、逆に、保育所等運営費負担金のほうが約２億

9,000万円の減額というふうになっております。 

 こちらの、いわゆる保育委託費のほうの人件費につきましては、今、副委員長のほうから

お話がありましたように、国家公務員の給与の改定状況に準じるということで、毎年改定が

されております。令和５年の人事院勧告に基づく保育士等の人件費分の改定状況でございま

すが、5.2％程度引き上げるというような改定状況になっております。 

 こちらの保育の公定価格のほうがなぜ人事院勧告と連動しているのかという部分につきま

しては、これは同じ公定価格で介護と障害につきましては、施設のほうの収支状況等を国の

ほうが実態調査をして、３年に１回、原則として報酬改定が行われていると。保育について

は、先ほどお話ししましたように、公定価格のうち人件費分については、国家公務員給与の

改定状況を踏まえて、毎年改定されていると。こちら、なぜかというところも調べてみたん

ですけれども、ちょっとそこの部分については、はっきりとは分からなかったという状況で

ございます。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 はい、分かりました。４億8,700万円ですね、この分が保育士さんたちの処

遇改善に使われるということで、これは大事なお金だというように思います。ケア労働の処

遇改善を求めてきて立場から、評価をするものです。 

 また、これは何で国家公務員の話だろうと思っていたんですけれども、こういうかかりぐ

あいになるということについては、今、介護と障害とはちょっと違う仕組みだかになってい

るというところまでは分かるんだけれども、こういうものについては、保育はやはり児童福

祉法の24条からして、自治体に実施義務があるという観点から捉える必要があるかなと思い

ますけれども、そのことは指摘をして、次に行きます。 

 133ページに、先ほどどなたか触れた障害者グループホーム等の整備があります。これは

385万円になっていますね。これ、私も田中委員の近所なので、放課後デイサービスができ

ますって看板がついているんだよね。ここなのかなというふうに思ったら、何か違うような

ので、今度の整備費の補助の追加で、どこにどんな障害者施設が何人分用意できたのか。こ

れは到達、お示しください。 

 それから、134、135ページのところの心身障害者福祉施設管理費のところで、これは昨年
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私、作業所の利用者の皆さんの中で、なかなかコロナの中で財政的にも体制的に厳しいとい

う背景があったにせよ、年１回のバス旅行ができないという事態が起きているというのは、

紹介しました。この１年間の間で、管理運営費ということで更正の補正予算になっているけ

れども、そうした旅行、それは再開できましたか。 

○高山委員長 橋本障害福祉課長。 

○橋本障害福祉課長 １点目の障害者グループホーム等整備補助に関連して、今年度は区内で

児童発達支援の事業所が２か所、そして放課後等デイサービス事業所が１か所、新たに開設

されております。場所等につきましては、児童発達支援は千駄木五丁目及び本郷三丁目、そ

して放課後等デイサービスは白山一丁目にできております。 

 いずれも、開設に当たりまして、こちらの整備補助などを申請し、支給しておりまして、

この見込みが当初上回っていたものですから、今回の補正をさせていただいているところで

ございます。 

 御質問にありました向丘につきましては、３月開設するということで、話は伺っておりま

すけれども、こちらの整備補助についても御案内をしておりまして、申請はこれからという

ことになっております。 

 ２点目の心身障害者福祉作業所管理運営費のところでございますけれども、こちらは内容

としましては、防犯カメラの設置を行っていたところ、設置のやり方で工事が不要になって、

設置込みのリース契約となったものですから、工事費について補正をさせていただいたとこ

ろでございます。 

 御質問にあった、活動プログラムとしての旅行等につきましては、今年度はコロナが５類

移行になったということも踏まえまして、小石川・大塚福祉作業所合同で一泊旅行に行った

ということで報告を受けております。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 分かりました。それはよかったというふうに思います。 

 この放課後デイと児童発達支援ができたということは、これは足らないという話で、議会

でも何度も話になっていたところなので、できましたよというふうにぜひお知らせいただき

たいというふうに思っております。向丘はこれからだということなので、それも併せて、ぜ

ひつくっていただければというふうに思います。 

 それで、この障害関係の経費の132、133ページのところは、心身障害者福祉給付費という

ことで、これは昨年来聞いてきたやつなんですね。当初計上は34億円で、この補正予算では
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２億円余りを補正している。だから、結果として、今の時点で２億円足らなかったという補

正額になっているわけです。 

 この２月補正での心身障害者福祉給付費の増額修正というのは、令和３年度が1.8億円の

プラス、令和４年度が1.9億円のプラス、令和５年度、今回は2.2億円のプラスということで、

概算で今言いましたけれども、３年連続でプラスしており、何かよく分からないけれども、

1,000万円ずつアップしているんですね、規則的にね。 

 それで、この問題については、11月の私どもの板倉議員の一般質問で、前年決算額からの

この給付費の伸びを抑制されたというふうに推測しますが、否定できますかと、そういう質

問をしているんですね。それに対する区長答弁は、必要な額から当初予算を減額して編成し

たものではありませんという答弁でありました。この必要な額というところについてお聞き

したい。なぜならば、区長のこの答弁では、抑制はしていませんよ、そういう言葉での答弁

ではなかったんですよ。だから、必要な額というのは一体何なのかと、この答弁で指してい

るのか。これを確かめたいんですね。必要な額とは、前年度決算額からの必要なニーズの伸

びを加味した金額として捉えているのか、前年度決算額からのニーズの伸びは加味していな

いが、何らか判断した金額なのか、どちらなんですか。 

○高山委員長 橋本障害福祉課長。 

○橋本障害福祉課長 当初予算の算定に当たりましては、サービスごとの月当たり平均額です

とか伸び率の平均など、必要なデータを作成しながら予測しております。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 区長の答弁では、前年度決算額からの必要なニーズの伸びを見ているという

言い方になっているんだけれども、区長の答弁について聞いているので、ちょっと答えてほ

しいんだけれども、必要なニーズの伸びというのは、では今言ったいろんなデータからどこ

まで見ているんですか、それとも見ていないんですか、必要な額と言っているのは。 

○高山委員長 橋本障害福祉課長。 

○橋本障害福祉課長 こちらの障害福祉サービス費は、各サービスですね、居宅介護ですとか

グループホームとか、そういった各サービスがございますけれども、それごとにデータを作

りまして、先ほど申し上げた必要なデータを整えながら、伸び率なども含めて算定している

ところでございます。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 ここで区長が述べられた必要な額というのは一体何なのか、きちっと説明し
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てほしいと思うんですね。なぜならば、この質問では、11月ですよ、枠配分方式を休止した

令和３年、４年、５年が給付費が２月補正でプラスになっていると。そのときはまだ２月補

正になっていないですから分からなかったけれども、この枠配分方式の休止と関係があるん

じゃないかというふうに述べたけれども、それについては、ざっくり言って、違いますとい

う答弁だったんですよ。だけれども、結果として、やっぱりこの５年度、プラス補正になっ

たじゃないですか。だから、これについての説明というのは、やはり引き続き求められます

よ。 

 こういう話が私のところに寄せられている。視覚障害に中途でなった方がいて、障害者手

帳を文京区の障害福祉のところでもらったと。そのときに障害の手引ってもらいますよね、

冊子。もらった。だけど、その方は、その後、その冊子を、視覚障害の方だから読めないん

だよね。何年もたってから、移動支援というサービスがあるというのを気がついて、それで

何でもっと早く教えてくれなかったんですかと、こういう声もあるわけですね。 

 だから、障害福祉の分野で、いろんなケースがあるんだろうけれども、このとき板倉議員

が指摘をした、伸びを抑制されたと推測するが、否定できますかということで、明確な否定

はなかったけれども、私は、新年度に向けては、このようなことがないようにしていただき

たいというふうに思っております。何か答弁はありますか。 

○高山委員長 橋本障害福祉課長。 

○橋本障害福祉課長 障害福祉サービスに関しましては、必要な方がサービスを利用いただけ

るための経費を確保するということで、今回も補正をさせていただいているところでござい

ます。 

 御質問にありましたような、サービスを知らなかったというようなことにつきましては、

例えば障害福祉の手引については、音声版も御用意しておりますので、必要な方にはそちら

を御利用いただいて、必要なサービスを御理解いただくということについては、今後もその

周知に努めてまいります。 

 予算に対して実際の利用状況というのは、お一人お一人の希望するサービスの利用の実績

の積み上げでありますので、予測と開きが出てくるということがどうしても生じるというと

ころで、その点を補正させていただくということで、内容としては適切に計上しているとこ

ろでございます。今後も引き続き、精緻な算定に取り組んで、適切な予算計上に努めてまい

ります。 

○高山委員長 金子副委員長。 
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○金子副委員長 その音声というのは、視覚障害の人にはみんな配っているんですか。それ希

望した人だけなの、どっちなの、ちょっとそれはっきりしてください。 

○高山委員長 橋本障害福祉課長。 

○橋本障害福祉課長 必要な方には御案内を差し上げておりまして、視覚障害のある方には御

案内を差し上げておりまして、それがお手紙ということもありますので、その場合には、必

要な方、ヘルパーの方ですとか関係支援者の方に読んでいただいて、その音声版があるとい

うことを御理解いただいているというところでございます。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 では、それはまだ課題を残すと言っておきます。 

 衛生費のところで、ページはちょっと、ごめんなさい、衛生費の感染症対策の費用が一連、

マイナス補正になっております。それはコロナが５類になりまして、当初予定した委託費を

使わなかったということになっているんだけれども、149ページあたりですね、そこです。

これについては、私どものこの間の６月議会、11月議会で、コロナ対策関連経費に占める物

件費の中の随意契約の額ってどれぐらいですかと聞いてきたんですね。それをちょっとまと

めますと、感染症対策経費というのは146億円使ったと、令和２年から４年度まで。そして、

そのうち物件費は131億円、131億円で感染症対策の９割になるわけですが、これが全部委託

費だったというわけじゃないけれども、その委託の分というのは非常に大きかったと思うん

ですよ。 

 それから、コロナ感染症対策経費は全体で400億円を超えるんだけれども、121億円は随意

契約だったんですね。この大半は感染症経費だったというふうに推測されます。なぜなら、

10万円を全員に配るという事業も生活支援でやりましたから、その分を差し引けば、感染症

対策の経費というのは、随意契約だったというふうに推測されるわけであります。 

 それで、お聞きしたいのは、過去３年間について、委託事業者というのは、いろいろ使っ

てきたんだけれども、そのときの実態というのは、どうだったのか。どこの自治体もみんな

委託でやっていましたので、事業者を見つけるのに多分苦労されたと思うんですよ。という

こと。 

 それから、今回の補正予算では、これは使わなかったらマイナスになっているけれども、

仮に感染症、新興・再興感染症という言葉で今度は言うようになっているんですけれども、

そうなったときに事業者というのは一体見つかるのかどうか。その辺の見通しというのは、

実際どのようになっているんでしょうか。 
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○高山委員長 小島予防対策課長。 

○小島予防対策課長 随意契約、過去の委託に関しましては、患者様の、区民の命を守るため

に迅速に対応して、早急に人材を確保して対応していくという必要がございました。何度も

感染の波が起こる中、疫学調査や健康観察に既に慣れている方に継続して来ていただくとい

う必要性、また国の方針や変更に柔軟に対応をしていく必要から、適切な業者と契約するた

めに随意契約で早急に対応する必要があったと考えております。 

 今後の予防計画でも述べておりますが、人材の確保というところでは、初動のところから

しっかりとやっていくというふうに民間業務委託を含めて検討していくという、区の事務職

員の数も見込んで人員体制を想定しておりますので、しっかりとやっていきたいと思ってお

ります。 

 今後も適宜、情報収集を行っていきますし、再度の新興感染症対応の人材確保と、コロナ

の経験をどのように生かしていくかというところについては、我々、公的機関だけでなく、

民間事業者含めて考えていくべき課題と考えております。今回のコロナの波を経験したこと

で、対応としては、コロナ前と比べては、経験値という意味でも我々としても蓄積されてい

ると感じております。 

 以上になります。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 状況は、ちょっとあんまり……。まあ、そういう答弁だったというふうに聞

いておきますが、職員体制のところでも言っておきましたけれども、感染症対策の直営の部

分の体制というのは、やっぱり引き続き強化する必要があるというふうに言っておきたいと

思います。 

 そして、最後でいいかな、179ページ、私は、柳町小学校の第二仮設校舎の増築分の金額

がここに出ておりますので、そこで聞きたい。 

 先ほど海津委員も述べられたので端折りますが、随意契約だという点です。随意契約につ

いては、文京区の契約事務規則というのがあるんですね。かつて３年ぐらい前の定期監査で、

この契約事務規則では、なるべく見積りを２人以上から徴さなくてはならないというんだけ

れども、複数から徴していないよという指摘があって、改善したこともあると思うんですね。

それは41条なんですよ、事務規則の。その前、２つの条文からちょっと聞いていきたいんだ

けれども、39条については、あらかじめ契約の発注見通しを公表することとあるんですね。

これはいつ、この柳町について公表しましたか。それから、契約締結前後、これもいろいろ
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あるけれども、相手方とか決定方法とか公表となっている。これも契約されたと思うので、

公表をどのようにしたのか。契約前どのように公表したのか。 

 それから、40条、随意契約によるときには、予定価格を定めること。予定価格は幾らだっ

たのか。 

 41条が、海津委員も触れられた、２つ以上の見積書ですね。ですから、２社の見積書の金

額をお示しいただきたい。 

 そして、これまで文教委員会なんかで、先ほども少し触れましたけれども、何で随意契約

なのかということについて、電源の接続とか解体のときの対応とか、そういう説明があった

から、金額に即して、なぜそのような金額の中で１社のほうの──決まったのは東海リース

だというふうになっていますから、そっちのほうを選んだのかということを一連、御説明を

いただきたい。 

○高山委員長 宮原教育推進部副参事。 

○宮原教育推進部副参事 まず、今回、区の随意契約を結ぶ際に当たりましては、区のガイド

ラインでは、競争によらない十分な理由があるなど、一定の基準に沿ったものであれば、１

社からの見積りを聴取することとなっております。本件については、それに該当するものと

考えておりますが、見積額の妥当性を検討するために、契約予定の事業者以外からも見積り

は徴収してはおります。 

 見積額は、指定した事業者が税込で５億2,160万円、２社目が４億6,640万円となっており

ます。 

 なお、両者とも同じ内容で見積りは依頼しておりますけれども、２社目の事業者は、昨今

の職人不足等により、指定期間でエレベーターが設置できないとのことで、その工事費が別

途となっております。また、隣接構造物の補償費も別途必要との付記がございました。 

 業者指定したほうの事業者は、エレベーターが間に合わない点は同じだったんですけれど

も、代替案として、階段昇降機の設置費用が盛り込まれていたことと、また、既存仮設校舎

は、建設した事業者ですので、補償等はないことになってはおります。 

 そういった状況と、また、先ほどの御答弁と重なりますが、令和７年４月までの竣工が急

がれるということも含めまして、総合的に判断して、随意契約を選択したものではございま

す。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 エレベーターの件は、１月の文教委員会で昇降機にするとたしか説明があっ
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たのかな、通年議会のときにね。そうですよね。だから、そういう経過だったわけですよね。 

 それで、今の金額を聞くと、要するに契約した東海リースのほうが4,000万円か5,000万円

弱ぐらい高かったけれども、そういう理由で契約した。それ随意契約だったということなん

だけれども、今の説明、何かちょっと気になったんですけれども、随意契約ガイドラインで

は、見積り１社でよいというふうになっているんですか。では、契約事務規則の41条という

のは、なるべく徴さなくてはいけないだから、これは矛盾しないということなんですか。 

 それから、今の答弁の中で、契約事務規則の39条、40条関連は答弁がなかったんだけれど

も、これは誰か答弁できるんですか。 

○高山委員長 坂田契約管財課長。 

○坂田契約管財課長 まず、１点目の見積書の徴収につきましては、随意契約のガイドライン

に基づきまして実施しているところですけれども、予定価格が、地方自治法施行令の第167

条の２の第１項、第２号から第７号に該当する場合は、１社からの見積書を徴するというこ

とで、こちらのほうは記載してございますので、１社の徴収でも大丈夫だということになっ

ております。 

 また、２社取った場合なんですけれども、こちらにつきましても、随意契約において、２

社以上の見積書を徴収することについては、予定価格に照らして、契約価格の適否、妥当性

を検討する上で、そういった相手方を選定する資料としてなるものと考えております。 

 この際、特段の理由があれば、価格だけの点で有利なものと契約する必要がないことにな

っておりますので、今回も適正に手続されたものと考えております。 

○高山委員長 宮原教育推進部副参事。 

○宮原教育推進部副参事 今回の随意契約にした理由のもう一つの点でありますと、先ほども

ちょっとそこは御答弁で触れたところではございますけれども、他者がもし入った場合です

と、リース物件であります渡り廊下であったり、設備配線が使えない。そこが使えないこと

になりますと、既存校舎側との接続が別途必要になってきてしまいますので、その改修工事

費がさらに必要になることと、あと、そうするとどうしても渡り廊下が別にできますので、

児童の動線が別になってしまって、輻輳するといったあたりもございまして、今回につきま

しては、既存の仮設校舎を建設した事業者と随意契約したほうが有利であるというふうに判

断したしたところでございます。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 それぞれ最後の第一仮設とつなぐ分が別途料金になっていますよということ
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は分かりました。金額の中に入っていないということだよね。だから、そういう金額構成に

なっているのは分かったけれども、ちょっとその39条と40条、予定価格とかあらかじめ発注

見通しを公表というのは、ではこれはしなかったということなんですか。誰も答弁しないん

だけれども、どうなっているんですか。契約事務規則の39条、40条というのは、別に守らな

くてもいい規則なんですか。どうなんですか。 

 随意契約ガイドラインって、ホームページとかに載っていなくて見れないんだよね。だか

ら、僕は、公開されている事務規則から質問しているの。だから、これが39条、40条という

のは関係ないんですよというなら、そういう説明をしていただきたいんだけれども。 

○高山委員長 どうでしょう、整いましたか、答弁。 

 坂田契約管財課長。 

○坂田契約管財課長 では、ちょっとその当たり再度確認をさせていただきまして、答弁させ

ていただきたいと思います。 

○高山委員長 確認して答弁、そしたら……。 

 金子副委員長。 

○金子副委員長 では、ちょっと先に進みますけれども、その規定との関係は後で説明いただ

きたい。 

 それで、今ちょっと正確な引き算できないんだけれども、4,000万円か、5,000万円ぐらい、

高いほうにいずれにしても決めたんだということなんですよ、そういう事情があったにせよ

ですね。このことの背景には、私は、児童数への推計がやはり目算が違ったと。だから、ピ

ークが、もともと柳町小学校の建て替えというのは、明化小学校、誠之小学校と異なって、

住民の皆さんの請願の取組もあったこともあって、児童数に早めに対応するということで決

断してやったものですよね。事業の性格と違いますよね。しかし、前倒しでピークが来たと

いうことだと思うんですよ。ところが、誠之小学校でも、仮設校舎を壊した後に、もう一回

仮設を造るということも起きているわけなんです。だから、これ２回目なんですよ。現象的

には、共通していることが２回起きているのね。 

 だから、私は、こういう２回目のことの、その勉強代じゃないけれども、経費──勉強代

って、ちょっと失礼だよね。税金だからね。だから、この随意契約について、こういうとき

聞かなければいけないことになっているというふうに思うんだけれども、これは１所管の問

題だけにとどまらないで、文京区が児童数を推計したり、建て替えの事業を行っていく、構

えの問題もあるというふうに思うんだけれども、そういう点で、これは何か今後の教訓にす
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ると。こういう目算が狂ったということは、僕の言い方だけれども、それは教訓にして、こ

ういうことはなくしていくということをやはりきちっと示す必要があるというふうに思うん

だけれども、これはいかがですか。先ほどの規定の問題と含めて御答弁いただければ。 

○高山委員長 宮原教育推進部副参事。 

○宮原教育推進部副参事 既存校舎仮設の規模等の想定が、児童数の想定等が足りなかったの

ではないかという御指摘のところでございますけれども、まず柳町小学校に当たりましては、

設計を行った段階では、まだ柳町遺跡そのものが埋蔵文化財の包蔵地等は周知化されており

ませんで、令和３年の３月に改築工事が開始された後にそこが指定されたことも一つ要素と

してはございます。その件で、埋蔵文化財の本調査のほうで工期が延びてきているというと

ころから、もともと想定していた竣工のタイミングよりも後ろ倒しになっているところが、

その間の児童数増加との時間的な距離が間に合わなかったという点が一つ。 

 それと、もう一つ大きいのが、やはり令和３年４月に35人学級が実施されるといったとこ

ろは、当初の予定では想定されていなかったことで、当初予定していた教室数よりも多くの

教室数が必要になったことがあります。 

 また、柳町小学校は、特別支援学級がある学校ですので、特別支援学級につきましては、

学区がない学校ですので、これは児童数の想定というのが非常に難しくて、その児童数が増

えているということもあって、教室数不足が発生している点がございます。 

 一方、誠之小学校ですけれども、誠之小学校は、想定外の要素としては、途中コロナの影

響が出て、工期が延びてしまったということで、やはり工事の竣工が延びたことで、想定し

ていた数が足りなくなったと。加えて、令和３年４月の35人学級の影響があったといったあ

たりが考えられるところでございます。 

○高山委員長 坂田契約管財課長。 

○坂田契約管財課長 先ほど契約事務規則第39条の２のところですけれども、あらかじめ契約

の発注見通しを公表することといった、一連のこの条項につきましては、あくまでこちらは

自治法施行令の第167条の２の第１項第３号及び第４号というところで、第３号は福祉関係

の施設等が発注するときですとか、第４号が新たな事業分野で発注するときに行うもの、該

当するときにこちらを適用するもので、今回の件については該当しないものと考えておりま

す。 

（「40条も」と言う人あり） 

○坂田契約管財課長 こちらですけれども、予定価格、見積書の徴収というところですけれど
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も、ここの章は全体的に少額随意契約のことを言っているんですけれども、こちらもなるべ

くですので、あくまでなるべくというところで、基本的には必ずしもここにですね、これと

は別に自治体のほうで、今回区の方ではガイドラインを設定しておりますので、こちらのガ

イドラインに基づいて事業を行っているところでございます。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 では、規則とガイドライン、どっちを優先するんですか、これ。監査委員会

からも指摘されていることでしょう。今回の事例は、市場価格を調査するために、もう一個

見積りを取ったから、何か41条に即しているかのように見えるけれども、実態的には１社だ

ったという整理にこれはなっていますよ。監査委員会が指摘しているのに、１社でよかった

んだと。規則でもガイドラインだからいいんだと。これはちょっとどうなんですか。行政の

適正性とか公平性とか、そういうのはどうなのかという疑問は残りますよ、今の質疑は。 

○高山委員長 吉岡監査事務局長。 

○吉岡監査事務局長 金子副委員長のおっしゃっています監査の報告書の件でございますけれ

ども、恐らく見るに、令和２年度の分かなと思っております。それの中で、見積書の徴収で

すとかの指摘をしておりますけれども、それについては、部庶務担当課長の権限で行う契約

ということでございますので、いわゆる少額の、部に権限が下ろされたものの中でやってい

るというところで、それの中では、当然、普通の一般の入札のように見積書で適用徴収をし

て行うという原則でやっておりますので、そこの部分について、きちんと見積書の徴収がさ

れていなかったという点がありましたので、その点は指摘をしているということで、今回の

工事の案件といいますのは、少額のものでありませんので、そこのところについては、例え

ば先ほどるる説明がありました、競争性の観点から、１社でなければ施工できないものにつ

いては、これには当たらないというふうな判断をしております。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 その監査の指摘事項は、少額でも２社取ったほうがいいですよと、そういう

ことでしょう。取りなさいという指摘でしょう。だったら、金額が大きかったら、ましてな

おさらというふうに読むのが通常の解釈ですよ。そうでしょう。ちょっと最後に、その40条

の……。 

○高山委員長 ちょっと待って、今の解釈について……。 

○金子副委員長 ですよと、私の意見です、これ。解釈が違っているんだからしようがないよ、

それは。 
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○高山委員長 金子副委員長がそう思ったけれども、どうかと……。 

○金子副委員長 いや、委員長と議論しているんじゃない。私は思いますので、それは指摘し

ておきます。 

 そして、40条も適用外ということなんですか。さっき39条は違うと言ったけれども、そこ

ははっきりして。 

○高山委員長 坂田契約管財課長。 

○坂田契約管財課長 40条の予定価格についても、これも予定価格を事前に定めているもので

ございます。 

○高山委員長 吉岡監査事務局長。 

○吉岡監査事務局長 金子副委員長の意見ということでございますけれども、私が先ほど答弁

したとおり、少額のものと、今回の案件は、少額ではなくて、必要に応じて随意契約でなけ

れば契約を締結できないと、執行ができないという案件でございますので、それは当たらな

いというふうに思います。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 だから、それは随意契約ガイドラインでそうなっているという話なわけで、

どっちが優先するんですかというのは、それは規則でしょうというふうに私は思います。 

 それで、このことの経過の全体としては、先ほど義務教育標準法の改正というのは、一つ

要素があると言ったけれども、文京区議会では、平成28年だったかな、35人学級にしろとい

う請願が通ったんですよ。あのときの当局からの返事が何年後かに返ってきたけれども、で

きませんと言って、議会はやろうと言ったんですからね。だから、それは今日に至って35人

学級になって、さらに進んでいこうというのが、今、動きがあるけれども、そういう経過を

たどっていることからして、義務教育標準法の改正でもって間に合わなくなったというふう

に主張するのは、それは妥当性を欠くと言っておきたいと思います。 

○高山委員長 それでは、各会派の態度表明に入りたいと思いますが、思いのほか時間がかか

ってしまいまして、中には30分以上議論、どれもこれも重要な論点だったんですけれども、

言った方もいらっしゃるので、補正予算はあと４つありますので、できる限り御協力賜りた

いとお願いを申し上げます。 

 では、自由民主党さんから、議案第50号、態度表明をお願いします。 

○田中（としかね）委員 我が会派の委員からも御指摘させていただきましたが、国が大枠と

して政策方針を打ち出して、その方向性で、東京都も含めた自治体が各自の状況に合せて施
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策を展開するという、その中で、文京区としてもカスタマイズも必要でしょうが、当然、独

自性も求められるわけです。文京区として、区民の目線で、生活者の目線で、必要とされる

施策の優先順位をつけていくわけで、それを次々と速やかに対応していかなければならない、

そのための補正予算でありますので、自民党、議案第50号、一般会計補正予算、賛成であり

ます。 

○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 議案第50号、令和５年度の２月補正、一般会計補正は、７回目の補正ということ

で、総務区民委員会における補正予算審査の重要性を改めて感じているところでございます。 

 都事業の早めの把握、保育士の処遇改善と人材確保、各種防災事業の利用促進、官民連携

のさらなる促進、特目基金の整理、柳町小学校教室対策、高校生世代への学びの支援強化、

学校等における作業療法士・理学療法士等の専門職の活用強化、会計年度任用職員のフルタ

イム任用の検討、育成室待機児童加速化プランの各種契約の適正性の確認、随意契約の手続

の適正性の確認など、質疑において会派委員が指摘した事項にお取り組みいただくよう意見

を付しまして、政策チームＡＧＯＲＡは、一般会計補正予算に賛成をいたします。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党は、議案第50号、一般会計補正予算に賛成いたします。 

 このたびの７回目の補正予算に際して、最終39億円の減額補正ということで、結果、予算

規模が1,226億円となった報告をいただきました。内容審査をさせていただき、減額補正、

追加補正の内容について、おおむね適正であるというふうに確認をさせていただきました。 

 様々、いろいろあるんですけれども、質疑の中で要望したことに関しては、ぜひ前向きに

反映していただくことをお願い申し上げて、公明党、賛成いたします。 

○高山委員長 日本共産党さん。 

○金子副委員長 ２月の補正予算ですが、まず補正予算の質疑の中で触れたように、各種経費

の増額の部分、触れた部分については、評価し、賛同するものです。 

 とりわけ、人事院勧告に基づく、私立認可保育所の保育士の処遇改善のための４億8,700

万円については、ケア労働者の処遇改善を求めていた立場から大いに評価し、今後はその根

拠や趣旨についても確認していただきたいということでお願いをしておきたい。 

 特別支援学級に通う児童・生徒の給食の無償化分についても、９月補正予算で述べたのと

同様に歓迎し、賛成をしたいというふうに思います。 

 ほかにも、区民の切実な願いを反映している分はたしかにあります。そういうことを評価
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したい。 

 一方、財政運営全体についてですが、令和５年度の運営は、当初52億円の財調基金を取り

崩してすると区民に説明し、始まったものの、決算見込みで、この２月補正で、その財調基

金取崩しは6.7億円だということが分かりました。財調基金残高は、132億円から210億円と

82億円の上振れであります。この当初の見通しと実態の乖離を今、区民に説明すべきとする、

この説明責任を求める質疑に関わって、今、当初予算を区民に説明しているのと同じような

形での責任を果たすということが求められと指摘をしたい。 

 区民生活と地域経済は、物価高騰やコロナ後の再起動を目指す中で、今、大変です。さら

なる支援が必要であり、中小企業、商店への物価高騰支援や、学校間の格差も質疑の中で、

老朽エアコンなどの質疑を通じて明らかになっております。すぐ対応していただきたい。 

 こうした暮らしの支援については、私たち、今度、子どもの国保の均等割とか、高齢者の

医療費助成をやろうと、９億7,000万円余りの条例提案をしておりますが、そういう規模で

の大胆な支援策が必要だと指摘をしておきたい。 

 財源については、この補正予算書にあるように、財調基金は区が適正額とした200億円を

14億円上回る214億円の残高見通しなのですから、十分可能だと。このことも指摘をして、

日本共産党区議団は、議案第50号、令和５年度文京区一般会計補正予算に反対いたします。 

○高山委員長 それでは、議案第50号の審査結果を御報告いたします。 

 賛成が６、反対が２、よって原案を可決すべきものと決定いたします。 

 それでは、先ほどの承認に基づき、文京子育て、たかはまなおき議員の委員外議員として

の発言を認めます。 

 たかはま議員は、発言者席にお願いします。 

 なお、発言時間におきましては、１分以内といたします。 

 それでは、たかはまなおき議員、どうぞ。 

○たかはま議員 お許しありがとうございます。 

 私は、議案第50号について、柳町小学校第二仮設校舎に関する契約に問題があり、反対の

立場で３点申し上げます。 

 まず、本件は、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に定められた、性質または目

的が競争入札に適しないに該当しないにもかかわらず、区の意向で随意契約によって締結さ

れたものであります。 

 先ほど配管の接続では、同業者でないとできないと答弁がありましたが、客観性を欠きま
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す。他者見積りを取ったという答弁と矛盾しております。本区の随意契約ガイドライン第２

号５(23)並びに第５号２に照らしても不十分です。入札すべき案件です。 

 加えて、児童・保護者への説明と合意がされておらず、本事業が行われる必然性が不明瞭

です。１年５か月使って、すぐ壊す校舎を誰が必要だと言ったんですか。校庭で遊べないけ

どいいよねって、学校へ行って子どもたちに聞いてきましたか。 

 さらに、１月25日の文教委員会では、随意契約である事実、金額等重要事項が伏せられて

おり、本契約が妥当であるか、締結前のチェックを果たす機会が失われております。 

 以上３点の理由により、柳町小学校第二仮設校舎に関して問題があり、議案第50号、ぶん

きょう子育てネットは、反対を主張いたします。これ繰り返しちゃ駄目ですよ、皆さん。あ

らぬ疑いをかけられます。 

 御清聴ありがとうございました。 

○高山委員長 以上で、たかはまなおき議員による委員外議員の発言は終了いたしました。 

 たかはま議員は御退席願います。ありがとうございました。 

 それでは、議案第51号、令和５年度文京区国民健康保険特別会計補正予算の質疑に入りま

す。 

 説明及び質疑については、歳入・歳出を一括して行うことといたします。 

 それでは、提案理由の御説明をお願いいたします。 

 進財政課長。 

○進財政課長 それでは、議案第51号でございます。令和５年度文京区国民健康保険特別会計

補正予算で、本年度第３回の補正でございます。 

 19ページの予算総則を御覧ください。 

 予算総則を読み上げさせていただきます。 

 令和５年度文京区国民健康保険特別会計補正予算。 

 令和５年度文京区の国民健康保険特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,008万6,000円を更正し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ208億4,154万5,000円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 以上でございます。 

 内容につきましては、事項別明細書の208ページ以降に記載のとおりでございますが、歳
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入については、都支出金、繰入金等を追加するほか、国民健康保険料を更正し、歳出につい

ては、保険給付費を追加するほか、国民健康保険事業費納付金等の更正を計上いたしました。 

 議案第51号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、原案のとおり御決定賜りま

すよう、お願い申し上げます。 

○高山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、御質疑ある方、挙手願います。 

 皆さん、御協力賜っていますが、時間もない中でやっていますし、お１人30分以上を質問

で使われた委員もいらっしゃいますので、御自覚していただいて、別に時間制をしいている

わけじゃないんですけれども、できるだけ委員会に御協力願いますようにお願いします。 

 それでは、金子副委員長。 

○金子副委員長 217ページに一般会計繰入金がありますよね、高過ぎる保険料ということで、

この一般会計繰入金がせめても値上げの抑制策ということで、区長会も昨年の秋に厚労省に

申し入れているというようなことを伺っております。この法定外繰入れが財政運営の広域化

ということで始まって、この間、激変緩和策ということでやっていただいていますけれども、

法定外繰入れを引き続き続けるという見通し、今、聞いたらどこまで確認できますか。これ

は区民の皆さんの負担との関係で、それは最低聞いておきたい。お願いします。 

○高山委員長 中島国保年金課長。 

○中島国保年金課長 激変緩和措置の期限がいつまでかというところでございますが、当初は

令和６年度、来年度の保険料で激変緩和がゼロになるという計画を立てておりましたが、新

型コロナウイルス感染症の医療費拡大等々がございまして、なかなか計画どおり激変緩和の

率を下げることができませんでしたので、現在は、令和８年度の保険料をもって、激変緩和

措置をゼロとするということまでは決定しているところでございます。 

○高山委員長 それでは、各会派の態度表明に入ります。 

 日本共産党さん。 

○金子副委員長 国保で、議案第51号ですね、今、質疑で明らかにしていただいたように、法

定外繰入れの激変緩和策は令和８年度まで、めどにということかな、やるということで御答

弁をいただきました。それについては、ありがとうございますということなんだけれども、

引き続き、構造上の問題だけれども、令和８年で終わったら、その後また上がっていくとい

う構造に、そのままだったらなってしまうんですね。だから、区長会でも努力している方向

をさらに追求していただきたいというふうに思います。そのことをお願いしながら、やはり
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この負担が加入者の皆さんの負担となり、社会保険との保険料の格差は歴然としております。

だから、この２月補正についても、反対という態度表明であります。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 議案第51号の補正予算、賛成いたします。 

 今の質疑の中で、激変緩和策が令和８年度まで延びたということで、ありがとうございま

す。これからも推移を見守っていきたいというふうに思います。公明党、賛成です。 

○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 政策チームＡＧＯＲＡ、国民健康保険特別会計補正予算、賛成いたします。 

○高山委員長 自由民主党さん。 

○田中（としかね）委員 自民党、議案第51号、国民健康保険特別会計補正予算、賛成いたし

ます。 

○高山委員長 議案第51号の審査結果を申し上げます。 

 賛成が６、反対が２、よって原案を可決すべきものと決定いたします。 

 続きまして、議案第52号、令和５年度文京区介護保険特別会計補正予算です。 

 説明及び質疑については、歳入・歳出一括して行うことといたします。 

 それでは、提案理由の御説明をお願いいたします。 

 進財政課長。 

○進財政課長 それでは、議案第52号でございます。令和５年度文京区介護保険特別会計補正

予算で、本年第２回の補正でございます。 

 25ページの予算総則を御覧ください。 

 予算総則を読み上げさせていただきます。 

 令和５年度文京区介護保険特別会計補正予算。 

 令和５年度文京区の介護保険特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億8,293万8,000円を更正し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ172億4,349万1,000円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 以上でございます。 

 内容につきましては、事項別明細書の246ページ以降に記載のとおりでございますが、歳

入については、保険料等を追加するほか、支払基金交付金、繰入金等を更正し、歳出につい
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ては、基金積立金等を追加するほか、保険給付費等の更正を計上いたしました。 

 議案第52号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、原案のとおり御決定賜りま

すよう、お願い申し上げます。 

○高山委員長 それでは、質疑、どうですか。 

 金子副委員長。 

○金子副委員長 269ページに地域包括支援センター運営ということで、930万円余りの更正減

額になっているわけです。その中身をこの間ちょっと聞きましたら、予定している職員の人

数が満たされていないというようなことでありました。その様子をちょっとお伺いしたいと

いうのが一つと。 

 それで、地域包括支援センターをこの間利用された方で、こういう声が寄せられているん

ですよ。80代後半の、終戦直後に小学生で教科書に炭塗りしたという方がいるんですね。今、

お元気だったんだけれども、心配になってきたので、地域包括支援センターに行ったんです

って、介護認定を受けようかなと思って。そしたら、窓口で、本当にサービスを使うんです

か、放っておくなら──放っておくならというのは、認定を受けてもということですけれど

も、放っておくなら、少したってからでもいいんじゃないですかと、こう言われたというの

ね。こういう対応では非常に困るというふうに思う。地域包括支援センターというのは、住

民の各種相談を幅広く受け入れて、制度横断的な支援を行うと。総合相談支援業務だという

ことで、これ説明されていますよね。 

 １月の３連休のある初日に、65歳以上のある方が困って、経済的困難で来たんだけれども、

そのときにも私、電話で相談したんだけれども、福祉事務所に行ってくださいと。３連休の

初日だから本庁はやってないんですね。こういう対応でいいのかというふうに私、本当に思

うんだけれども、人件費に相当する部分なのかな、これ930万円減っている中で、この体制

をしっかりつくるということを改めてお願いしておきたいというふうに思うんだけれども、

いかがですか。 

○高山委員長 木内地域包括ケア推進担当課長。 

○木内地域包括ケア推進担当課長 安心相談センター運営委託についての御質問ですけれども、

人件費につきましては、２月現在、４圏域合わせまして56名現員数として捉えております。

この１年で４圏域を合わせまして、退職者、それから入職者が数名ずつありました。ただ、

長年お務めしている方も９割弱、88％ぐらいは長年お務めされている方ですので、出入りが

あった場合についても、なるべく定着していただけるように、こちらも課題については共有
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しながら、人材育成等一緒に取り組んでまいりたいと思っています。 

 後段の総合相談であるのに窓口でお断りされてしまった件についてですけれども、時々お

問合せで、やはり思うような相談に至らなかったというような御連絡がこちらのほうにも入

っております。そのときには相談記録も参照しながら、またそれぞれの各センターの所長、

それから場合によっては担当した職員にも事情を聞きながら、齟齬があった場合には、解消

するように努めております。直接、こちらのほうからお申出のあった方にも、事情を御説明

して御理解いただくようなことも度々しておりますので、この件につきましては、引き続き

人材育成というところで努力してまいりたいと思います。 

○高山委員長 金子副委員長。 

○金子副委員長 では、単なる接遇だけのことも含めて、私が対応いただいたのは、福祉事務

所に行ってくださいというんだけれども、よく考えたら、福祉部って全部福祉事務所なんで

すよね。だから、そういう対応したということも含めて、これは改善していただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○高山委員長 それでは、各会派の態度表明をお願いいたします。 

 自由民主党さん。 

○田中（としかね）委員 議案第52号、介護保険特別会計補正予算、自民党、賛成でございま

す。 

○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 金子副委員長が御指摘されたことだけではなく、そもそも高齢者あんしん相談セ

ンターの相談機能については、今後もより一層向上していただきたいというふうに私どもの

会派からも申し上げておりますので、そちらのほうはよろしくお願いしたいというふうに思

います。 

 以上の意見を付しまして、介護保険特別会計補正予算に賛成をいたします。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党も、52号、介護保険の補正予算、賛成をいたします。 

 あんしん相談センターの機能拡充とか、相談事業の一層の丁寧な対応というのは、私も区

民のほうから御要望いただいていますので、併せてお願いを申し上げて、賛成いたします。 

○高山委員長 日本共産党さん。 

○金子副委員長 議案第52号の介護保険ですが、この補正予算書には、介護保険の基金が23億

円の残高になりますと書いてあります。新年度から始まる３年間で10億円使うということに
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なっていますけれども、それでも13億円余るという話になっているわけですよね。だから、

今回、文京区が行ったパブリックコメント、高齢者・介護保険事業計画の中では、29件寄せ

られたパブリックコメントのうち、10件が介護保険料の値上げ反対ということであります。

したがって、次期の介護保険料も全体として平均のところではプラス値上げになっています

し、先ほどの地域包括の件もありますけれども、これでは賛成というわけにいかない。態度

表明としては、議案第52号については、反対であります。 

○高山委員長 それでは、議案第52号の審査結果を御報告いたします。 

 賛成が６、反対が２、よって原案を可決すべきものと決定いたします。 

 続いて、議案第53号、令和５年度文京区後期高齢者医療特別会計補正予算です。 

 説明及び質疑については、歳入・歳出を一括して行うことといたします。 

 それでは、提案理由の御説明をお願いいたします。 

 進財政課長。 

○進財政課長 それでは、議案第53号でございます、令和５年度文京区後期高齢者医療特別会

計補正予算で、本年度第２回の補正でございます。 

 31ページの予算総則を御覧ください。 

 予算総則を読み上げさせていただきます。 

 令和５年度文京区後期高齢者医療特別会計補正予算。 

 令和５年度文京区の後期高齢者医療特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億583万2,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ61億2,962万4,000円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 以上でございます。 

 内容につきましては、事項別明細書の284ページ以降に記載のとおりでございますが、歳

入については、後期高齢者医療保険料等を追加するほか、諸収入を更正し、歳出については、

広域連合納付金等を追加するほか、保険給付費の更正を計上いたしました。 

 議案第53号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、原案のとおり御決定賜りま

すよう、お願い申し上げます。 

○高山委員長 ありがとうございます。 

 それでは、御質疑ある方、挙手願います。 
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（「なし」と言う人あり） 

○高山委員長 では、このまま態度表明でまいります。 

 日本共産党さん。 

○金子副委員長 議案第53号でありますが、さきの厚生委員会でも述べたとおり、私たちはこ

の後期高齢者医療制度については、かつての老人保健法に戻すと。その中身は、国が５割財

政負担していたということであります。もちろん後期高齢の75歳以上と言われる方だけまと

めた医療制度というのは、これは制度的に矛盾があるというふうに考えております。 

 ただ、厚生委員会で述べたように、今回、来期の保険料の抑制のために、この補正予算の

293ページにありますように、1,515万円を入れて抑制を図ろうという、せめてもの措置が取

られているということを確認しております。したがって、今回は、この議案第53号について

は、日本共産党は賛成させていただきたいと思います。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党、議案53号、後期高齢者医療特別会計補正予算、賛成いたします。 

○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 政策チームは、議案第53号、後期高齢者医療特別会計補正予算に賛成いたします。 

○高山委員長 自由民主党さん。 

○田中（としかね）委員 自民党、53号、後期高齢者医療特別会計補正予算、賛成であります。 

○高山委員長 それでは、議案第53号、審査結果を申し上げます。 

 賛成が８、反対がゼロ、よって原案を可決すべきものと決定いたしました。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○高山委員長 引き続き、付託請願審査に入ります。７件ございます。 

 それでは、まず、令和５年６月定例議会からの継続審査分２件に入ります。 

 請願受理第２号、適格請求書等保存方式（インボイス制度）の実施延期を国に要望するこ

とを求める請願です。 

 ６月定例議会請願継続分の請願文書表第２号のデータを御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和５年６月６日   第２号 

・件   名   適格請求書等保存方式（インボイス制度）の実施延期を国に要望すること 

         を求める請願 

・請 願 者   文京区千駄木二丁目23番７号 
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        消費税廃止文京各界連絡会 

        会長 椎 野  耕 一 

・紹 介 議 員    板 倉  美千代 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請願理由 

 新型コロナ禍と物価高騰の影響により中小企業・小規模事業者の経営困難が続く下で、

2023年10月からインボイス制度（適格請求書等保存方式）が実施されようとしています。 

 免税業者を取引から排除しかねないインボイス制度は、事業者間の取引慣行を壊し、免税

点制度を実質的に廃止するものです。仕入れや経費に含まれる消費税を価格や単価に転嫁で

きなければ、ベンチャーもフリーランスも育ちません。 

 インボイス発行事業者として登録した個人情報が国税庁のサイトを通じて一括ダウンロー

ドでき、商用利用されることへの懸念も広がっています。中小企業団体をはじめ、税理士団

体、文化・芸術団体、シルバー人材センターなど多くの団体やフリーランスのグループが

「凍結」「延期」「見直し」を表明しています。 

 新型コロナ危機を克服し、新しく構築すべき経済・社会においても、地域に根ざして活動

する事業者の存在が不可欠です。よって、以下の事項を請願します。 

・請願事項 

１ 国に消費税のインボイス制度の実施を延期するよう、区議会として要望して下さい。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○高山委員長 この請願は、インボイス制度の実施延期を国に要望することを求めるものです。 

 それでは、御質疑ある方、挙手願います。 

（「なし」と言う人あり） 

○高山委員長 それでは、各会派の態度表明に入ります。 

 自由民主党さん。 

○松平委員 請願第２号でございます。継続審議ということでございますが、インボイスの延

期を求める請願ですけれども、昨年の10月１日に既に導入がされておりますので、延期を求

める内容の請願に関しては、もう内容的にも不正確な内容になっているのかというふうに思

います。様々なフォロー体制も整えているところでありますので、自民党としては不採択を

いたします。 
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○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 中小企業やフリーランスの方などへの制度の周知や移行支援を引き続き進めるこ

とは必要だと私どもも考えておりますけれども、既にインボイス制度はスタートしており、

実施延期という願意を満たすことが難しいため、不採択といたします。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党、請願第２号、既にスタートしているこの制度でございますし、ま

た、様々な支援をしているという認識でございますので、不採択とさせていただきます。 

○高山委員長 日本共産党さん。 

○石沢委員 このインボイスの請願は、昨年の６月に提出された請願です。この請願本文には、

中小企業や小規模事業者の経営困難が続く下でとあります。それで、２月26日に発表された

全国中小企業団体中央会の調査では、１月の調査結果、ＤＩ値というのが発表されておりま

して、昨年６月の景況のＤＩはマイナス14.9、これが今年の１月、マイナス24.1と10ポイン

ト近くもこの企業ＤＩというのが悪化をしております。 

 また、先ほども紹介した「ビガー」で、中小企業支援員のかとうさんという方がここでコ

ラムを書いているんですけれども、エネルギー価格をはじめとした物価の高騰や、急激な円

安に伴う為替相場の変動で、資金繰りや利益の確保に苦慮する事業所も数多く見受けられま

した。実際に私が訪問した先でも、経営者の方から資金調達に関する相談を数多く受けまし

たと、このようにあります。非常に経営困難の状況が続いているというふうに私たちは認識

をしております。 

 この消費税のインボイス、これ今、ちょうど始まっているところで、今、確定申告で中小

企業の皆さん、納税するために確定申告を書いているんですけれども、その中で、インボイ

スによって消費税の納税が新たに発生するという状況も生まれていると思います。 

 この請願事項については、延期するよう、区議会として要望するということでありますけ

れども、請願の願意は、インボイス制度の中止を求めているということでもあると思います

ので、妥当だということで、採択を主張いたします。 

○高山委員長 請願受理第２号の審査結果を申し上げます。 

 採択が２、不採択が６、よって原案を不採択すべきものと決定いたします。 

 請願受理第５号、「文の京」自治基本条例の抜本的な見直しの検討を求める請願です。 

 ６月定例議会請願継続分の請願文書表第５号のデータを御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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・受理年月日及び番号   令和５年６月６日   第５号 

・件   名   「文の京」自治基本条例の抜本的な見直しの検討を求める請願 

・請 願 者   文京区千石四丁目35番16号 

        文京区において真の「協働・協治」を実現する会 

        代表 屋和田  珠 里 

・紹 介 議 員    千 田  恵美子 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請願理由 

 「文の京」自治基本条例（以下、「同条例」といいます。）は、平成17年４月１日に施行

され、「条例の見直し」規定が盛り込まれていないこともあり、改正されたのは１度だけで、

その後、10年以上改正されておらず、区民の理解を促し深めるための「逐次解説書」も備え

ていません。 

 時代遅れになっている証左としては、例えば「多様性（Diversity）」や「多様性」を受

け入れる「受容性（Inclusion）」「包摂性（Inclusiveness）」が国政／区政上の重要なキ

ーワードになっているものの、同条例では「多様な取組」という文言があるに過ぎず、「多

様性」や「受容性」「包摂性」という文言はありません。同条例では2015年の国連サミット

で採択された「ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals＝持続可能な開発目標）」の17

の目標の理念も十分に反映されておらず、「レジリエントシティ」（＝自然災害を含めた危

機や困難を乗り越える復元力を備えたまちづくり）に関する理念も盛り込まれていません。

また、住民自治の原則として「協働・協治」を打ち出していますが、区民ニーズの多様化と

高度化、社会・経済構造の複雑化、従来の想定を遙かに超える自然災害に対応するためには

「協働」だけでは十分とは言えず、「協創（地域社会の公共的な課題の解決を図るために一

緒に考え、有効な施策を一緒に創り上げていくこと）」の理念も欠かせなくなっています。 

 現在の条例をつくる際には、当時の杉並区自治基本条例など14自治体の先行事例を研究し

た経緯（区民憲章区民会議参考資料８）がありますが、文京区が平成17年に施行した後、

340以上の自治体で新たに自治基本条例等が施行され、これら全てを参考にして学ぶことが

でき、そうすることは「変化し続ける社会に柔軟かつ迅速に対応するために、従来の考え方

にとらわれず」「不断の見直しを行う」という区長の施政方針（平成30年２月定例議会）に

も沿ったものであると考えます。つきましては、同条例の理念を一歩も二歩も進め、区民が
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さらに誇れる条例にして頂きたく、貴議会に以下の請願をいたします。 

・請願事項 

１ 「文の京」自治基本条例について、現在の区を取り巻く社会・経済・文化構造の激変に 

 適応した内容になっているか、ひとつひとつ再確認するとともに、全国各自治体の自治基 

 本条例及びそれに準じた基本条例を参考に、文京区にふさわしい形で取り入れられるもの 

 があるかどうか調べてください。 

２ 「文の京」自治基本条例を、ＳＤＧｓの目標や理念を反映したものにできるかどうか検 

 討するよう区に働きかけてください。（※ＳＤＧｓの文言やその内容をそのまま盛り込む 

 よう求めているもののではなく、あくまでその目標や理念を咀嚼して、文京区に相応しい 

 形で反映するようにお願いする次第です） 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○高山委員長 この請願は、「文の京」自治基本条例について、現在の区を取り巻く社会・経

済・文化構造の激変に適応した内容になっているか、ひとつひとつ再確認するとともに、全

国各自治体の自治基本条例及びそれに準じた基本条例を参考に、文京区にふさわしい形で取

り入れられるものがあるかどうか調べること。 

 ＳＤＧｓの目標や理念を反映したものにできるかどうか検討するよう区に働きかけを求め

ること、の２点についてです。 

 それでは、質疑をお願いします。 

 上田委員。 

○上田委員 自治基本条例に限らず、各種、文京区の行っている施策とか条例等については、

不断にアンテナを張りながら、全国の事例というものはチェックしていらっしゃいますよね

ということがまず１点。 

 ２点目が、自治基本条例を見直してくださいというような御意見は、そんなにたくさんあ

りますでしょうか。 

○高山委員長 横山企画課長。 

○横山企画課長 今、御質問いただきました、自治基本条例に関わらず、様々な区で行ってい

る施策や取決め等につきましては、日々、特別区の連絡関係も含めて、様々な自治体の取組

等については、情報収集しながら努めて考えてまいっているところでございます。 

 また、２つ目にございましたものでございますけれども、特に何か自治基本条例について

改正してほしいといった声が多く聞こえているというような状況はございません。 
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○高山委員長 では、態度表明で、日本共産党さん。 

○金子副委員長 請願受理第５号ですね、これにつきましては、私たち、従来から述べてきて

いるように、この請願にもありますように、社会・経済・文化構造の激変ということでは、

まさにそういう状況があるというふうに認識しております。こういう請願が寄せられること

が、そういう変えることに向かって──変えるかどうかも含めてだけれども、考えたらどう

かという区民の声だというふうに捉えて、日本共産党は、請願事項１項、２項ともに採択で

あります。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党、第５号なんですが、今、質疑で確認できたとおり、そういった御

意見が少ないということが確認できました。また、そうだとしても、その請願者の方たちの

御心配ということはあろうかというふうに思いますけれども、適切な内容になっているかと

いうことに関しても、自治基本条例は理念条例ということで、それにひもづいている各計画

というものがしっかりできているというふうに認識しておりますので、１項、２項ともに不

採択とさせていただきます。 

○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 まず１個目ですが、先ほど質疑の中で分かったように、不断に他自治体の様々な

取組を既に情報収集されているということでございますので、不採択としたいと思います。 

 ２項めについては、会派でこの間、区民の方から自治基本条例を改正すべきだというよう

なお声があるかどうか、いろいろ区民に会うたびに聞いたりもしてまいりまして、確かに一

部の議員に少しあるという意見もありましたけれども、１人もいなかったという議員のほう

が多かったところでございます。そういうことで、今が改正の時期ではないのかもしれない

というふうに思います。 

 しかしながら、今回の沢田議員の質問に対して区長のほうから、区民参画においては多様

な主体が対等な立場で活動することが求められており、自治基本条例の改正についても、状

況に応じて誰もが主体になり得ると認識しているということですので、将来的にもし改正す

ることになる場合があれば、状況に応じて誰もが主体となり、改正が行われることがあると

思いますし、そういった場合には、将来的にその際には応援してまいりたいというふうに考

えております。 

 以上のことから、不採択としたいと思います。 

○高山委員長 自由民主党さん。 
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○山田委員 請願受理第５号、この請願につきましても、６月に出された請願と全く同じもの

であり、既に議論はし尽くされたと考えております。よって、自民党、請願事項の１、２と

もに不採択といたします。 

○高山委員長 請願受理第５号の審査結果を申し上げます。 

 請願事項１、採択が２、不採択が６、よって原案を不採択すべきものと決定します。 

 請願事項２、採択が２、不採択が６、よって原案を不採択すべきものと決定いたします。 

 続きまして、令和５年９月定例議会からの継続審査分、１件に入ります。 

 請願受理第16号（第２項）、消費税率５％への引き下げとインボイス制度の導入中止を求

める請願です。 

 ９月定例議会請願継続分の請願文書表第16号のデータを御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和５年９月１日   第16号 

・件   名   消費税率５％への引き下げとインボイス制度の導入中止を求める請願 

・請 願 者   文京区千石二丁目１番12号 

         消費税をなくす文京の会 

         代表 田 中    繁 

・紹 介 議 員    板 倉  美千代 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請願理由 

 耐えがたい猛暑が続き、電気代の高騰が家計を苦しめ、ガソリンの値上がりも深刻です。 

 世界では104の国と地域が日本の消費税に当たる付加価値税の減税に踏み出しています。

スペインは食料品の税率をゼロ％に引き下げ、ベトナムは４月に消費税減税を決めて７月に

実施しました。消費税の減税は迅速に恩恵が広がる政策です。日本でできないはずはありま

せん。 

 しかし、政府は消費税の減税を拒否し、インボイス制度という新たな増税策を10月から実

施しようとしています。 

 インボイス制度が実施されれば、小規模な事業者やフリーランスの税負担や事務負担が激

増します。事業者の負担増が価格に転嫁されれば、消費者の負担増になります。インボイス

制度による消費税の増税額は１兆円を超えると試算されています。実質賃金が減り続け、物
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価高が続くときに１兆円もの消費税増税をもたらすインボイス導入は認められません。10月

に実施すべきはインボイス制度ではなく、消費税の減税です。 

 また政府は、軍事費倍増のために、軍拡財源確保法を成立させ、所得税や法人税、たばこ

税の増税を決めました。また７月に閣議決定した「骨太の方針」では退職金課税の見直しや

税額控除の縮小が盛り込まれています。このままでは税負担に押しつぶされてしまいます。

国民の血税で戦争準備のための兵器購入や自衛隊基地の強靭化が進められていますが、軍事

対軍事で平和はつくれません。戦争させない外交こそ強めるべきです。 

 消費税を引き下げるための財源は不公平な税制を正すことで確保することができます。大

企業や富裕層を優遇する税制を改めて、憲法に基づく能力に応じて負担する税制にするべき

です。税の専門家からは不公平な税制を是正すれば、51兆円を超える財源確保ができるとの

試算が公表されています。この財源を活用すれば、消費税の減税、廃止に道を開くことがで

きます。 

 税金の集め方、使い方を決めるのは国民です。消費税に頼らない税制を目指すことや、軍

事費ではなく暮らしに予算を回すことを求めます。そして、消費税ではなく、大企業や富裕

層への応分の負担で子育てや教育、社会保障を充実させるよう政府に求めます。 

 よって、以下のことを国に要望するよう求めます。 

・請願事項 

１ 消費税率を５％に引き下げること。 

２ インボイス制度導入を中止すること。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○高山委員長 この請願のうち第２項、インボイス制度導入を中止することについて、国に要

望を求めるものです。 

 それでは、御質疑をお願いします。 

（「なし」と言う人あり） 

○高山委員長 よろしいでしょうか。では、自由民主党さん。 

○松平委員 請願第16号でございます。先ほどの請願２項と同じ内容かと思います。インボイ

ス制度導入の中止を求める内容ですが、先ほどと同様の理由を付しまして、請願第16号、不

採択といたします。 

○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 御請願ありがとうございます。私どもの会派でも、このインボイス制度の御請願
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について話合いましたところ、既にインボイス制度はスタートしており、導入中止という願

意を満たすことが難しいと判断したため、不採択としたいと思います。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党は、請願第16号、先ほどと同じ理由で、インボイス制度はスタート

しており、中止を求める請願には、趣旨に沿いがたいということで、不採択とさせていただ

きます。 

○高山委員長 日本共産党さん。 

○石沢委員 この請願は、さっきのは６月でしたけれども、今回は９月ということで出された

請願です。ちなみに、９月の先ほど紹介したＤＩ、中小企業の景況調査のＤＩは、６月、マ

イナス14.9と先ほど紹介しましたけれども、９月はマイナス20.4ということで、日に日に景

況は悪化しているということは分かるというふうに思います。ですから、そういった観点を

踏まえましても、このインボイス制度の導入はやっぱり中止するということは、日に日に切

実になっているという点も申し添えて、請願第16号の第２項、採択を主張いたします。 

○高山委員長 それでは、請願受理第16号第２項の審査結果を申し上げます。 

 採択が２、不採択が６、よって原案を不採択すべきものと決定いたします。 

 続きまして、令和６年２月定例会分、４件です。 

 請願受理第30号、場外馬券売り場（後楽園オフト）の撤去を求める請願です。 

 ２月定例議会の請願文書表のデータ３ページを御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和６年２月６日   第30号 

・件   名   場外馬券売り場（後楽園オフト）の撤去を求める請願 

・請 願 者   文京区本駒込五丁目15番12号 

         新日本婦人の会文京支部 

         支部長 小 竹  紘 子 

・紹 介 議 員    板 倉  美千代 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請願理由 

 文京区は、東京都への後楽園競輪再開に断固反対する要請文の中で、「文京区は、鷗外、

一葉、漱石をはじめ多くの文人が住み、作品の舞台となった歴史と文化のまちであり、東大
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をはじめ多くの学校が所在する教育の町に競輪はふさわしくない」と述べています。私たち

は、私たちの住むまちをギャンブルのあるまちとして継続させたくありません。 

 文京区は、今、子育てしやすい町として、子どもの教育や安全な環境を求めて、若い世代

の人口が増えています。 

 感染流行時には、コロナウイルスの感染対策で、場外馬券売り場「ウインズ」を休止して

いました。今までの場外馬券売り場（後楽園オフト）では大井競馬場を中心に南関東公営競

馬すべての馬券を販売しているため、ビルの６階に移動したとはいえ、馬券売り場も広くな

り、券売機も50台以上設置されており、大変な混雑で、ギャンブル場特有の雰囲気です。

「文の京」の教育と文化、安全で安心なまちづくりにも逆行するものです。 

 ギャンブルが法で禁じられているのは、それだけ大きな弊害があるからです。厚生労働省

の研究班発表によると「問題は日本のギャンブル依存症の比率が他国と比較して、異常に高

いことです」（2017年９月）、と述べています。 

 勝ったらもっと、負けても負けを取り返すためにまたというギャンブルの特性による被害

は、ギャンブル依存症の人だけでなく、さらにそのまわりで精神的、物理的被害が数倍にも

及んでいます。 

 ギャンブル依存症の人だけでなく、さらにそのまわりの人達を苦しめる公営競馬、勝ち馬

投票券の販売を中止し、純粋にスポーツとしてのみおこなうことを、「文の京」文京区から

提案してください。 

 場外馬券売り場の撤去とともに、関係各方面に撤去を働きかけてくださるよう請願致しま

す。 

・請願理由 

 １ 場外馬券売り場（後楽園オフト）を撤去してください。 

 ２ 中央競馬場外勝馬投票券発売所の撤去を関係各方面へ働きかけてください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○高山委員長 この請願は、場外馬券売り場（後楽園オフト）の撤去と、中央競馬場外勝馬投

票券発売所の撤去について、関係各方面への働きかけを求めるものです。 

 それでは、御質疑をお願いいたします。 

（「なし」と言う人あり） 

○高山委員長 では、態度表明に入ります。 

 日本共産党さん。 
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○金子副委員長 請願受理第30号ですが、これは従来から申し上げてきたとおり、ギャンブル

などの収入に頼るということは必要ないと。本区の状況からして必要ないという立場から、

本請願については、１項、２項とも採択であります。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党は、この請願第30号に関しましては、前回と同様なんですけれども、

環境問題や健康被害ということについても、この請願に書かれている内容の認識とは、私た

ちは一致しないということで、１項、２項ともに不採択とさせていただきます。 

○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 御請願いただいた内容のように、ギャンブル依存症対策は、私どもの会派も大変

重要な課題であるというふうに考えております。しかしながら、馬券については、今、イン

ターネットでの売上がほとんどを占めておりまして、オフト撤去や中央競馬場外勝馬投票券

発売所の撤去によってギャンブル依存症対策を行うということは、効果が限定的というふう

に思われますので、不採択といたします。 

○高山委員長 自由民主党さん。 

○松平委員 請願第30号でございます。もう長い間審議をしている請願かと思います。ギャン

ブル依存症の対応や環境の整備もしっかり改善が図られるというふうに私どもの会派は考え

ております。とにかく文京区にふさわしくないから撤去してほしいという請願の趣旨には賛

同することができません。 

 以上の理由から、自民党、１項、２項ともに不採択といたします。 

○高山委員長 請願受理第30号の審査結果について申し上げます。 

 請願事項第１、採択が２、不採択が６、よって原案を不採択すべきものと決定します。 

 請願事項第２、採択が２、不採択が６、よって原案を不採択すべきものと決定いたします。 

 続いて、請願受理第31号、核兵器禁止条約の批准を求める請願です。 

 請願文書表のデータ５ページを御覧ください。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

・受理年月日及び番号   令和６年２月６日   第31号 

・件   名   核兵器禁止条約の批准を求める請願 

・請 願 者   神奈川県横浜市青葉区あざみ野一丁目27番１号Ｅ303  

         文京革新懇 

         代表世話人 奥 長  弘 三 外10名 
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・紹 介 議 員    板 倉  美千代 

・請願の要旨   次頁のとおり 

・付託委員会   総務区民委員会 

・請願理由 

 核兵器禁止条約が2021年１月に発効され、人類史上初めて核兵器を違法化する国際法が誕

生し、３年が経ちます。その間、核兵器禁止条約は署名93カ国、批准は70カ国、国連加盟国

の３分の１に広がりました。 

 第２回締約国会議が2023年11月から12月にかけて、ニューヨークで開かれました。オブザ

ーバー参加国は35カ国にのぼり、アメリカの同盟国であるドイツ、ノルウェー、ベルギー、

オーストラリアも参加しました。 

 ドイツは立場は異なるとしつつも「核兵器のない安全な世界に進む方法に関する議論に関

わっていきたい」と発言しています。しかし、唯一の戦争被爆国である日本政府はオブザー

バー参加さえも拒否しました。「日本がいないのはおかしい」などの発言が相次いだと言わ

れています。 

 ロシアのプーチン政権はウクライナ侵略のなかで核による威嚇を続けています。しかし、

アメリカもＮＡＴＯも核による報復を公然と表明することはできません。また、ガザ攻撃を

めぐり「核兵器使用が選択肢の一つ」と発言したイスラエルの閣僚は、停職を余儀なくされ

ました。 

 核兵器禁止条約が核兵器の非人道性を告発し、その使用と威嚇を禁止する規範として成立

し、世界的世論を育くみ、いかなる国であれ、核使用の手をきつく縛っているのです。 

 文京区は1983年に「非核平和都市宣言」をしています。世界に目を向け、今こそその歴史

的役割を認識し実践することが求められています。 

 地球上から核兵器を無くしていく上からも、唯一の戦争被爆国である日本が一日も早く、

核兵器禁止条約に署名・批准し締約国になるよう、国に働きかけることを強く求めます。 

 文京革新懇 

 白山・千石９条の会 

 本郷・湯島９条の会 

 新日本婦人の会文京支部 

 東京保健生活協同組合 

 全日本年金者組合文京支部 



令和６年２月２９日 総務区民委員会（速報版） 

 

－１２５－ 

 文京原水爆禁止協議会 

 文京母親大会連絡会 

 東京土建一般労働組合文京支部 

 文京区職員労働組合 

 文京春闘共闘会議 

 改憲ＮＯ！文京アクション 

・請願事項 

 １ 日本政府は核兵器禁止条約を批准すること。 

……………………………………………………………………………………………………………… 

○高山委員長 この請願は、日本政府に体し、核兵器禁止条約を批准することを求めるもので

す。 

 それでは、御質疑をお願いいたします。 

 金子副委員長。 

○金子副委員長 この核兵器禁止条約の６条と７条というのは、今、注目されているんですね。

これは、被爆の被害者の支援、それから核兵器による環境破壊、その修復の取組をやろうと

いうのが、この条約の６条、７条なわけです。 

 この分野においては、当然、この条約を批准していない日本政府ないしは被爆国である日

本の1,700ある地方自治体、いずれも何らかの取組が可能なことというのはたくさんあると

いうふうに思うんですね。 

 そういう点、ちょっと確認したいのは、かつてこの内容の請願は何回か出されたときに、

以前、この核兵器禁止条約の法的拘束力について伺ったんですよ。そしたら、私の記憶では、

それは国において判断するという答弁だったんです。ただ、これは法的拘束力があるかどう

か、文京区としてどう考えるんだということなので、国に判断を求めるというのは、それは

ないんじゃないかと思うんですね。 

 改めて聞きたいけれども、今、加盟国もずっと増えてきたという中で、６条、７条につい

ての日本の貢献というのが世界中から注目されている、こういう状態です。文京区として、

法的拘束力について、どのように考えておられますか。 

○高山委員長 武藤総務課長。 

○武藤総務課長 従前の考え方と同様かと思いますが、批准されることによって、法的拘束力

に関して、国により判断されると考えてございますが、いずれにしても、文京区といたしま
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しても、この平和首長会議の一員として、従前から核兵器禁止条約の締約国となることは国

に要請しておりますので、こういった活動を引き続き行っていくというふうに考えておりま

す。 

○高山委員長 よろしいでしょうか。はい。 

 それでは、各会派の態度表明に入ります。 

 自由民主党さん。 

○松平委員 請願第31号でございます。唯一の戦争被爆国である日本として、核なき世界を目

指すということに関しては、請願者の方の思いも十分に理解できるところであります、そこ

は政府としても同じ思いを持っているというふうに思います。ただ、前提として、今、日本

政府としては、核不拡散防止条約の再検討の会議の枠組みに入って、核軍縮と核の不拡散と

いうことを優先的に前に進めることを今、取り組んでいるところであります。 

 その中で、なぜ核兵器禁止条約にまだ批准をしていないかということに関しても、大きく

２つ理由があるかなというふうには思っております。１つ目が、現在、70か国の国と地域が

批准はしていますが、主にアフリカであったり南米であったり、核兵器の保有国がいまだ参

加をしていない、アメリカ、ロシア、中国等は入っていないという理由で、今現時点におい

て、日本が入ることで、実際に核の廃絶にはまだつながらないという理由が一つ。 

 もう一つが、この条約自体が核の保有だけではなくて、核を使うぞという脅しも禁止をし

ているという内容になりますので、今、北朝鮮、中国、ロシア、日本をめぐるこの環境の中

で、他国が何か悪さをしてくれば、そっちにアメリカの核が飛んでいくかもしれないよとい

う構図の中で、今の安全保障が保たれているという状況があるので、この条約においては、

その核の抑止も含めて禁止をしているということですので、そこまで禁止してしまうと、日

本の安全保障の政策の根幹が揺らいでしまうというところが今の政府の見解であるというふ

うに思います。 

 そういった中で、現状は、ＮＰＴ、核不拡散条約、核拡散防止条約の中で、ここには核兵

器の保有国と非保有国双方が入っておりますので、唯一の戦争被爆国として、双方の橋渡し

となって、核軍縮と核の不拡散をしっかり前に進めるということを優先する政府の立場を尊

重したいと思いますので、請願第31号、不採択といたします。 

○高山委員長 ＡＧＯＲＡさん。 

○上田委員 私どもも同様の意見書を出しておりますけれども、核兵器禁止条約は、核兵器を

非人道的で違法とし、完全な核廃絶を目指す国際条約であります。核兵器禁止条約は、核兵
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器廃絶の第一歩であり、多くの国が参加すべきと考えております。先ほどおっしゃったよう

な、核抑止論に留まらない核兵器廃絶を目指していくことが世界平和のためには必要だと思

っております。 

 唯一の戦争被爆国である日本は、核保有国と非核保有国の橋渡しを目指すためにも、核兵

器禁止条約批准するべきと考えておりますので、採択をしたいと思います。 

○高山委員長 公明党さん。 

○田中（香）委員 公明党は、少し活動報告したいんですけれども、11月27日から12月１日の

ニューヨークの国連本部で開催された、核兵器禁止条約の第２回締約国会議に谷間議員が出

席をさせていただきました。もちろん、残念ながら日本政府はオブザーバー参加を見送った

ということでありますけれども、その開会前に国会議員の会合というのがあったそうで、14

か国23人全員が条約に批准していない国の政治家だったということなんですね。その会合の

中で、公明党は一貫して核廃絶に取り組んできたということと併せて、我が国が締結批准で

きる環境整備に取り組んでいるんだと、そういった基本姿勢を伝えることができたというこ

とであります。これは引き続き地道に活動していくということが大事でございまして、我が

党の立場といたしましては、核抑止に代わる安全保障の在り方ですとか、核の先制不使用誓

約の議論を日本がリードしていくこと、今後も多様なステークホルダーと力を合せて核廃絶

を目指していきたいという考えでございます。 

 そういう取組の中でございますので、この請願には不採択とさせていただきます。 

○高山委員長 日本共産党さん。 

○石沢委員 この核兵器禁止条約の批准を求める請願ですが、明日３月１日は、奇しくもビキ

ニ環礁でアメリカ軍が水爆ブラボーの核実験を行って、静岡県の焼津市のマグロ漁船第五福

竜丸をはじめ1,000隻近い日本の漁船や現地の人々が……。 

○高山委員長 ちょっと待ってください。今、ちょうど５時になってしまったようなんですね。

もしよかったら、この請願だけは終わらせてもらっていいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

○高山委員長 皆さん、恐縮ですが、御協力、よろしくお願いします。 

○石沢委員 では、続けます。死の灰を浴びた事件から70周年の、そういう節目の年になりま

す。この第五福竜丸の無線長の久保山愛吉さんが原水爆の被害は私を最後にしてほしいと言

い残して、享年40歳で亡くなられたそうであります。これ以上被爆者を生まないでほしいと

いう被爆者の願いや運動が実を結んで、2017年に核兵器禁止条約は採択をされ、21年には発
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効し、そして現在では署名93か国、批准70か国まで広がっております。 

 日本は、広島、長崎、そしてビキニと３度原因水爆の被害を受けた国であり、やはり核兵

器禁止条約に署名批准することは当然だというふうに考えます。 

 文京区議会としても、日本政府に核兵器禁止条約の批准を求めることは当然だというふう

に考えますので、請願事項第１項、採択を主張いたします。 

○高山委員長 請願第31号の審査結果を申し上げます。 

 請願事項１は、採択が４、不採択が４、よって可否同数となりました。 

 委員会条例第14条１項の規定により、委員長が本案に関する可否を決定いたします。委員

長は、請願受理第31号について、不採択と決定いたします。 

 ということで、本日の委員会を終了させていただきます。熱心な御審査ありがとうござい

ました。 

午後 ５時０２分 閉会 


